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まえカ4 き

森林組合は，戦後協同組合として形をあらたにした。そこで新しい局面を打開してゆくために，組合自

身においても，また行政の立場からも，新たな努力や対策が要請されてきた。今回発表された森林組合対

策要綱は，その一つのあらわれであろう。

森林組合に関して提起されている問題は，非常に広はんである。行政面からみると，民有林政策実施の

全般に関連する問題があり，森林所有者自身の立場にたつと，これを自らの組織として確立してゆく課題

が生まれるc 一口に森林所有者の組織といっても，それは組合員自身の組織なのか，政府の行政補助機関

であるのか，そこには一方的に割り切れない問題をもっている。そして新たな発展途上におし、て，この問

題をめぐっていろいろ議論がかわされてきたのである。

問題を複雑化している理由は，日本私有林業が圧倒的多数の零細森林所有のもとで行なわれていること

にあろう，さらにこのような事情のもとで林業生産の特殊性がからみあって森林組合の性格を多面的なら

しめているから，ではなかろうか。いずれにしてもこの日本林業構造と発展をどのような立場から評価す

るかが森林組合の本質を決定づける重要なポイントであり，これを政治・経済・行政上の諸問題と結びつ

けてとりあげられるところに森林組合問題を多岐にわたらせるものがあった。かくて抽象論にたっかぎり

水掛論に分かれる可能性が強いのであって，問題の分析において歴史的な展開を見る必要があろう c

日本における森林組合は，林野制度として発足したG IF森林組合は自らの力で産み出したのではなくて

あたえられた団結として産まされた。・・・・・・・・我国は森林組合の形式的普及に於て世界に冠たる発展をと

げてきた亡然しその多くは形式の問題たるにとどまり，その実質を伴わない。」 と島田博士はのべられて

いる。そこには為政者の施策として森林組合制度が要求され保育されてきた歴史があり， IF実質を伴わな

い』ということは，組合員自体が必ずしも森林組合の活動を必要として自発的につくったものでないこと

を物語るといっても過言ではないc

この点について，もう少し掘り下げて問題の所在を明らかにすれば，明治 40 年の森林法において森林

組合が制度的にとりあげられたc しかし森林組合は，自らははなばなしい展開を示さなかったし，結成に

ついては政府の施策に負うところが少なくなかった。そして森林組合制度は，昭和 14 年において大きな

改正がなされたc これは時代に即応して林産物の国家統制機構の下部組織として利用され，戦時中重要な

役割lを果たした。国家の要請が組合組織を通じて森林所有者に伝達され，あるいは実行体としての活動を

余儀なくされたのである。

昭和 26 年森林法の改正によって，森林組合制度は協同組合として生まれかわった。戦前の性格を一掃
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したO しカか、しながらそれは組合員自らの反省と自覚の上

Tたこものではなくて，アメリカの政策に基づいて外力によってあたえられたものであった。この意味では，

あくまで制度的改正にとどまった。近代的協同組合の精神が立法にもられたが，しかしながら，このこと

はその後たどらざるをえなかった組合の発展にたいして新しい問題を提起したのである。

制度的な組合といえども，その展開の上では経済の実勢を見のがすわけにはいかなし、。さきにのべたよ

うに組合活動は時代の要求に着色されながらも，山村経済機構と密接なつながりをもってその基盤の上で

展開されるわけである。本研究はこのような角度から，組合の本質を検討するものである。

本報告のとりまとめについては，終始適切なるご指導とご鞭縫を賜わった経営部長小幡進氏，東京大学

教授島田錦蔵博士をはじめ，林野庁森林組合課，全森連，各府県の方々に対して厚くお礼申し上げるしだ

いである。

第 1 部

森林組合制度と森林法

森林組合制度の歴史は島田博士が森林組合論の冒頭で述べられているように. [j"自らの力で生み出した

ものではなくて，あたえられた団体として産まされたJ 過程をたどってきたc 森林所有者の団体として

官僚の指導によって組織され，かくて自らの指導理念を欠除していた。

このような森林組合の特色は『森林法』のわくのなかで制度的規定がおこなわれ，時代の要請にともな

って変容してきたのであるつしたがって日本の森林組合制度を明らかにする一つの方法は，森林法との関

連をみることである。

ここでは国会における法案の審議をめぐって，その論理的内容をみるよりも，それぞれの時代に何がど

のように論議されたかを明らかにして，当時の森林組合の問題点をしらべてみたい。

1-1 明治 29 年森林法案の審議

明治 15 年に森林法草案が建議されたが発布の運びにいたらず，その後明治 29 年に第 9議会に政府案

として提出された。この提出理由をみるとつぎのようになっている。

『廃藩置県の挙と共に其の旧制l一朝地を払ひ，爾来二十余年間官民共に注意を森林に置かざりしに非ざ

れども如何せん森林の制度未だ完備せざりしを以て其の民林に在ては積伐過伐の弊を生じたるは勿論甚だ

しきは官林・御料林と難，往々盗伐，放火の害を免る能はず従って荒廃，日に加わり水害年に増し勢底止

する所を知らず，若し夫れ其の弊害を洗除して保護を将来に加えんとせば之れが法制lを立てて監督を周到

にし殖伐を是正にして国土の保安を維持し経済の保続を普及することを期せざるべからず且其の被害を未

然に予防し罪悪を将来に懲戒せんには警察を密にし刑罰を明にするを要す・・・・・・.jJとして，森林法の制!

定はもはや一日も緩うすることができないといっているつ

この法案は総則，監督，保存林，林業組合，森林警察罰則雑則の 7 章 102 条にまとめられている。

原案は森林法委員会で大きな修正をうけた。委員会のだした結論の大筋は森林法を官民をとわず一般の・

森林の監督法に限定し，宮林の管理法，官有民有区別の処分法は別途に法律化することであった。原案修
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正に対する委員長の第一読会の説明を参考にのべると，つぎのようであった。

(1) 政府におきましては， r森林会」を特に政府の諮問に供するものとしてあったが，これでは農商務

大臣の心次第になるわけであってはなはだよろしくないc よってこのことは，土地収用調査会のごとくい

たして一つの審議会の性質のものに改めた。

信)保安林一一原案は保存林とあったが，保安林と改めた。この保安林は原案は補償をやらぬ，保安林

は開墾，皆伐もさせぬ，切柴もさせぬ，土も掘らせぬ，しかして補償もやらぬとし、う案であったが，これ

を補償をやるとし、うことにした。その他，地租その他もこれをゆるめることが少なかったから，これも十

分免除することに直したc

(3) 林業組合は御料林官林を省いたc 単に人民の公共団体で持っている森林，および社寺の持ってし、る

森林，かつまた人民のー一一おのれで持っている森林だけに限って組合をしようとし、うことであったが，こ

れはすべて官林，すなわち御料林も官林もその区域内にあるものは一定にする(筆者注 組合に加入させ

るの意味〉ということに改めた。

(4) 国有林の管理法は事柄が広大であるので次会に提出することにして，削除した。人民の土地所有権

および使用についての規定は原案第 100 条にあるが，委員会ではさらにひろげて， 第 83， 84, 85, 86, 

87 条をふやした。

この修正案は衆議院で 88 条修正以外はそのまま議決されて，貴族院に送付された。

衆議院森林法委員会における林業組合についての審議で問題になった諸点は，つぎのようである。

(1) 林業組合は社寺有林または民林の所有者をもって組合を設立するが，御料林，国有林，公有林を包

含するかどうか。とくに，第 3 条の修正と関連して論じられている。

(2) 組合設立のためには地区内『森林所有者の同意』をもとにする必要があるが，その同意の限度をど

こにおくか。これは組合の設立を任意的にするか強制的にするかに関連して，次の問題にも関係する。

(3) 第 37 条『社寺有林又は民林の所有者，森林の経済及保護のため林業組合を設立せんとするときは

農商務大臣定むる所の準則に従ひ』とあるが，この準則の内容につレて。

以上の 3 点のうち (1) の点について修正案では，官林民林の区別なく森林一般についての組合の設立を

考えているのであるが，政府は御料林，国有林，公有林を組合に入れることに徹頭徹尾反対の立場をとっ

ている。そこで組合に入れることについて，反対の理由をいくつかのべている山山。公有林については，

『公有林を除いたのは深い意味があるわけではないが， 町村が公共団体として一つの経済上の仕事を致し

ますのは大変困難である。ー町村というほどのものであれば林業組合に入れなくともよろしかろう。こう

いうことが実は内務省の要求であるので公有林を省いた。元来これは(組合をさす〕任意で出来ているの

で，強制でできていない故にそれ程府県知事の手数にこまることであれば公共団体の林丈のぞく，官林は

勿論今日そこまで進んでいない。到底これを組合に合せて管理することは一寸難しいことでございますJ

公有林を入れると，その経済が繁雑になるのでこまる。いったん入れたけれども，内務省当局者の申しで

で案文から削ったとのべている。

国有林御料林の場合には，つぎの応答がある。 IF官林と御料林を編入することは，政府は徹頭徹尾御同

意は出来ないcj]この点はなぜできないかというと予算上の問題として， IJ第 1 は組合の費用を賦課してき

たとき予算がなければ出すことが出来ぬ・・・・・・この法案によるとどれほど官林を編入するか， どれ程宮林

に賦課して参るか其の金額は少しも分りませぬ・・・・・・官林に向って賦課して参ります費用は何を標準とし
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て参りませうか，第一この点が甚だ危険である。』

『是(筆者注一一民林を指す)と官林とを一緒にして組合をこしらえる場合にはどこにどれだけ組合林

が起ってくるか，例えば 29 年度には組合林が 50 しか起らぬと思ったものが 700 起るか 500 起るか分り

ませぬ。そうすると子算の立て方がござりませぬJ すなわち，国有林の経営に関連して経費の負担と予

算の立て方が困難だということが反対理由になっている。

その外の反対理由としては， 『第三条に公有林，社寺林及民林にして其経済の保続を損するおそれある

ときは農商務大臣に於て営林の方法を指定することを得』とあるが， Ii'公有林，社寺林』のつぎにある『民

林』が委員会で削除になった。その削除の趣旨は『民林にまで保続経済ということで制限するという一一

製肘するということは甚だ不都合である，民林は自由に伐りうることが出来得なければならない。例えば

保続の経済が破れようと取れようと機わぬ，収利が多ければ民林は伐らなければならないというところか

ら(委員会で〉是は除けたのでございます。ところがこの主義でございますと，木の生長等がどうなろう

と民林は構わぬ，誇り資本に対して利潤の多い時に伐りまずから，森林は荒廃しようとどうなろうと構わ

ぬということになります。然るに此民林の趣旨はそうしてあるにかかわらず，公有林，社寺有林は之を必

要とするから此条を残されたのである。況や御料林，官林所謂固有林の如きは最も保続経済を大切にしな

，ければ済まないのであります。是は諸君も御承知であります。一方には保続経済を立つべき宮林の御料林

と，一方では保続経済に反対する経済を立てる民林をそれを一緒にしよう，現に経済の取扱の上に於て甚

ナミ不都合を生ずるのであるから組合中に一一林業組合中に宮林御料林を入れるということを政府に於きま

しては何処までも御不同意を申上げなければならぬ。』 と政府は第 3 条にたいする修正を引き合いに出し

て反対してし、る。

またそのほかの理由として『此の修正案のまま(原案 37 条に地区内森林反別半数以上の所有者の条件

を追加したこと)で国有林，御料林をふくめると実際は組合林が成立たない。民業組合が成立たない。..

・・なぜならば此の修正の第一項には区域内森林反別半数以上の所有者とございまずから・・・・，国家がもっ

ている場合，ひとりで 1 万町歩， 5 万町歩と大変大きな数になる』から国有林が反対すれば， 『民林は民

業組合がっくりたくてもつくることができない』とのべている。このように，政府は修正案にたいして国

有林御料林を林業組合加入の対象にすることに反対している。しかしながら，第 41 条のただし書きで，

『地方森林会に於て其の必要なしと認めるものは』に関連してつぎのような論議がかわされている。 『例

えば此所に大きな林があってそれが大地主が持っていて町歩が多いとか，又は官林であっても立派な小林

t区が立っていて独立の経済がチヤ γ ト出来ていて立派にゆくという場合であれば・・・・組合にはいらぬでも

ょいということもございますし・・・・一方では独立が立っておらぬ方は，それに入りませぬと， どうしても

森林組合が成立たぬとし、う場合があれば，入れなければならぬ。所有者自身の方に必要がなくとも，この

e組合を設立せんとするものの方に必要があるから， そこは必要の軽重をはかつて， 森林会の認めること

と，認めます。』

国有林の組合加入の是非について，政府は徹頭徹尾加入に反対している。しかし委員会は森林法を，森

:林一般に関する規定なりとする立場から修正した。政府の以上のような反対は，何であるかは論旨が統一

ー白せず，十分に明らかにすることができない。しかしながら公有林にたいする反対についてもいrえることで

あるが，国有林については組合費の経費負担がおもな理由になっていることから考えると，もちろんこの

点からだけではないが，政府の組合規定の目的はおそらく民林にたいする強制的消極的な保護を主眼とし
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たものであって，産業助長的な構想は含まれていなかったものと思われる。

(2) 森林所有者の同意をうる場合の限度については，政府はつぎのようにのべている。If第 4 章の林業

組合でございます。是はすこし強制的の設立を省きまして成丈任意的に致しましたという規定でございま

す。今日段々此森林というものの利用上に就きまして必要を感じて居ります地方が多うございますので・・

・・斯うし、う任意に致しました。併しながら是も少しく強制的にした方が宜しいであろうという御説

が多数ございましたら，今少し強制的になりましでも差支えないと考えて居ります』と答弁している。政

府は任意的な組合といいながら，実は多少強制l的になっても組合設立を考慮してゆきたし、考えであること

は，次の答弁によって不十分ながら推定できる。

『森林所有者半数以上の同意を得て云々とあるが，是は所有者の数 3 分の 2 以上とか何とかせぬと往く

まいと思う c.! とし、う質問に対して， Il'当り前なら 5 名とか 3 名以上とかにしたし、が，併しながらそれで

は任意的(筆者注一一数人の同意さえあれば強制加入の組合ができあがるとすれば任意的であることがか

えって強制的となる〉になるから少くとも半数以上にしたのである』と答え， Il'林業組合で決議した以上

は他を束ばくするとか何とかいうことがあるから，矢張り凡ての林業所有者の希望を表わすことのできる

ようにせぬと往くまいと思う』とし、う一議員の意見に対して，それは一つの意見として，たとえ強制l的に

なっても組合を作ることを暗にほのめかしている。しかしながら， Il'森林所有者半数以上の同意を経て』

と L、う原案に対して，政府の意図とは反対に区減内森林面積の反別半数以上の所有者という条件を委員会J

で追加修正された。

(3) については農商務大臣定むるところの準則は，最後まで明示されていなし、。この準則の範囲にたい、

する一議員の質問にたし、して，政府はつぎのようにのべている。[j"林業組合の範囲は農商務大臣が準則を

静えまする。既に第 37 条にございます此準則に依って，範囲を極めまするでございますが，其範囲は先

ず一方には森林営利のこと，一方には森林保護上，すなわちこの保護は森林経済上からの保護もございま

するし，叉国土保安上からの保護もございまするし之を一般に約束さすので，造林は斯く斯くしなけれ

ばならぬ，伐木は斯く斯くしなければならぬ，で，此位以上は看守を置かなければならぬ，斯ういう規定

を携える積りなんでございます。』

『準則というものは農商務大臣の省令になるもので，一向此議会には関係はない，それで此処でお極め・

下されば，其決議の精神を承りまして，その準測を造るのであります。・・・・予めこうしみ風でやるという

ことの要領は出来ていますけれどもまだ活版にはなっておらぬからそれを御入用というなら書いて差上げ=

るのでありますの」

『林業組合というものは任意的に致しましたけれども，若し議会の多数の説があって，どうも強制的に

する方が宜しいという此委員会多数の御意向がありますれば，強制l的にするということに就いては政府に

おきましても，或は地方に依つては，利益があるということまで御参考に申して置いた。そこで此準則に

ついては御参考までに静岡と其他のもので現在の森林組合の規則を印刷に附して御手許に廻しておいた。

大体この趣意で，ここには出来ているけれども，今少しょく修正をして版にしようと思えば評議もしなけー

ればならぬから出さずにおります。』

『農商務省で今まで調べたものを参考にみたいということなら，幾らもあります。この準則は若し諸君

の方において，励行主義になさるならば其様にし，叉任意主義になさるならば其様に取計う・・・・十分諸君

の御意見をきいて其確定によって，準則を祷えるという考えなのであります。』
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このように林業組合の規定について以上の諸点が議会の問題点としてとりあげられたが，これだけの審

議の内容では十分につかめないが，政府の意向では，民林の経済及保護という観点については単に政府の

取締まりを強化するだけでは効果が上らないので，任意にまたは強制的に組合を設立させて，所有者の組

織を通じて森林法の趣旨を徹底させようということにあったのであろう。ところが修正案では設立につい

ては，大多数の所有者のi任意ということが審議の過程で森林所有者の同意者の数を一層広げられたり，第

38 条『地方森林会の諮問・・・・』を『地方森林会の決議』に修正されたり，第四条ただし書きに『地方

森林会の決議を経て』を追加されたりして，なるべく組合の設立を勧奨しようとする政府の意図とは，反

対に，設立の条件がかなり面倒になった。政府にしてみれば， IF県知事林業組合を必要とみとむるときは

地方森林会の諮問を経てその設立を命ずることを得』というような強制設立の場合を設けてi なるべく多

くの設立がなされて，森林所有者を網ら的に組合員にすることによって，組合をつうじて営林監督のノレー

トにのせてゆくことを考えていたのであろうと恩われる。

森林法原案は各所にわたって委員会で修正されて衆議院で可決されたが，貴族院で審議未了になった。

そして翌 30 年の第 10 議会には 6 章 64 条に簡素化されて可決された。林業組合に関する条文は，すべ

て削除されていた。この理由の説明は， IF一般の森林法にありましては，総て公法上の制裁を要するもの

を主として立てましたものでございます。林業組合に限り強制l的でなくして任意的で昨年も出しました。

任意的のものでございますれば，悉く法律の力をもって強制して行かねばならぬということもなく，叉行

かれもしませぬ。そうすれば，公法上のカをもって制裁を加えて行くのは不穏当でございます・・・・』とい

う理由をあげて， 30 年における森林法案には林業の組合規定が削除されている。 営林の監督，森林警察

を厳重にする立法の中に，林業組合は任意的なものだから除いたということである。これをさらに補足す

ると，政府は『下戻法も特別に出す位でございまして，是は(森林法の意味〉別に出しました以上は命令

をもってだす方が適当であろう。斯ういうことに致しました。』 と説明し， iiそうすれば林業組合の必要

はお認めになっていますか。』の質問にたいして， !i'左様でございます。唯今も必要でございまするで，各

府県知事限りに組合規則を出して立てております。』と答弁している。

しかしながら，このように林業組合の必要をみとめながら，さらに第 38 条，第四条の規定をもうけて

『少し強制的にした方がよかろうとし、う御説が多数ございましたならば』といっているように，政府とし

ては設立条件を緩和してでも，なるたけ多数の林業組合を設立させて民林にたいする施業の指導をしよう

とする最初の意図からみると，林業組合規定をさく除したことは第 3 条修正の問題があったにせよ民林行

政にたし、する一歩後退であった。

明治 29 年森林法案抜緯(法案委員会の修正によってーーは削除， ( )は追加された部分〉

第 3 条 公有林社寺有林及民林にして其経済の保続を損する虞あるときは農商務大臣において営林の方

法を指定することを得〈ぺし) (私有林にして荒廃の虞あるときは農商務大臣において営林の方法を指定

することを得〉

第 4 条前条の森林において過度の伐木叉は幼樹の(公有林社寺林に於て〕濫伐を為す者あるときは農

商務大臣は其伐採を停止し及其伐木跡地に造林を命ずることを得。

第 37 条(第四条〕 社寺有林叉は民林の所有者森林の(森林の所有者にして其の)経済及保護のた

め林業組合を設立せんとするときは農商務大臣定むる所の準測に従い規約を定め，其の区域内森林所有者

半数以上(左の〉の同意を経て，府県知事の認可を受くべし。
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(1. 区域内森林反別半数以上の所有者) (2. 区域内森林所有者半数以上〉

空 38 Ó塁(第 40 条〉 府県知事林業組合を必要と認むる時は地方森林会の藍国(決議〉を経て其の設

立を命ずることを得。

第 39 条(第 41 条〉 林業組合を設立したる時は其の区域内に於ける社寺有林又は民林(森林)の所

有者は当然その組合員とす。但し，府県知事に於て其の必要なしと認むる者は(地方森林会の決議を経て〉

組合員となら(さ〉ざることを得。

笹丘旦二塁(第 42 条〉 林業組合員，其の組合の処分に不服ある時は，府県知事に其の裁決を申請する

を得(具申してその処分を請うことを得〉

重 41 三塁(第 43 条) 本章の規定に依れる府県知事の処分若しくは裁決に不服あるものは其の処分萱

しくは裁決を受けたる日より 60 日以内に，農商務大臣に訴願することを得。

第 42 条(第 44 条〉 林業組合の組織および設立手続は農商務大臣之を定む。

1-2 明治 40 年森林法案の審議2町

明治 40 年森林法は，旧森林法と比べると次のように改正された。

(1) 公有林，社寺林に対する干渉の程度を進め，地方長官の権限を拡張した。

(2) 森林の利用にあたり土地の使用，収用および水の使用ならびに水流における工作物の使用，変更，

除却を認めたこと c

(3) 森林組合をみとめたこと。

特に土地の使用収用規定や森林組合規定が追加されたことは，法律家理由書『現行森林法は林業の発達

を容易ならしむべき規定に至りでは殆んどこれを欠如せり c.1lというごとく，改正の要点は『林業の発達に

資することが主意J であって，産業行政への一歩前進を物語っている。

貴族院の大臣説明では「其次に今一つ加えました所のものは森林の組合を設けさせるということを致し

ました。森林は他の農業者や商工業におけるが如く，矢張り共同一致を以て経営しなければ十分の目的を

達することの出来ないと申すことは事実でございます。例えば深山に点々と各個人が森林を所有いたして

おりましても・・・・個人ではこれを開くための費用，労力に堪えない所もあります。』

『例えば，小さい森林を持っておりますような者は一人で長い道路を開き，また水面を利用するという

ようなことになると頗る損益が償わぬというようなこともあります。またこの道路を作ろうとか，橋梁を

作ろうとか申すには，一個人の力には遺り悪いこともございます。また荒廃した森林を依復するが為に，

一定の施業をする土工の遺り方等共同でやっていかなければ目的を達せぬ様なこともございますc また火

災の予防ならびに火災のある時分の消防若しくは，害虫駆除と申す様な所のものは努めて共同の力を用い

ることが必要でございますので殊に現行法に於きましでも火災の警察法は粉見えておりますけれども害虫

駆除などと申すことは・・・・田畑の方には綿密な規定もできてこれを実行して居りますが，森林の方に対し

てはまだ其の規定が欠けております。是から迫々造林をして参ります上からは，此害虫の駆除ということ

は甚だ必要なことでありまして，樟を植えましてもこれに一種の虫が附きましたり，色々の苗木等に於て

は尚更害虫に躍り易うござし、ます。それ等はどうしても一人一個が駆除に幾ら努めてみましても，其の害

虫が隣りの山林にある時分には何にも役に立たぬというしだいでございますから，是等も矢張り共同力を

要する唯一の原因となりまして，そうして一方には義務的にこれをさせるという方法を設けました次第で

あります。」と森林組合設立の必要をのべている。
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次に森林組合の組合員として国有林，御料林を加入するかどうかとし、う点について，審議が行なわれで

も、る。これは 10 年前の議会でも問題になっていた点であるが，政府の見解は国有林，御料林は大きな団

地をもっており. :rその大きなところは殊更に森林組合に加入して小さいものと一緒に佐事をしないでも

大体独立して経営が出来るから・・・・多くの場合は入る必要がなかろう』としている。 しかし議員の質問

は. 'ï'国有林の分は不要存置のために段々小さいものは始末が出来ましょうが， ・・・・御料林は今の不要存

置等の始末もあまりついておりませず，・・・・唯便宜に算盤上からやるだけになっておりまずから，此御料

林というものは命令の上で取り消されて，入らんでも宣しいという様な風になって来ると(筆者注一一御

料林は組合に入らないで自由勝手に伐採するが民林は制限されるから). 余程当業者を苦しめる場合があ

りはせぬかと思う。御料林というものはやはり国有林と一緒に少しも他の森林業者の利害に関係はもたな

い，組合に入る必要はないものであると斯うし、う風に何処までもおとりになるのですか。』 と質問してい

る。政府の答弁は， IFそれが初めから解っておれば明文に書くのであるが，時に入ることもあり，時に入

らぬこともある。面積とか山の状況で，組合に入つでも宜しいかどうかを定めても宜しいかと思う。』 と

いっている。この答弁に対しては，一議員は『私は甚だ不服なわけである。組合を指定する必要中には森

林産物の運搬に必要なる工事をするとか，或は森林の危害防止に就て共同させるということが組合の必要

な条項である。それで従来御料局は川を使用するのでも何でも，勝手気俸に実はやっているのである。外

の当業者は川を使用するのでも，税金を払うとか使用料を払うとかするが，何等の許可を受けず，何等の

税金を支払わず，勝手気優に使っている。其為に殆んど御料局に接近しているところの森林所有者は到底

栢並んで営業していくことが出来ぬのである。・・・・森林生産物の運搬に必要なる工事をするとか危険防止

とかL、うことについては，面積の大小によってそれ等の区別をするということになると，御料林の圧迫を

受けて，一般の営業者は相並んで営業することはできなし、0 ・・・・面積によって標準を立て，御料局を組合

に入れる入れないということになると寧ろ私は明文の上に明らかにしておきたし、と思う。』 と意見を出し

ている。そして，結局『総体に国有林とか或は御料林とかいう大体の名称の下に杜撰な命令を出さないこ

と』を要求している。

明治 40 年森林法案抜緯

第 62 条森林組合は左の各号のーに該当する場合に於て必要なる事業を為す為一定の地区を限り之を

設立することを得。

1. 国土保安の為又は森林の荒廃を防止し若くは荒廃せる森林を回復する為必要なるとき。

2. 森林が所有者を異にし協同して施業をなすに非ざれば其の利用の目的を達するに困難なるとき。

3. 森林産物の運搬に必要なる工事を為し叉は之を維持する為関係者の協同を必要とするとき。

4. 森林の危害防止に付関係者の協同を必要とするとき。

第 63 条森林組合は営利を目的とせざる社団法人とす。

第 64 条森林組合を設立するには定款を定め地方長官の許可を受くべし。

第 65 条 森林組合の組合員は其の地区内に於ける森林の所有者に限る。

第 66 条 森林組合を設立するには左の条件を具備することを要す。

1. 組合員たる資格を有する者の 3 分の 2 以上の同意あること。

2. 前号同意者の所有する森林の面積が地区内に於ける森林の総面積の 3 分の 2 以上なること 0 ・

第 67 条森林組合成立したるときは組合員たる資格を有する者は総て組合員とす但し命令または定款
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に於て加入の義務なしと定めたる者はこの限に在らず。

第 68 条定款には左の事項を記載することを要す。

1. 目的および事業

2. 地区

3. 名称

4. 事務所

5. 出資または費用分担の方法。

6. 存立時期叉は解散の事由を定めたるときは其の時期または事由前項の外定款に定むることを要

すべき事項は命令を以て之を定む定款の変更は地方長官の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜ

ず。

第 71 条森林組合は主務大臣及地方長官之を監督す。

監督官庁は何時にても組合の事業に関する報告を徴し，事業に付認可を受けしめ，事業及財産の状況を

検査し其の他監督上必要なる命令を発し又は処分を為すことを得。

第 72 条総会の決議叉は役員の行為にして法令，監督官庁の命令若くは定款に違反し又は公益を害し

若くは害するの虞ありと認むるときは監督官庁は左の処分を為すことを得ず。

1. 決議の取消

2. 役員の解散

3. 組合の解散

1-3 昭和 14 年森林法案の審議山

昭和 14 年に改正された森林法において，森林組合の規定は林政と明りように位置づけされている。そ

れは森林法の趣旨を貫徹するための，重要な役割lをもっているからである。

明治 40 年における森林組合に対する審議の過程をみると，林業発達に資する意味は加味されていたが

明治 29 年の森林法案における延長とみられるものであった。しかし昭和] 14 年の場合になると，森林組

合制度の審議の内容にはいろいろ広はんな問題が出てきている。それは，すでに実体としての森林組合カ工

存在し，その組合活動を通じていろいろの現実の問題が起こってきているからである。すなわち，薗部博

士の;命のように，改正法では物的協同体であると同時に人的協同体としての様相を帯びていることから，

いろいろな林業功長政策との関連や流通過程でも業界との競合関係等新しい問題が起こってくるからであ

る。また，この様な内容についての審議が中心になっている。

まず桜内農林大臣の提案理由の説明から，当時の林業界の状態をみよう。!i戦時経済体制の進展するに

伴いまして，建築用材・製炭資材・パルプ資材・抗木用材・其他木材の需要が顕著に増加しつつある反

面におきまして，国際収支改善の為，外国産木材の輸入が強度に制限を受けるに至りましたために，木材

の需要は主として内地産木材をもって充足せねばならぬことと相成り・・・・今後此の佳放置致しますならば

内地に於ける木材資源が次第に澗渇し，重要資源自給方策に破綻をきたしますのみならず，治山治水その，

他国土の保安を阻碍し・・・・戦時経済の目的遂行に対する重大なる障害をきたす虞れがあるのであります。

ここにおいて民有林における施業を合理化することに依りまして，間伐の徹底的普及・老令過熟林分の経

済的利用開発を促進すると共に，幼令未熟林分の濫伐を抑制しまた伐採跡地の造林を励行致しまして，

以て木材需要の現勢に即応した合理的植伐関係の確立を図り，森林資源を培養し，時局下に於ける各種木
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:材の供給を確保すると共に，一面始めの基礎を固くして災害を防除することは淘に喫緊の要務であると存

じます。仰て今回森林法中第二章営林の監督に関する規定及び第五章森林組合に関する規定を改正補足致

しまして，民有林施業を充実せしめ，以て其目的の達成を図らんとするのであります・・・・』

このようにして木材の需要のひっ迫とそれが内地生産材によって充足されなければならない状態下で塁

。山の早伐がおこり，奥地林の老朽化があり，資源自給方策に破たんを生みだしている。そこに施業の合理

化一一民有林施業案編成の構想、が浮かんでくる。施業案の編成実施は，森林組合制度の改正とあわせては

じめて可能になる。このような一連の林業政策の構想が森林法改正の骨子となっている。

森林組合制度の改正は衆議院委員会の第 1 回席上の論議において，施業案の編成と実施を目的とする組

織とされ，改正森林法を貫ぬいている施業案は監督官庁の審査をうけて認可される仕組になっている。森

林組合制度の改正は，組合施業案を理解することによって明らかになることが多い。ここでは次の諸点に

・ついて，審議の内容にふれてみよう。

(1)施業案関係， (2)これに伴う金融問題， (3)森林組合の事業の範囲，仏)その他。

(1) 施業案の編成実施に伴う問題

森林経営は森林所有者の個別的な計画に基づいて行なわれているものであるから，公共的要請によって

'個別経済が制約されることが起こってくる。どの程度の施業統制をやるつもりか，またその補助政策，救

済策があるかなどが審議されている。

冒頭において，松尾氏は次のように述べている。Ii'施業案を強制的にこしらえさせて，施業案の実行を

滑らかならしめるために森林組合をつくる。更に森林組合を一元的に統制するために，森林組合連合会を

作ることが法案の骨子になっている。施業案というものが，現在の民有林にあてはめてみて，どんなもの

ーが出来るか想像も出来ない。』と前置きして，施業案に対する質問が集中している。

大臣の答弁は， !i施業案の主旨は治山治水と将来の森林増植を計画したもので，小さな!山持ちが森林組

合をつくって施業を行うことである。森林所有者に対しては，施業案の作成に対して政府が補助しこれ

ーを実行する段階でも，間伐に対して補助を与え叉植林に対して補助を与え，これを運搬する林道に対して

も補助を与える規定になっていて，比較的容易に施業が実行できるようになっている。』

このような応答の後で，政府は森林所有者が個々に森林施業案をつくり，地域的に集めたものが，ここ

でいう施業案であるというような見解を示しているが，質疑の過程で，組合施業案の性格についての認識

の仕方がたがし、にくし、違いがあることがよみとれる。そのために，松尾氏との聞に論争点が生ずることと

なる。これは森林組合を考える場合に最も重要な問題となるので，これについての審議の過程を拾ってみ

よう。

それにはいる前に，松浦氏の質問に対して政府は次のように説明している。

『森林組合の場合に於て，組合員が相当多数になるので，それ等の言い分を聞いて施業案を作ることは

イ中々難しいことではないかとし、うお話でございますが，成程そういう点もあろうかと思います。併しなが

ら御承知の通り，吉野ならば吉野，尾鷲ならば尾鷲，天竜ならば天竜，そうし、う林業地におきまして林業

を経営している人は大体同じような傾向の林業経営方法を採っているのでありまして，格段離れた傾向の

林業経営方法を採っておりませぬ。従って，組合員は多数でありましでも，その施業の形態e 施業の実情

というものは，大体同じものであろうと思います。叉私共が此際第 9 条に依って作らせようとし、う施業案

位雪地方地方の実情に応じた施業案でありまして，・・・・現在やっておられる林業形態そのものが施業案に
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なります。唯此の際，規制されますことは，その内特に幼令林の早伐というものが規制されるのでありま

して，伐期に達しました木を皆伐するということは無論それは施業案当然の認めるところであろうと恩い

ます。』

また，政府と松尾氏の質疑の内容についても，政府は松尾氏の追求に対して施業案とは森林所有者各人

の施業案を寄せ集めたものが施業案であるという見解を説明して，松尾氏の町村単位の単位施業案でなけ

れば意義がないという考えと対立している。この両者の認識のくい違いは最後まで争われている。

松尾氏は『ー町村一単位として，個々の所有者の施業案を大体認め，これを集めたものが施業案であ

る』とし、う政府の説明に対して， 11それならば組合全体としての施業案をつくる必要がなレではなし、か』

と質問している。政府は， 11奈良県の吉野地方のような林業の進んだところは現状のままが施業案になる

が，おくれたところは日本全体からみると幼令林の早伐・過伐があり，土地利用が極めて不集約である。

ここでは施業案をつくらせて森林の造成をはからなければならぬ。進んだ所では慣行的に成立している施

業方法がこんどの施業案となる。一つの施業案に統制されて，組合の機能は施業の調整をすることになる

が，政府は色々の共同施設に力を加えてゆく考えである。』 と答えている。

また松尾氏はつぎのように質問している。『施業案の編成方針は森林生産力，山林の経済能力が中心で個

人の事情は一歩もいれないようにやってゆかなければ此の法案の精神に副わぬように思われる。今日木材

の濫伐を防止するために施業案をつくるというが，濫伐は何のために切るのか，個人の事情以外になし、。

そこで個人の事情を容れることを許さぬこと，この一つの禁止命令をたてることが所謂施業案であると思

う。ですからこの施業案の根本方針ーーその森林の生産力と経済能力に即応した造林及ひ'伐採の方法は森

林を中心としたもので，個人の事情を容れないで宜しい。容れないのが本当ではないかと思うが，それを

容れるか容れないかを伺いたい。』

村上委員の答弁はi 11国家の目的と個人の利益の調和をはかつて，森林生産の保続できる範囲で個人の

創意，個人の自由を認めてゆかなければならぬ。・・・・ 50 年の伐期のものを 20 年できるとゅうことになれ

ば濫伐になる。こういうことは，その人が一家離散に瀕してどうしても困るO 是がなければ一家が破滅に

なると L、う特別の場合以外には全然みとめない。そういう個人的事情はみとめない。けれども唯伐期を 5

年短縮するとか 10 年短縮するというようなことは濫伐にならぬ。ただ森林施業の変更に過ぎなし、。そう

いうことなら差支えないと思う。』

松尾氏はこのような政府側答弁ののちに施業の変更にたし、して，変更の程度によってはみとめなレこと

を了解したあとで，山林家が金がし、るとし、う場合は山を伐採して伐期に達しないものまで処分しなければ

ならない事態になったとき，濫伐をみとめるかどうか，このような濫伐をとめる場合に補償するような

制度をみているかどうかをただし金融の道を講じる必要があることを強調しているつこのようにして翌

日第 4 回の会議においてひきつづいて松尾委員から，次の質問があった。 11施業案が大きなゆとりがあっ

て，伐期が 60 年であるが 30 年以上になっても経済価値があればゆるす。施業案があってもかまわない

というならば法律はいらない。しかしながら法律があって地方長官が命じて施業案を立てた以上はそれを

行ってゆく。また行わしむべきである。これが本当のこの法律の適要が実際的効果を発揮するものである

・・伐期にならなくても伐つでも宜しいということになるならば，施業案は必要ではない。 20 年も 30 年

も木材の伐期にゆとりがあるというならば森林保護も何もいらない。其の点についてもう一度""d1と答

弁を要求している。これにたいして，松村政府委員は『この法律によって荒廃した民有林の一定の規格品
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たち，森林生産の確保，維持，増進ができれば，法の目的は達している。国有林のやっているように厳格

な考え方をもっていない0 ・・・・民有林についての施業案は所有者の意思も十分酌入れて，・・・・個人の施業

案にたいする考え方も十分採り入れる訳で・・・・施業案の通り厳格にやらなくても大体の目的を達すれば所

有者の意思も尊重することになって，全国的には十分に民有林の更新，森林生産の保続の目的を達すると

いう所にこの法律の妙味があるのではないかと思うのであります。』 と結んでいるつ

(却金融問題

施業案による伐採制限の金融措置については，つぎのような質疑が行なわれている。

松尾氏の質問は， Ii施業案を実行すると伐採禁止が条件になってくるが，小山林所有者の伐採を禁止す

ると資金化ができなくなる。第 11 条に「前項の伐採停止に関する規定は森林所有者がその生活を維持す

るためにやむを得ざるに出でたる伐採についてはこれを通用せず」とあるが，この場合の生活維持はどの

程度まで考えられているか，山林の中産階級の小さい山持の農家が山林を育成して学資や結婚資金にあて

ることは生活維持にみとめられないのではないか，しかしこういうものが禁止からのぞかれると施業案を

つくる趣旨にあわないのではないか，若し禁止によってこうし、う資金需要が起こったとき，この点を十分

救済し援助する金融の途をたでなければ実施に当って空文に終ると思う。』 といっている。

そしてまた「もっとも，法案 70 条第 2 号に『組合員の森林の維持または施業に必要なる資金の貸付を

なすこと』とあり，森林組合をつくって森林組合は信用組合，産業組合等のように資金の出資をみとめて

資金的の活動もさせる建前になっていて，組合員の森林の維持又は施業に必要な資金の貸付もすることに

なっているが，しかしながら組合員が出資した位の少しの資金だけでは到底森林資金として必要な多額の

金額に対しては間に合わぬ。森林組合連合会中央金庫のようなものでもつくって，資金の援助をしなけれ

ば本案の実施が空交に終る。』 とのべている。

これにたいして，政府の答弁はつぎのようにいっている。『施業家が発達して多数の施業組合ができた

後では森林組合中央金庫を設ける可能性もあるが，現在ではむずかしいので金融問題については金融改善

研究会を設けて金融の道を講じたL、ということを研究しているJ また別に，組合ができて，森林金融の

形が定まればともかく，今のところ利子補給までは考えていないと述べている。

(3) 森林組合の事業限度

第 70 条の森林組合の事業の限度について，松浦氏は政府に対して次のように質問している。Ii運搬，

加工，保管及び販売に関する施設という問題でありますが，この問題は棺当重大な問題であると思う o

・・森林組合がこの 70 条の事業を行うことになると，木材の小配給機関というものは殆んど仕事を失って

しまうという結果になると私は思います0 ・・・・森林所有者から見ると， これを産業組合式にどんどん発達

させて中間の搾取を除いて直接市場に出すことが一つの森林所有者側の森林組合として考えるべきことで

ある。森林組合としては，そうしなければならぬ。・・・・他方面を考えると中間において木材の小配給機関

というものが事業を失う。この摩擦相魁を政府はどう防ぐか。』

この質問に対して政府は『是は産業組合のように之によって生産者から消費者への建前として中間の配

給機関を除いてやろうというような意味の条項では決してありませぬ。従来もやはり之に類する規定はあ

ったと思います。・・・・是は組合として唯これだけのこと位はやらねばL、けませぬから，それでこの規定を

設けたのであります。之を組織的に産業組合のようにするような考は毛頭持っておりませぬöJl といって

いる。
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これに対してはさらに松浦氏は『資金もない，技術もないといわれるが，連合会は少なくとも 3.000 町

歩以上の財産をもっている。これに対して金融は如何様にでもできる。富士の連合会，利根の連合会のよ

うなものが出来る。水源によってしようとすれば(筆者注一一流域単位に連合会を作ることの意である).

そこに集ってくる所の産物は毎年の統計によって施業案で前年度に数量がつかめる。そうなれば連合会が

工場をこしらえて協力すれば，材木屋よりもむしろ組織的なものが出来ると思う。それは，法律はそうで

きている o íイデオロギー」はそこにある。またそこまで行くべきであろう。そうなったとすれば，小配

給機関は上ったりになるc これに対する政府の所信はどうであるかJ ι質問している。

政府はこれに対して『組合がそこまでやるのは危険であるし第70条 2 項の 1 は現在でも森林組合はこ

ういう機能をもっている。これを今度は出資する組合についてだけやる消極的な意味しかない。現在貯木

場まで経営している。そして地元の商人に売っているO それが更に進んで都会地に進出して材木屋をやる

ことは山の人に適しないことで，そういうことは危険であると思う。随ってそうし寸定款は認可しなし、

貯木場，工場等を経営すればそこで販売するということまで認めなければならなし、。そこまでのものであ

る。』 と述べている。

倒産業組合との関係について

馬岡委員は「山村の経済更生，同時に産業組合と此の森林組合とに付ーて御尋ねしたい・・・・今回の森林組

合法の改正において，出資組合では追補金額として保証責任産業購販組合と同ーの行為を為さしめ得るこ

とになるのであります。斯様に致しますと私共が現在の森林実情から考えますと，現在の山村における産

業組合の比較的遅々として発達しなかった原因は山村に比較的人口が少い，それが為めに出資金も少い，

斯うし、う関係から発達しなかったのであります。また色々の手傷を負うた組合も多いのであります。そこ

へ今度此の殆んど同ーの組合が現われます。名儀は変っておりますが，構成する者は同一人であります。

そうして一方には手傷を負うて陵眠状態にあるところの産業組合がある。一方に主主に新たな森林施業組合

が出来るとしましたときに，是が相魁摩擦にならないかどうか・・・・同じものが二つ出来て，共に乳離れも

出来ず一人歩きも出来ぬものが出来はしないか，結局山村の経済更生の上からも由々しい問題ではなかろ

うか. . . . odl と質問している。

政府は『只今の御尋ねは至極御尤もな御心配でございます。・・・・今もお話のありましたように，森林組

合或は産業組合同者共等しく組合の名をもって称えられておりますけれども，森林組合の方は謂わば物的

組合でありまして，これに反して産業組合は人的組合であります。此の両者の相違は森林組合が一定の地

域内の森林を最も有効に生産能率をあげるように組合化するとし、う所を目的としているに反しまして，産

業組合の方は一定の地域内に住んでいる中小生産者が団結しまして，其の団結の力に依って其の産業経済

の向上を図るというこのこつの違った出発点から出ていることの結果として起るのでありまして，此点は

森林組合の方で御狙いになっている所はどうしても賄い切れないのであります。そこでお話のように同ー

の事業を同じ地区内で以て大体同じような人達が集った団体でもってやるというようなことになります

L 事実上において御心配のような相克~摩擦がおこる訳でありますので，その点については例えば従来産

業組合方面で生産者の販売統制というようなことをやっている木炭については森林組合の方では販売の事

業としては実際上是はやらないことにする。 是は従来通り産業組合の方でやるという風に相談をしてい

る0 ・・・・木炭の生産者は普通山持ではない， ・・・・山持が自ら炭を焼くことは極めて稀な例で， こう L 、う木

炭のようなものはやはりそこの中小生産者の結合であるところの産業組合で行わなければならぬ，又椎茸
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というものもやはり同じようなもので，それらの点について森林組合と産業組合とは画然と分ち得ると私

共は考えて居りますJ とこたえている。

このような関連する問題，木材業者や産業組合との摩擦についての山本氏の質問にたいして，政府は『森

林組合は森林所有者の集りで，組合には例えば銀行業者，製紙会社でもどういう資本の大きいものでも入

り得る組合である。その代り地元にいても森林をもっていなければ入れない組合である。産業組合はその

村に居住する中小生産者の心的結合で，これに反して森林組合は森林をもっている人の一つの物的要素が

加わる所の組合で，その組合の意義も非常に違っている。従来の産業組合では実行が出来ないので，産業

組合で実行する場合には， 地区外の居住者は組合員にはなれなし、。 そうすれば， そこに支障をきたすの

で，どうしても森林組合で実行しなければならない。運搬・加工・保管・販売と Lヴ仕事は，現に森林組

合が実行して居り，これをそのままみとめただけである。森林所有者が都会に店舗を設けて木材業を営む

ということは，森林組合法の営利を目的とせざる法人とするという意味からもそうし、う進出は不当と考え

て委託販売というような範聞にとどめたい。』 といっている。

(5) 技術員補助について

武内『この法案を実施する上に於て色々細かな点はありますけれども，どうしても農林当局として御用

意なさらなければならないのは・・・・・・即ち林道の完備，次に林野の整備，それから出来たところの各組合

の指導の技術員を遺憾なく配置することであろうと思う・・・・只今申した中の第三点の技術員をどういう具

合にして各組合に御配置になるか，そうしてそれに向つての補助を如何様になさる積りですか，今日御承

知の通りに，農会などにつきましては各町村に於て指導員というものを府県若くは国庫から相当な補助を

与えて置いております。この農村若くは農会の指導員に対して，国庫の補助をやって貰いたlいという論は

これは数年来非常に熱烈に唱えられて，漸次それが実行されて其効果が著しいものがあるのであります。

況や森林の如きに至つては，折角組合を梼えても，施業案をつくるとか，或はその施業案を実行するとい

う上には相当信頼すべき技術員がそこにあって，之を指導するに非んば，私は実行することは出来ないと

思う 0 ・・・・少なくとも組合ができたならば，そこに相当な技術員が在って之を指導するにあらずんば私は

実析することが出来ないと思うのでありますが，如何様にして此指導員を適当に配置しそうしてそれに向

って適当な補助をなせるのであるか即ち之を言ってみれば人的に如何様な準備があるか，そうしてそれが

若し相当の補助を与えるとしヴ御計画があれば，それをどうして予算化する御用意があるかJ

政府はこれに対して『森林組合の技術員に付きましては 10 年計画で，約 3.000 名の技術員を置きたい

と思いまして，本年度より某 1 年度 300 人に対して俸給の 3 分の 1 を補助することになっています。』 と

述べている。

(6) 衆議院付帯決議について

このほかにはなお森林組合に関しては，林道開設技術員の養成の質疑がおこなわれているのである。

かくして衆議院において，次の付帯決議をあわせて可決している。

1) 森林に関する特殊金融制度の確立を見るにあらざれば，本案改正の目的を達する能わず。政府はす

みやかにこれが実現を期すべし。

2) 政府は林道の開設普及により奥地森林の経済的利用を促進しもって資源の保持開発に努むべし。

明治 14 年森林法案抜梓
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第 11 条公有林社寺有林又は私有林の所有者第 9 条の規定に依る施業案に定めたる伐採造林其の他の

施業要件に準拠せず又は前条の規定に依る指定に従はざるときは行政官庁は伐採の停止を命じ又は其の者

に代りて自ら伐採造林其の他施業上必要なる行為を為し若くは公共団体をして之を為さしむることを得。

前項の伐採停止に関する規定は森林所有者が其の生活を維持する為己むを得ざるに出でたる伐採に付て

は之を適用せず。

第 62 条森林組合は組合員の所有する森林に付自ら施業を為し又は組合員の施業を調整し以て森林生

産の保続を図るを以て目的とす。

組合は前項の目的を達する為定款の定むる所に依り左の各号のーの事業を行う。

1. 組合の所有する森林に付施業案を編成し之に基き施業を為すこと。

2. 組合員の為に焔業案を編成し之に基き組合員の為す施業を調整し及地区内森林の施業に必要なる

共同施設を為すこと。

第 63 条森林組合は営利を目的とせざる社団法人とすれ

第 64 条一定の地区内に於ける森林を所有する者は定款を定め地方長官の認可を得て森林組合を設立

することを得。組合の地区は市町村また之に準ずべきものの区域に依る。但し特別の事情ある場合に於い

ては此の限に在らず。

第 66 条森林組合を設立するには左の条件を具備することを要すれ

1. 組合員たる資格を有する者の 3 分の 2 以上同意のあることの

2. 前号同意者の所有する森林の面積が地区内に於て森林の総面積の 3 分の 2 以となることの

第 66 条の 2 地方長官森林生産の保続を図る為特に必要ありと認!むるときは命令の定むる処に依り地

区を指定し組合員たる資格を有する者に対し森林組合の設立を命ずることを得c

前賓の規定に依り設立を命ぜられたる者は前条の条件に従ひ定款その他必要なる事項を定め地方長官の

認可を受くべし。

第 67 条森林組合成立したるときは組合員たる資格を有する者は総て組合員とす。但し命令又は定款

において加入の義務なしと定めたる者はこの限に非ず。

第 69 条の 2 森林組合は定款の定むる所に依り其の経費を組合員に分賦することを得。

第 70 条第 1 項の規定に依り組合員に出資を為さしむる森林組合に付ては前項の規定に依る経費分賦は

第 62 条第 2 項に規定する事業に関し命令を以て定むる経費に限る。

第 69 条の 3 森林組合は組合員の所有する森林に付命令の定むる所に依り施業案を編成し認可を受く

べしO 認可を受けたる施業案を変更せんとするとき亦同じc

第 9 条第 2 項及第 3 項の規定は組合に之を準用すの

第 69 条の 6 第 62 条第 2 項第 1 号の事業を行う森林組合は定款に別段の定ある場合を除くの外組合

員の所有する森林に付組合の施業の範閤内に於て使用収設を為すの権利を有すn

前項の規定に依る組合の収益は定款の定むる所に依り紐合員の所有する森林の許ー価額其の他命令を以て

定むる標準に依り之を組合員に分配すベしの

第 70 条森林組合は定款の定むる所に依り組合員に出資を為さしむることを得n

前項の規定に依り組合員に出資を為さしむる組合は第四条第 2 項に規定する事業の外定款の定むる所
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に依り左の事業を行うことを得。

組合叉は組合員の生産したる森林産物の運搬，加工，保管及販売に関する施設を為すこと。1. 

組合員の森林の維持叉は施業に必要なる資金の貸付を為すこと。2. 

地区内に居住する森林所有者を創設する為地区内の森林を取得すること。3. 

第 62 条第 2 項第 2 号の事業を行う組合に在りでは組合員の委託に依り其の森林の施業を為すこ4. 

と。

前条第 1 項の規定に依り組合員に出資を為さしむる森林組合の組合員は出資 1 日以とを第 70 条の 2

有すべし出資 1 口の金額は最高限を命令を以て定む。

森林組合は主務大臣及地方長官之を監督す。第 71 条

監督官庁は何時にでも組合の事業に関する報告を徴し事業に付認可を受けしめ事業及財産の状況を検査

し其の監督上必要なる命令を発し叉は処分をなすことを得。

総会の決議叉は役員の行為にして法令，監督官庁の命令若くは定款に違反し叉は公益を干与す第 72 条

るの虞ありと認むるときは監督官庁は左の処分を為すことを得。

決議の取消。

役員の解職。

組合の解散。3. 

昭和 26 年森林法案の審議1-4 

森林組合に対する第 10 国会の審議の内容をみよう。

昭和 26 年 5 月 16 日，衆議院農林委員会において平野委員の質問は次のようであった。

いままで強制加入の方式であったのが，加入脱退自由というまったく逆な組織にかわるわけであるが，

1. 

2. 

そうなると森林組合の育成強化に特段の力を政府が払わなければ，かえって現在の森林組合が弱体化する

おそれがあるのではなし、かと考える。ついては政府が相当の予算を計上して，森林組合に対して専従員を

置くl とかいろいろな方法によって育成強化をはからなければならなし、。これははいってもはいらなくても

良いわけであるから，現在の組合でさえも，ほとんど睡眠状態にある森林組合が全国的に大多数なのであ

って，さらにその傾向に拍車をかけて，せっかく法律をつくっても，ー府県について森林組合が 2 っか 3

つしかできぬどいうことにはならぬとも限らなし、。政府において十分に考えなければならないといってい

る q 、

これに対する政府側の答弁はこうであった。 『森林組合の系統団体は林業に於ける唯一の団体で，林野

庁は極力健全な発達を期して，できるだけ援助をしていきたい。それには，

現在の森林組合は資金の関係においても払込額が非常に少ない，或は叉，その極めて少ない額が国)
 

唱
E
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定化している状態で，農漁業協同組合再建整備法の一部改正に於て融資を計りたい。

治山工事とか林道工事のような林業上の仕事の請負させて組合の技術を生かしたL 、。(2) 

技術員に対する補助は一組合当り技術員設置補助 5.000 円であったが，関係方面の意見で団体に対(3) 

する補助はいかなる形でも妥当ではないということで，予算をほかに転用した。しかし，技術員の設置は

と述べている。

また同じく 5 月 28 日の参議院農林委員会々議録第 41 号によると，片柳氏の質問は次のようであっ

『小さい山林をもっていると，個人では経営が出来なし、。積極的に組合に経営を委託するなり，信託
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森林組合の運営上必要と考えられるので，十分検討して実現をはかりたい。』

た。
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するなり，或はその土地を組合に提供して組合で大規模な輪伐が出来るような綜合経営をしていく，こう

いう非常に強L、意図があるかどうか。単なる組合員のためにやるというよりも積極的に組合の経営に移行

するとし、う方針を持っているかどうか。』

この問題に対しては， IF個々の零細な所有者が個々に林業経営をやっては休業経営の目的を達すること

が出来なし、0 ・・・・組合を作って，組合の形に於て相当面積の所有者ということで経営をしていくように指

導をする。』 と述べている。

また鈴木氏の質問では， 行政庁が民間に代わって施業計画をたてるのであるから， 国家管理と称しう

る政府がどのような考えでこのような法案をだしたかについては，森林所有者の団体である森林組合を

中心として，できるだけ森林所有者の意見を尊重して運用していきたい，とのべている。

I 森林組合思想の発展

森林組合思想は日本においてどのような発展をしてきたかをみよう。

まず本多静六氏は増訂林政学8)において， IF森林組合 Waldgenossenschaft は林業上一個人の力にて達

する能はざる事業，若しくは之を達するに不便なる事業を共同して行なわんが為めに設くるものにして殊

に森林の保護，林道の新設ならびに維持の如き是なり。その他森林の管理，林産物の販売叉は森林の繁殖

を謀るが為に森林組合を設けしむる事あり J とのベてL 、る。

「森林組合に関する規定は各国により甚だ種々なり』として森林組合を保安林組合，自由民業的組合に

分類した。前者については， IF政府は保安林の性質を有する地方に限り圧倒的に森林組合を設けしむること

多し，一般保安との取扱をなさしむる為に互に組合を設けしむる必要ある場合の如し。この場合には自由

民業的組合と奥にして森林法律の定むる所に従って常に政府の干渉を受くべきものとす。』とのべている c

これに対して，後者は『保安林の性質を有しない森林は政府の圧制をもって組合を設置させることは国

家組織と総当ならず』と述べられているが，また， !f'小森林所有者の多く存在せる地方ではなるべく森林

組合を組織して完全な林業をなしうるように政府の保護奨励するを良しとす。・・・・すでに存在する森林組

合は滑りに解散を許可すべきでないJ と述べている門

このように本多民は森林組合の機能を保安林組合と自由民業的組合に分類し，前者は強制的なもので森

林法律によって政府が干渉すべきであるとし，後者の場合は任意的であるが，保護奨励の規定が必要であ

るとしている。林業の場合は，流通資本を必要としなし、から農工の場合のように信用組合の組織は不要で

ある。事業用資材や苗木の購買，器械の共同購入のごときは無用ではないが，このために組合組織を必要

とせず，一時的便宜組合で十分目的を達しうる，とし，産業組合のような経済的性格よりむしろ林道施設

の新設・維持・造林・森林の保護管理を森林組合の目的とせられているようである。

川瀬善太郎博士は林政要論山において，林業組合を説明するにあたって森林における大規模経営の経済

性を前提とされていることは本多民の場合と同様であり， IFすなわち林業の特性として，或る一定地積以

上にあらざれば之が経営上十分の利用を収めること能わず，小森林の多数なるは資本と労力を比較的多く

費やしまた伐木造林利用保護運材等を困難ならしめる。』とし， IF小森林の所有者は此に合同して林業を

経営せんため林業組合を組織し，叉政府は其合同林業の成立及維持につき適当の保護を与うべきものと

す。』 とのべられているが，その論旨は本多氏の場合と同じである。

また林業組合の目的を 5 種に分類している。
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(1) 林地の組合

(2) 林業の組合

(3) 監督上の組合

仏) 林業付随事業の組合

森林組合の分析 1 (江畑〉

(5) 林業上の公益を目的とする組合

~ 19 ー

林地の組合は組合員所有の森林を合同して 1 つの森林とするか. 1 つの森林を共同購入してこれを組合

の所有森林として経営管理するもので，林業経営の最も完全なものである。

と之ろで共有林は分割lの禁止または制限をする法令がない限り，林業のごとき永い期間にわたる保護経

営は悶難であって，したがってこれを単に共有林として経営するのは不可で，林業組合を組織し，特に法

人組合をつくって維持するのが安全であるとのべている。

林業の組合は組合員の森林所有は変更せず事業の計画を共同にするもので，施業の計画を立て槌伐・運

材及び木材販売等すべてー森林の施業と同様に取扱い，収益および費用についてはその林地の持分に応じ

て所有者に配当するものである。

監督上の組合は共同による施業経営ではなくて森林所有者が共同して保護員或いは施業員を置いて各個

の森林を保護経営せしめるものとしている。

林業付随事業の組合は，直接林業を目的とせず之によりて林業上使益を得んとするにありとして種子苗

木の共同購入を目的とする組合，木材の利用運搬に対する共同設備を目的とする組合，苗|苗l組合をあげて

いる。

林業上の公益を目的とする組合は組合員の所有森林に対する直接利益を目的とするものではなく，地方

における林業の発達を目的として組織するもので，組合の目的は単に組合員の利益のみでなく公益上の目

的にあるとする。たとえば虫害・火災予防に対する組合，植林奨励組合，林産物組合，林業試験的組合で

あって，公法人的性格をもったものである。

しかしながらこのような組合の組織との難易については，森林所有の実態から林地の組合については持

分の決定に困難があるとされ，無立木地の合同か一団の森林を組合が購入する場合に実行されやすい。林

業の組合も持分の決定ばかりでなく，植伐順序の計画の決定が関難であるとし第 3 の監督との組合は森

林の配置がし、かなる状態の場合でも費用の分担方法が簡単であり，組成上容易である，第 4. 第 5 のもの

は『通常林業組合 (Waldgenossenschaft) と称しえざるもの』で，そのうち第 4 は林業経営本来の目的に

治うものではないが，設備を利用し物品を購入するものが費用を分担し，実費代価を支払うから組織する

ことは容易である。第 5 は林業の利益が目的ではないから，通常 1 つの行政区域内に組織すべきものとし

ている。

林業組合の組織方法としては，

(1) 各林主の任意の協議により組織するもの。

(2) 関係、地主の多数決により組成するもの。

(3) 政府より強制的に組織せしめるもの。

に分類されるが，問題は森林所有者の自由意思によるか，政府の保護干渉が介入するかにあり. (3)のよ

うに政府の強制lによる保安林組合はもちろん，第 2 の多数決による場合のように少数の反対者を強制して

組合に加入せしめる場合には特別の法令を制定して，其組合区域及び目的あるいは多数決議の方法等を規

ー
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定する必要があるとしている。

(1)の場合については『最寄森林の配置状態により互に合意上共同林業を経営せんため，林業組合を組織

するもので之に向つては政府は其組成上別段の干渉をなさず』としている。しかし. Ii私有林業を全然自

由の経営に委すは自由経済主義の論者もいささか篇賭するところで』一度組合を組織したときはその組合

規約により各組合員の行為をけん制し，また一定法令の支配を受けしめるものとし要するに『林業組合

を完全に組織し且つ之が保続の目的を達成せんとするには必ずこれに対する特別法を制定し，其組成上は

勿論将米に対する事業経営につき監督せざるべからず』として法律制定の必要性を述べている。

野守広氏は，改正森林法要義19)において森林組合を解説した。それによると. Ii森林組合とは一地区内

の森林所有者が相共同して一定の)j針により森林の保護利用を図らんがため}部の強制をもって，結合す

る組合なり』とし，森林はこれを合理的に』怠業せんとすると相当の固定資本を要し資本の回収に長期間を

要するから，割拠的に小面積の森林所有者では経営を全うできず. Ii林業を合理的に経営せんとするには

大面積の地を以って最も之に適するものといわざるべからず』といっている。

このように組合に対する認識は. 3 者いずれも林業の経営管理上の特性として大面積経営の有利性を前

提としている。また野守氏は産業組合と対比して『産業組合の目的は組合員の需要を充実するにあるをも

って其結果として組合員に対し信用及作業資料を供給し，生産物販売の使を計り，組合員の経済的地位を

改良する等専ら組合員其者の利益を図るを目的となし，組合員各自に属する土地の使用に付てはその自由

を放任せりといえども，森林組合は組合員その人に関係なく，主として共同的に一定方法により森林の保

護経営を目的とし，以って組合地区内にある組合員の森林は全然これを組合に提供し組合の事業として之

を経蛍するにあり。故に組合地区内の森林の所有者は組合設立のときより当然その使用権を制限せられた

るものにして，此の点に関し産業組合に対比し著しき径庭あり。』 といっている。この点に関しては小出

氏も森林政策(明治 41 年発行) p.249 におし、て『森林組合にありでは所謂作業強制を目的として努むる

処にして，組合員はこれに投入したる森林の利用に関し所定施業案の強制を甘諾せざる可からず，即ち所

有権の自由を束縛せらるる処なり，是れ今日農業組合に於て全く存在せざる現象なり。尚此両者を比較し

て論ずれば，農業組合は組合員の需要を充実するを以て主眼とし，森林組合は森林の撫育を以て要務とな

す。』 として森林組合の特殊性を述べている。以上諸学者の論旨は共通している。これを要約すると，

(1) 林業の特殊性から大面積経蛍をとることが造林・運材等事業上からみて有利であるばかりでなく虫

害・風害防止やその他の森林管理の上においても有利であるということである。

位) このような観点から森林経営を自主的に組織させるように奨励措置を講じ，もし組合組織が既存で

あるならば，これを保護 L. 解散しないように指導する。

(3) 保安林は公益上から強制的に組合をつくらせて施業の統制を行なわせる。

仏)以上のような措置は組合法に規定して，これに基づいて完全な施業を行なわせるべきである。

(5) 森林組合は森林経営の共同が本質的なもので，所有を組合に移さない場合も単一所有森林のように

施業の計画統制を行なうことは，林業における特殊性から必要であり，これが森林組合の本来の任務であ

る。

(6) 苗木の共同購入や資材の共同購入または販売等は森林組合を組織しなくても一時的な組合でなしう

ることで，産業組合のような組合員の個別経済に関する共同組織は林業では付随的な事業であって，これ

は森林組合が取り扱うべき本質的な任務ではない。
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それぞれ共通する論旨の諸特長を一言でいえば，林業の経営技術的特殊性や森林の公共性の立場から森

林組合の存在形態，またはその必要性を強調していることである。たとえば林業における大規模経営の有

利性(農業における小経営が一般的である場合には， 小規模経営の有利性もあるはずである).林業経営

の共同化(共同経営の可能性， 限界が論じられていない).公共目的からの森林組合結成の必要性(組合

の本質に対する考察がかけている) .について林業の特殊性をのベて， これを論拠として森林組合にたい

する形式論理の展開ないし組合組織のための法律規定の必要をといているにとどまる。括弧書にたL 、する

検討や，何よりも森林所有の経済的考察，それから帰納されるところの森林組合の本質にたし、する考察が

なされていない。

薗部博士は吉川氏著『森林組合の解説と運営』の序文のことばにつぎのようにのべてしる。 IF森林組合

は之は森林そのものの組織でゐって，所謂物的協同体であったが，昭和J 14 年の森林法改正によって，一

歩を進めて，物的協同体と産業組合のような人的協同体との性質を兼ねることになった。而して今や統制

経済の進行にともなって，更に一歩を進めて，林業統制の組織として役立つようになりつつある。林業家

が森林組合に立て繕って，木材統制組織と対抗するなどは以ての外ではあるが，林業者が森林組合によっ

て団結して，協同に経営し，相互に統制し，以て林業の国策に協力することは刻下の急務である。』 組合

に対する本質論はのべられていないが，森林組合が時代の要求と発展から不離であることが示されてい

る。

島田博士は森林組合論31)において，経済発展の過程から森林組合の成立を論じられているc

すなわち『森林組合には本質的な特殊困難が横わるが，凡そ経済集団の発展は経済の必然の軌道に乗っ

てなさるるとき，その本質の姿勢をとる。わたくしは林業における経済構造の変移推移との関連に於てこ

の問題をみんとした。教では森林組合制度を制度として解明するものではなく，林業経済の発展の現段階

に於てこれを把握せんことを課題とする。』 とのべられている。このようにして島田博士は「士地の所有

並に用益の発展を究明する立場から森林組合制度の研究と村持入会地の性格に関する研究を行い，両者を

林野土地制度として一連の関連』を立てて展開されている。森林組合論 p.92 において『森林組合は協同

組合の集団原理と異なり，人格的集団でなくして対物的集団でゐる。協同組合にあっては特定人格を意識

せる人々の聞の人格的結合であり，人格性を重視する結巣一人一票の原則が支配する。然るに森林組合は

一定地域内に森林を所有するという事実が組合結合の条件となり，物を通じての人の結合である。この意

味において財産結合の集団ということができる。ではあるがこれは株式会社における資本団体だという意

ではない。殊に森林組合の発生的形態はゲマインシャフト集団たる村落共同体の森林用益に端を発するも

のであり，且つその経営経済的本質の側面からみるも林業は資本主義的劣勢産業であって，単に資本原理

のみによって没人格的に結合が促進されたとは考えない。かくのごとく森林組合は協同組合に於けるが如

き純人格的のものでもなく，さりとて株式会社の如く純経済的のものでもなき対物集団である。而して其

集団結合の君られる場所が農山村に於てであるから，因習の支配すること多き農山村社会の反映として，

大なれ小なれ歴史的背景を有つのである。従って吾人は，先ず村落協同体に端を発する所謂旧森林組合の

本質から描出するを順当とするのであろう。』

『明治維新以後土地制度の改革によって村持地は嵐壌の過程を辿った。即ち土地官民有区分の際に村山

の内部における焼畑や個人植栽地が特定村民が独占していた事実のために，この特定人に対して永久所有

権が与えられ，村持地の紗からざる部分が村の有力者の意向によって分劃された。これが第一期の分解で
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ある。第二期は明治 21 年の町村市IJの公布によって村民の記名共有地に変更されたこと，明治 29 年民法

が地行されてローマ法的私権の確立によって，さらにこの傾向が助長された。第三期は明治 43 年以後に

おける公有林野整理統ーの強行である。これによって法人町村に解消したもの，整理の条件として個人有

となったものがあるJ

森林組合は，このような林野の共同体的土地所有の解体の過程においてはあくされている。すなわち，

『記名共有山林はかかる歴史的産物として民法 kの共有とは各種の点に於て特異性を認められる特殊の様

相をもち，その特殊性を規定するものは村落協同体の性格である。・・・・これらの記名共有地を地区として

設立される森林組合は制度|二は森林法の組合として新たに設立される形式をとるけれども，実質は在来の

村持111の管理慣行が続けられる。定款の規定に拘らず，多くは村寄合式の協議機関に依って管理事務が運

行している υ 従って部落有地の管理と記名共有山林を対象とする組合林の管理とは，本質的の区別をその

間に置くを得ない，夫等は村落協同体機能の全面的働きの一部面が共有地にー適応を見出すに過ぎないの

である。』

『・・・・個人有林においても対物集団性の可能的存立が認められるのであって山tt私有は既に徳川時代に

も存在したけれども，それが大規模に認められたのは明治初年の土地官民有区分に於て村持山の所有権を

分割したものに於てであった。その後も機会ある毎にこの傾向を闘11致したのである。ところがこれらの個

人有地にたいしては，その所有者の何人たるを問わず村民はその山林内に於て葉枝を採取し，下草を刈り

取り，牛馬を繋飼する程度の用益が黙認せられている慣行が今尚ほ各地に存する。斯かる慣行は権利とし

て村氏が有するのではない。所有権は個人の絶体権であって，彼は義務として承役を負うものではない。

然しながら，観念的には旧来の村持山に対するような念慮が意識的にか無意識的にか在ったと認められ

る。これは取りも直さず，村域内の森林所有者が対物集団として一定限度の制限に服するを容認すべき可

能性を物語るものであるJ

かくて森林組合制度をつぎのように結論されている。Ii森林組合は林業の市場経済生産が汎行されるに

伴って経済団体的性格を前進せしめるが，組合の発生形態に於ては耕作強制の如き統制l的機能を第一義的

として居たものであった。現今といえどもこの本質は決して失はれていなし、。この本質を具えざるもの

は，それは森林組合の埼外に逸脱するであろう。斯くて吾人は統制j団体的性格交森林組合の本質の一重要

要素として此処に措定するものであり，その統制的機能を公共性を有つものとする。統制jには営利動機よ

り出発して利潤獲得の増加を目的として為さるること，資本主義産業に於てl誕々看るところであるが，森

林組合の夫れは決して斯る種類のものでなくして，公共奉仕の観念より流出する。』

『各国の法制に特別法をもって規定される森林組合は対物組合としてあらわれ，保安林あるいは産業行

政目的のために与えられた団結である。組合の成立を勧奨する手段として国家の保護助成があるために，

少くとも外観は自発的に形成されたかにみえる場合もないではないが，実際は森林所有者側から自発的に

盛り立てられた団結ではない。我国の土工森林組合はその著例であるが，是等を森林組合として適格性を

有するものとは認めないc .n

『国家の林業政策が分裂した小林分を結合して林相の改善を図ること，すなわち林業経営合理主義の実

現によって保安目的ないし資源確保目的が第一義的で，小林主の庇護に主目的があるのではない。森林組

合とは『一定地域内の森林所有者の在来の結合関係を維持し，あるいは新たに結合せしめて，その林業経

営活動の全部又は一部につき，共同的及計画的秩序を附与するものである。』 とのべられている。
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昭和 26 年森林法の改正によって，森林組合の理念は画期的な変化をとげたのであるが，これが現実の

経済においてどんな関連をもつかについては第 2 部において詳述する。

目 森林組合の本質に対する諸批判

昭和 26 年の森林法改正によって，従来の森林組合は協同組合に改編されることになった。これは重大

ち質的転換であった。けれども経済発達の自然の経過をたどって，変更されたのではない。占領軍の示唆

に基づいて行なわれたものであり，再編成の上でも従来の組織を解体して新たな基礎に立って作られたも

のではない。定款の本質的な変更にもかかわらず，実体の検討は根本的に進められなかった。新しい草袋

が用意されたが，中味の酒はそのままであった。新組合のになっている使命が，行政的な措置による定款

の塗り替え作業によってアイマイにされたというきらいがあった。

ここではまず新森林組合に移行した直後において，組合の運営に実際上携わっている人々の間にどんな

批判があったかを紹介してみよう。

戦時中の統制j的性格に対する非難は組合員一般の与論であったが，移行の当事者としては多くは従来の

職員があたらざるをえない事情にあったO そこに，組合運営の新しい苦悶があった。

ここにはまず，旧森林組合の創設当時から育成に当たった技術員の声を摘記してみるつ坂上森林組合技

術員轟光久民間}の言を要約すると. l"森林組合は本質的には経済団体ではなしむしろ町村に準ずる公益

団体である。森林組合は果して協同的経済団体が妥当であるか，どうか。現実の森林組合は改正森林法に

は副わない奇形児であって，森林組合の本質の在り方と改正法の根拠とは根本的に異なるのではなかった

ろうか。Jl lî森林組合の設立が発足と同時に戦時体制jの渦中に投ぜられ，立木供出の名の下に一方的伐採を

強制せられて木材薪炭の供出は勿論竹材杉材の皮の集荷或いは生松脂の採取等戦時中は戦力増強に利用さ

れて森林所有者の怨瑳の的となった。・・・・戦後に於ける森林組合は樹苗の不足，賃金の暴騰，加えて農地

改革に伴う林野の解放と森林国有管理説におびえている森林所有者に対して専ら造林を奨励し，森林法改

正による立木伐採の規整について，組合員制圧の立場に立って苦境におかれ，組合は国家統制lのやりずら

い部面のみ押しつけられて官僚の手足の如くこき使われて来た。』 かくて森林組合は組合員の組合であり

ながら，必ずしも組合員の意思に治い得ないものがあり，そのことは森林の公益性と経営の特殊性からみ

て農業協同組合やその他の消費組合のごとき純然たる協同的経済団体とは全く越を異にする。営林の助長

奨励，資源の保続，森林経営の計画化，林道の開設，治山治水等およそその事業の性質が多分に公益性を

有する。それゆえに森林組合の経済団体としての発展は困難なりとして，公益団体としての行政措置を講

ずべきものとしている。

また，おなじく技術員とし、う立場から難波信氏は大要を次のように述べているmc

T個々の組合員の大多数は生活のための農業に年中一家総動員で働らくが，山林に限って天然の生産物

を世話し・、らずで利用もし，収穫もしてきているJ

とのために一般に林業経営に対する熱意と関心を欠くため. IH資金・賦謀金の徴収も最低限度に甘んじ

最低の陣容をもって定款第 1 条の至上命令に孤軍奮翻せざるを得ない地味な立場が F技術員の立場』であ

るとして. Iî戦後の経済的不況による苦い経験は再び経済事業の企図を与論的に制約され一意森林の造成

と育林に遜進することを組合運営の主軸とし・・・・440 世帯の組合員が所有するあ000 町歩の山林の複雑な

形態に適応する合理的施策を森林計画を奉じて行う・・・・・・』と自己の職責をのべている。
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以上 2 論者のいわんとしているところは，現実の森林組合は組合員のi'I覚に基づいた協同組織になって

いない，旧組合をそのまま受けついだ存在であること，戦争中の組合活動の批判や林業の特殊性から，組

合活動に対する一般組合員の無関心，終戦後の経済変動による経済事業の破たん，これらのことから，行

政庁の指導のもとに立たされざるをえない結果におち入っていることを卒直に述べて，このような日本林

業のおかれている特殊性，森林組合の経済的自立の閤難性，公共性を強調せんとするものであった。

これに対立する意見として野村恵次郎氏20) は，次のように批判している。Ii技術員の立場からの轟氏の

考え方』は!F森林組合は組合員の所有する森林について自ら施業する』という最も非民主的な精神から

一歩も出ていないのではないか，もしも多くの森林組合員がまだこの考えを堅持しているとすれば，森林

組合今後の発展は望めないであろう。かくして改正森林法による森林組合のあり方は協同的経営団体であ

り，森林の公益性は究極において，森林所有者の利害と一致するものであるが，組合はあくまで組合員に

奉仕することを第一義としている。森林計画とその実施の全面的な権限を森林組合に移管せよという轟氏

の主張に対し，旧法の森林組合のようにその組織がし、かに民主的に構成されているにしても，民間団体で

ある森林組合に高度の実質的権限を付与することは昔の統制j団体の弊を繰り返す時代の逆行でしかないと

いってしる。結論的には，新しい森林組合の運営の困難さと発展をはばむものは，第 1 に経済的にめぐま

れぬ森林組合において有能なる適任者を得がたいこと，第 2 には出資金問題に帰せしめているC

森林組合のあり方について，このように異なった 2 つの方向が主張されているQ しかしながらこれは，

いずれも森林組合の運営に当たっている実際家の体験を通じての，対立した意見なのである。これはかく

あるべきだというような第三者からの余絡のある批判ではなくて，組合の現実と林業の実態からくる当事

者の切実な認識をものがたるに外ならないのである。もしこのような論争が組合の実態をはなれて行なわ

れるものとすれば，いきおい先に述べた公共組合か協同組合かというような従来からの対立の繰り返しに

なりかねない。このような本質的な見解の相違はそれぞれの森林組合のおかれてレる社会的環境，戦後の

経済変動に直面している森林所有者の要求の相違を反映しているものである。

しかしながら論争をまきおこす原因は，実は改正森林法の規定自体にあるという見解がある。

塩谷勉氏8

その本質的な矛盾は森林組合の目的をうたつた第 74 条の中にみられる。Jlllち人的組合の最大関心事であ

るべき組合員の経済的社会的地位の向上の前に“森林施業の合理化"という難問題がドツカと据えられて

いるのであり，これには単に組合員のためというに止まらず，森林の公益性林業の公共的性質というもの

がこめられていると感ずるのは私だけであるまL 、。』 と述べている。かくて『ドイツ，特にプロイセンの

森林組合の流れをくみ，加入強制により組合員の施業を規整して，森林の公共性を強くとりあげようとす

る行き方とアメリカ式の協同原理に則り自由加入により組合員の林産活動を有利に導こうという行き方と

は理念的にも実行手段に於ても異る。一団体に両機能を兼ねさせることの性格的矛盾の故に発足以来一年

半余を経た今日いろいろの弱点や支障を森林組合に露呈させている。何のための改正であったか，少くと

も協同組合としての在り方にはなってL 、ない。.11 その最も大きな理由としては，森林計画業務に関連した

国家行政事務の代行にあるとし森林組合の性格をスツキリさせるためには次のいずれかに森林法を改正

すべきであるとされている。

(1) 協同組合一本で進み，森林計画指導事務を他の機関にまカ通せる。

白)森林計画の完成を下から支える組織の目として強制加入による地区内森林施業の合理化を目指す組
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合とする。

(3) スツキリしないが，協同組合の内容や運営を法律でもっと強く規制すること。

以上のような改正森林法諸批判に対して組合が一般的にどのような動向をとったかは後に述べるとして

具体的に森林組合問題の所在を明らかにするために個別的な発展の姿をのべてみよう。

W 森林組合の問題点

1vー 1 東吾野森林組合1) 3)13)叫

東否野森林組合は，昭和J 16 年に発足した追補責任森林組合から発展してきた組合である。凶 )11林業地

帯は小角材や足場丸太の生産地として古くから知られているが，この組合はその中心地帯にあって立地的

条件にめぐまれており，その特色は休産加工事業を主軸として役職員の一致協力によって好成績をあげて

いることである。このような特色を生みだした環境や運営の発展のあしどりをみよう。

組合の環境

この組合の所在は埼玉県の西南部，飯能市であるが，昭和 31 年に合併された旧村東吾野村を地区とし

ている。東西約 8km 南北 4km のi-l.l村で荒川の支流高麗川が地区の東西を貫流しており，地形は急峻で

ある。総面積1， 929 町歩のうち，耕地は山腹をひらいた傾斜畑 135 田l 歩と水田 2 町歩にすぎない。地質は

秩父古生層に属しており，基岩は粘板岩，砂岩等で壌土または砂質壌土でおおわれて，スギ，ヒノキの生

育に適している3

交通は高麗川に沿うて飯能市から秩父市に通ずる県道および西部鉄道が貫通しており，主要渓聞には自

動車を通ずる林道が開かれて林内に通じてし、る。東京へは西部鉄道東吾野駅から 1 時間半，自動車で 2 時

間の距離にあり，木材の集散地である飯能市街に近接している。

総戸数 490 戸の大半が高麗JIIに沿うている。職業別就業人口および村民所得をみると，

俸給生活者，給与所得が大部分であ

る。すなわち， cl-l都市近郊の交通にめ

ぐまれたところであるだけに純山村で

ありながら給与所得者が多しその大

部分は飯能，豊岡，川越，所沢や東京

へのサラリーマン，工員，労務者等の

通勤者で農業戸数は 50 戸でそのうち

農業のみの単独収入によるものは 3 戸

にすぎない。農業条件はし、たってめぐ

まれない山村である。

表1. 職業別就業人口

職業|雲，給開|農林業|商業|その他| 言{
人数 I 565 I 250 I 33I 15 ¥ 863 

% I65  I 29I 4 ¥ 2 I 1∞ 

表 2. 村民所得割合

種別(給与所得|林業所得|農業所得|営業所得|その他 1 計
% I 43 I 30 I 10 I 7 I 10 I 100 

しかし明治中期は養蚕が盛んで，大正時代にはし、って畜産が導入されたc 昭和になって耕地の 8 割が桑

畑で全戸数といってよいほど養蚕をやり，座繰糸をつむぎ，はたを織っていた。上層農家では 4"'5 人の

織子をおいていた。これが村民の主要な収入であり，またそのころは木炭収入もかなり大きな比重をしめ

ていた。このように商品経済は古くから浸透していた。戦時中には応召，徴用者のために労務が不足した

が，終戦後は疎開者，引揚者が滞留して一時人口が膨脹したο 戦時中に桑畑は食糧増産のために改植され
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織物は企業整備によって転業したので戦後は養蚕がふるわず，外に適当な産業もないので過剰j労働力が村

外に流動せざるを得ない事情になった。林業への関心は相対的に高まった。

林業の概況

林業について概観すると，古くから凶川林業地帯としてひらけ，その起源は江戸開幕の際御用材の供出

を命ぜられて，高麗川を流筏した。最初は天然林の利用伐採に始まったが，明治にはいって造林が盛んに

行なわれ，明治末期に製材工場が地元に設立されて地方需要に重要な役割lを果たした。大正 4 年に武蔵野

鉄道が開通し，さらに関東大震災を契機にして旧飯能市が林産物の集散地として市場を拡大した。このよ

うにしてこの村の林業は大消費地東京を控え，スギ， ヒノキに適した自然|約，経済的条件に恵まれて盛ん

になった。

地区内森林面積はわずかし638 町歩にすぎないが総面積の 85 %を占めている。林相は 85 %がスギ，

ヒノキの人工林でおおわれ，質量ともに優良であることが指摘されるっ年間の用材生産量は 2 万石である

〔木材業者 4，製材工場 2 がある〉。 戦時中は過伐によって生産力が低下したが，森林組合の努力によっ

て兵力伐採をまぬがれたので付近の町村の林相に比べると，赤膚の出ているところも少なく，最近の盛ん

な造林による回復がめだっている。最近 3 箇年の植伐状況は次のようである。

表 3. 植伐状況

昭和 28 年度 I 1Ii3柄1 29 年度 I ~昭和 30 年度

積
積
積

面
面
面

栽
採
伐

植
伐
閑

21 町

7 

55 

25 田r

6 

58 

35 田I

7 

57 

これでみると植栽面積と伐採面積の間にかなり聞きがあるとされるが，これは薪炭林の樹種転換および

原野の造林が進められているからである。

つぎに，組合の組織および運営がどんなに行なわれたかを中心にしてとりあげよう。

組合の組織と運営

組合の現況をみると，組合員の所有面積1，503 町歩，蓄積は 55 万石で，組合員数は 231 名，地区内森

林所有者の 70 %にあたっている。lIi資額は 262 万円で理事 10 名，監事 3 名で，職員は 30 名で運営さ

れている。

村経済の重心が林業であり，林業活動のにない手としては森林組合が大きな役割を果たしている。

この組合の基本的性格は素材生産と製材事業を中心として運営されている。施設の内容をみると，事務

所 2 棟 16 坪，製材工場 1 棟 114 坪，倉庫その他 2 棟 35 坪，丸鋸製材機 2 台 10 馬力，帯鋸製材機 2 台

(48吋)， 自動運材車付帯鋸 20 馬力 42 吋:テープノレノミンド 1 台 15 馬力， 目立機 1 台， 自動車の車庫とト

ラック 1 台，木馬道 19 線 10km である。

この組合の特色は製材設備を近代化している点や，木材業に熟練した職員をおいて，山元における注文

生産の利点を生かしていることである。昭和初年の原木取扱量 6 ， 102 石，ノミタ薪1， 500 束である。この

取扱量は地区内生産量の 30 %にあたっている。素材生産とともに製材事業からあげられる収益が組合運

営の基礎となっており，賦諌金などを徴収していなし、。

昭和 29 年の事業の内容をみると

-・.
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創立は昭和 16 年 3 月，第 2 次大戦のは 表 4. 昭和 29 年度損主主計算書〔単位千円〉

じまった年であるが，それはまた木材統制 区 ノ51 収入 I % 支出 1 タ
法が公布された年であった。

教育指導事業 0.4 

設立された直後からこのような情勢のな 貸付事業 87 0.5 66 I 0.3 

かにおかれて，いちはやく木材統制l機構に 休産事業 16 , 771 93 14 ,987 I 83 

購買事業 241 209 
まきこまれたのである。

加工製造事業 229 

森林組合が設立されるまでにはその母胎 一般管理費 1,547 I 8 

ともいうべき産業振興会があった。農業恐 事業外収入 594 3 671 i 4 

前年度繰越 102 0.7 
慌にみまわれた昭和 5 年不況対策として産

利益剰余金 2 

業振興会が農業，林業，畜産，養蚕，副業
昔1- 100 I 18 ,096 100 

の各部門にわたって全村を一円として結成

された。さらに昭和 7 年本村が経済更生指定村として県下にさきがけて指定されるとその組織は経済更生

委員会にきりかえられて，更生計画とその組織体制が確立された。林業部門が推進力となって，スギ苗の

改良，植栽方法，撫育等の技術指導を行ない，パルプ材間伐材の共同販売を行なった、旧組合はこの組織

がそのまま移行したのである。経済更生運動は部落一一経済更生委員会一一村当局一一県としヴ組織のつ

ながりがあって林業の指導活動が行なわれていた。森林組合設立の態勢は役場や経済更生委員会の役員の

手ですすめられたの組合役員には経済更生委員会の委員がなった。それはまた主として部落の代表という

形で選ばれた熱心な林業家であった。昭和17竿県のi検員によって施業案が作成されて総会で議決されたわ

『組合員の所有する森林につき自ら施業をなし，叉は組合員の施業を調整し，以て森林生産の保続をはか

る』とし、う組合目的に対して，当時の総会の記録によると組合長は組合の方針についてつぎのようにのべ

ている。 IF本村山林に関する統制は本機関を通じて全面的に強化することになり，施業，植林，伐採，製

炭に至るまで，国策に11煩応したる方針によらんとす行

本年度よりは林:業家は施業案の指示するところによって伐採し，本組合を通じて日本木材株式会社に販

売するものにして，各部務は本組合と協同して，円滑なる運営を希望するの尚本組合は施業案により，伐

木造材，運材，新炭製造，樹苗の生産，造林等の経常指導をなし，これに要する資材等の調撃をなすもの

なり J

実際は日本木材株式会社のかわりに，地木社の設立によって木材の集荷配給が行なわれたのである。森

林組合はその下請機関として，施業案にもとづいて立木を調達して素材生産を行なうことが要請されたと

しかし組合自体の組織でこれを行なうことは，技術的にも，機能的にも困難であったから，部落組織を利

用して，その自主的統制の形で供出を貫徹せんとした。農業部門でも産業組合が農事実行組合を動員した

ように，森林組合は部落ごとに職員を配置し，部落の責任生産の形で木材生産の任務を果たした。

初代組合長には村長であり県会議員であったA氏が就任したの A民は更生委員会の林業部長であったし

また有力な木材業者で、あったの木材業者は氏のほかにも村内に 7， 8 名おり，そのうち数名は製材工場を

自営していた。組合は当初はこれらの地元の木材業者，製材業者に対抗する意図はなかった。副業として

の下駄，密l箸製造を経済更生委員会，副業部から引継いだにすぎなかったのであるηA組合長は飯能木材

同業組合長を兼職していたから，もちろん業者との摩擦はさける運営方針をとっていたコそれでかれらと

競合することのない農村更生委員会林業部で行なっていた造林，保育，間伐の指導やパノレブ.材，坑木，稲
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掛丸太等の生産販売のあっ旋を行なうにとどまった。

しかし戦時体制lの強化，木材統制lの高度化は地木社の設立をめぐって木材業者の転・廃業を余儀なくさ

れる問題に発展し，森林組合は地木社の下請機関として山元製材の許可を受けて事業を行なうことになっ

たn 村内業者は組合長のあっ旋で組合の職員として吸収され，部落に配属され生産の第一線を担当するよ

うになった。

組合長は自家の製材工場を寄付し，立木供IHを率先した。軍需材のi曽産のためには林業労務は極度にひ

っ迫していたので，適材は場所をかまわず，伐採しやすいところ，運搬の容易なところから供出すること

になり，組合の運営はもっぱら林産事業を中心として終戦をむかえた。

しかし戦後の混乱時代を通じて，経済事情の激動があり村内木材業者も復活したが，この間，組合は木

材価格の高騰によってあけγこ利主主は立木の供問者に還元をはかる一方設備を拡充して生産能率を高め組合

の経営基礎をかためた。これは東京に近い地理的条件にめぐまれていたことと，役職員の一致した協力に

あろうと忠われる。

昭和 27 年新組合に移行した後も林産事業を主体として，指導事業としては間伐指導や苗木のあっ旋な

ども行なっているがふるわない。林産事業による収益で指導事業を行ない，組合維持費をまかない，組合

員からは賦謀金を徴収せずに経営されている。造林補助金や伐採許可申請の取扱いおよび手続が組合の名

で行なわれており，一般の森林所有者のために行政関連事務を行なっているので，大山林所有者のための

事業体であると同時に一方には公共団体としての二重の存在として村民の目に映じている。

林産事業の発展

組合は定款によると東脊野村一円を地区として. 1 反歩以上の山林所有者をもって組織されてレる。創

立当時は所有面積 5 反につき 1 口を標準とし. 1 口金額を 10 円とし毎年度 1 円の払込で発足した。昭和

17 年度における出資口数はし666 口，組合員数 297 名であった。昭和 18 年林産事業を開始し，増資の

ため定款を変更して 1 口金額を 30 円に引きとげ， したがって毎年度の払込金額を 3 円にすることに変更

した。さらに 23 年には施設の拡充のために出資口数 5 反あたり 1 n であったものを 1 反あたり 2 口と

し，口数を 14 ， 462 に増加した。昭和 26 年度新組合移行のときには，組合員の出資口数の割当を強制し

なかったが，協同組合への発展のための経済的基盤の確立という意味から 11\資増額の方針をとり，所有面

積 1 反に 1 口の割合として勧誘し， 1 口の金額は 200 円とし 3 回にわけて払込を完了してレる。

組合運営の推移を財務の菌から検討すると，林産事業発展のあしどりがよくわかる。出資金と払込状況

はすでにのベた。

資金面についてその構成内容をみると，固定資産では戦前 3% (昭和 18 年) "-'4 % (昭和 20 年)の

割合を示していたが，戦後は一躍 30 % (昭和 22 年) "-'42 % (昭和 23 年)にたかまっている。固定資

産額は貨幣価値の変動があるので絶対額では比較できないが，前にのベたように，戦後山元工場としては

画期的な製材設備や貯木場，倉庫施設を増設している。

この近代化の過程をたどってみると，

昭和 18 年度 民間製材工場を受け入れ，いずれも 42 吋丸鋸および小丸鋸各 1 台. 10馬力モーター

装置。このうちA民所有工場および付属設備は寄付による。

昭和 19 年度 村農会の下駄工場受入

昭和 20 年度 貨物自動車 1 台買入，向車庫新設
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昭和 21 年度 貯木場施設，貨物自動車 1 台購入

昭和 22 年度 目立機 48 吋自動送台車付帯鋸の購入および鋸付製材工場建設，配電設備の新設

昭和 23 年度 製材工場および付属施設の落成

IJf1平n 27 年度 42 吋テープルパンド購入および同工場建設

昭和 28 年度 トラック 1 台，オートパイ 1 台，トロおよびトロレール転換器の購入

流動

表 5. 比較貸借対照表 (単位万円〕

年度

固定資産

有形|外部|固定
固定|出資|資産
資産 I P-I"'- I 

1 I 0.3 I 1 

2 I 1 3 

3 1 4 

46 I 1 47 

106 I 1 I 107 

162 I 四 I 1 121 

127 I 1 I 128 

174 I 126 I 1 I 127 

485 I 117 I 4 121 

573 I 181 I 14 195 i 
874 I 273 i 14 I 288 i 

資産

昭和 18

19 

20 

21 

22 
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28 
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256 
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340 
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160 

120 
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150 

17 

6 

5030 

3310 

2750 

700 

280 

510 

440 

15 

85 

5 

このようにして，戦後急速に固定設備を近代化して地7ëの木材業者や製材業者の設備にたいしては圧倒的

な地位にたった。いままで剰余が投資されたことはもちろんであるが，固定設備の拡充や事業量の増加は

資金需要をそれだけ膨脹した。出資額も増加したが，到底問題ではなかった。多額の短期借入金が運転資

金として必要とされたっ昭和 26 年度以降の資金運用状況をみると，つぎの表のようである。
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表 6. 昭和 26 年以降 3 筒年資金運用状況

一、-__ ---T竺_1 昭和 26 年 | 昭和 27 年 | 昭和 28 年
| 千円| 千円| 千円出資金 1 660 II JI 1, 011 I I JI 

長期負債 I 0 0 I 0 

長期資金 I 660 I 1,011 1 ,544 
固定資産 I 1 ,211 1, 952 I 2 ,875 

短長期期資金不足 551 941 1,331 
5 ,074 6 ,263 9 ,643 
3 ,755 2 ,819 2 ,214 

訳借入金 963 2 ,603 5 ,901 
その他 356 841 1, 528 

総棚 運卸転資資 金産 4 , 523 5 , 322 8 , 312 
2 ,974 3 ,480 6 , 194 

運 転 資 金 1 , 549 1 ,842 2 , 118 
君事l 余 金 327 404 431 

当 啓E 資 産 1,876 2 , 246 2 ,549 
145 330 645 

訳売掛 金 501 1 , 083 1,200 
その他 1 ,230 833 704 
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この表からみるところでは，物何変動を考慮に入れてみても運転資金の増加が著しくなっている。これ

には経営規模の拡大化とともになお一つの理由がある。従来立木は組合員から委託されて製品化し販売さ

れてから代金が支払われる委託加工販売が大部分であったが，昭和 26 年を境として立木の買取を希望す

る組合員が多くなってきたからである。すなわち，朝鮮事変で木材価格が停滞から高騰に移ったため，立

木で組合に売って製品の値下りの場合の危険を転嫁しようということであるn このために資金は一段とひ

っ迫してきたのである。金融事情がこの組合の中心課題となった。短期借入金の借入先をみると，年度に

表 7. 短期借入金の借入先比率

借入先比重
年度 I~--;

金融機関|伺人

昭和 26 年 90 矧 10% 

従ってその額が増加するとともに組合員個人からの借入金の割

合が相当額にのぼっている。金融機関の場合も組合役員の個人

保証において借入れを受けている。資金面からみると組合幹部

および大山林所有者を主とする組合員の個人的グループの結合

と責任において運営されていることをしめすにほかならない。

森林組合が経済事業を中心として運営するとき，とくに製材

事業を行なう場合などでは多額の資金を要し，出資金のみでは

まかなうことができない。 f昨入金の保証は大森林所有者が主となっており，組合にたし、する利用度の点か

27 

28 

60 

60 

40 

40 

らのみでなく，組合運営のための資金面からみても，経営の責任がかれらを中心に分布している。

要約

以上この組合の実態を分析してきたが，さらに問題を整理してみることにしよう。

この組合の特色は林産事業が主軸になっている。もちろん指導事業や購買事業もやってし、るが，事業運

営の上でしめる比重はきわめて小さい。戦後製材工場や付属設備を拡張したが，製材事業では村内業者の

追従をゆるさない位置にたっているO このような経済的条件を要約すると

(1) 昭和 16 年組合を設立したが，その経営の基礎はかつてこの村の経済更生運動にもとづいた更生委

員会林業部の組織が先駆的な活動をしていた。旧組合は形のとでこれを継承したにすぎなL 、。

(2) rlp，和 16 年創立直後戦時体1lîlJ，木材統制主いう国家的要請が11M人企業の存在をゆるさなくなり，組

合自体が無競争，独占的地位をかちえた。業者を職員として吸収して事業を拡大した。

(3) 戦l母体制が部落組織を行政下部機構として再編成した結果，組合事業の運営もこれに便乗して行な

われた。

(4) j戦後の混乱期を通じて木材価格が高騰し，組合は手持材によってばく大な利主主をえたが，これを立

木供出者に還元して信頼を得，それ以後の原木入手を容易にし，幸IJ授の一部をもって設備を拡大して生産

力を高めた。

(5) 大111林所有者が協同一致して組合運営にあたり，資材資金面の措置が適切であること。

等があげられている。

そして都市近郊という木材商業上の好条件と，古くからのめぐまれた林業立地条件を製材事業運営の

上にうまく結びつけていることである。たとえば東京市場の特殊需要や農家や大工，建築業者のような最

終需要者の注文に応ずる販売方法を採用しており，立木から製品までの一貫作業をとっている o 24"'5 年

ごろまでは，無条件委託生産をとっていた。しかしこれは木材価格が下落傾向をたどる時期にいたって漸

次買取生産に変化してきて，現在では買取生産に全面的に移行してきた。実質的に共同販売ということは

いえないにしても，大山林所有者は一致して組合を利用しており，そのために必要な組合資金を調達した
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りして，組合の存在意義を自覚している。ただ税金関係から組合のみの利用をさけて業者への販売を併用

しているものが多い。しかし組合としては原木入手のために，とくに立木の獲得に努力するほどの必要も

なく，工場の操業に十分間にあっているということであるの零細所有者にたいしてはとくに買いたたし、て

もうけるとし、う主義ではなく，未経験者，未亡人のように木材市況や材積計算に明るくないものに対して

も損をしなし、程度に取り扱うように注意を払っているといわれている。このように製品販売の有利性，設

備の優秀による製品の歩止り向ヒで立木価格は他よりも高く買ってもやってゆけるので，村内でも立木価

格は隣村に比べると 2"""'3 割方高く売買されているといわれている。林産事業の利用は全体としてみると

上層のみに限らず組合員各層によくゆきわって利用されているといえようの

IVー 2 栄森林組合5)6)

この組合は，昭和 3 年に土工組合として発足して今日にいたっているn この組合もやはり製材工場を経

営しているが，その運営面をみると東吾野の場合とはやや異なったところがある。まず比較的古い設立の

歴史をもった本組合が，どのような発展の経過をたどってきたかを考察する。

組合の環境

栄森林組合は，山梨県南部町大字内船にある。組合の地区は静岡県と境を接し富士川に治うた東岸の

旧栄村の地域を占めている。中央部を佐野川が流れて富士川に関口している。総面積 6 ， 500 町歩で，急峻

な地形をなしている。交通関係からいうと身延鉄道のほぼ中間で村内に内船ほか 3 つの駅がある。

木材の生産地として古い歴史があり，木材は富士川を筏で流し，河口に近い静岡県の岩淵にあつめて江

戸におくられたの江戸築城のときは本村にある片房沢国有林から御用材を伐出した記録もあるο 一般に地

形が急峻であるから農耕地に乏しく，田はわずかに 44 町歩で富士川の治岸にひらかれている。養蚕は戦

前盛んに行なわれたが，戦時中桑畑が食糧増産に転換されてから戦後は振わない。混農林業としてきツマ

タ栽培が盛んである。伐採地を焼いてソパ，ムギ，アズキをまき，これを収穫したあとにきツマタを植え

る。その聞にスギを混槌する。ミツマタは 3 年目ごとに 2 回収穫する。全国のさツマタの価格はまずここ

で仕切られたり，講師を土佐におくったという明治の全盛時代に比べると，今日では重要性はうすくなっ

ているが，それでも農家経済のうえで冬期間の副業としての意義をもっている。養蚕がふるわないが，ほ

かに適当な現金収入がない。労務者，工員，サラリーマンとして村外へ通勤している勤労者が多い。村内

では林業への経済的地位が高まってきていることも事実である。

林業の概況

山林箇積は 5 ， 700 町歩で総面積の 88 %を占めており， 1， 900 町歩の片房沢国有林が佐野川の源をなし

ており，県有林，村有林 560 町歩，大昭和製紙 50 町歩，富士川製紙 77 町歩やほかに本州製紙の山林が

ある。村内には 50 町歩以上の所有者は 5 名いる程度である。 10 町歩以上の所有者は 66 名で， 5 町歩未

満のものが 94 %をしめている。組合の加入率は 80 %である。

私有林の 8 割がスギ，ヒノキの人工林で，ことに戦後の植林がめだっている。森林組合のこれまでの努

力のおかげで林道網がよく発達していて，どこにし、つでも架線設備を利用して小丸太をかんたんに集材し

てトラックで積み出している。

戦後の村の経済は林業を中心に動いた。木材プームは一時に木材業者，製材工場，木工場を乱立させ

た。現在この村には栄製材工業協同組合のさん下に 7 つの製材工場と 3 つの木工場があって，原木の消化

量は最低に見積もっても 28 ， 000 石を確保しなければならないので，工場経営は原木難におちいってい
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る。原木消費量の約半数は村外にあおいでいる状態である。地元の国有林材は最近は地元への立木処分が

少なくなり，公売材は村外の業者にわたっているC 村外の業者というのはおもに静岡・京浜地区の最終消

費者と直結した製材業者で，その競争では卸売業者を相手にする村の業者は歯がたたないのである。そこ

で地元は他村の民材や県有林材をあてにしているが，原木高の製品安と都市の木材業者の買いあさりとの

はさみうちになって背しい立場にたっているF

村の造林事業は昭和 25 年ごろから感んになった〔当時県の苗木無償交付制度が大きくものをいって造

林がのびたのである。毎年の造林菌積は 100 町歩をこえ，伐採跡地はもちろん，カヤ場や採草地，薪炭林

の改摘などが目立っているのであるわ

土工組合の経営

栄森林組合の前身は昭和 3 年に誕生した栄中央保護森林組合であるの設立の目的は村の中央を貫通する

佐野林道を開発することであったσ 大正 15 年林業共同施設奨励規則ができて，森林組合を設立して申請

すれば林道補助金が交付されることになったのが設立の契機となった。初代組合長になったK氏やW氏が

村長や助役として開設を提唱し，県に運動することからはじまった。

K氏は当時村政の中枢にあり民有造林を率先垂範した先覚者であり， W氏も組合長を最近まで歴任した

林業界の功労者である。このように村政を左右する地位にある人達が林道開設について県との折衝を行な

ったが，当時の貧村としては画期的な大事業であったから村民の間にも議論が百出して賛否は容易に決し

なかったようであるのその問題というのは，経済不況の折から補助金の助成があるにしても， 8 筒年計画

14万円の工費を要する大事業が果たして村民の負担にたえるかどうかの問題，開発技術上の路線の選定を

めぐる問題や従来の荷馬車運搬の失業問題等であったわしかし佐野川奥にねむる木材資源の開発，利用が

この村今後の経済発展の方向であり，ことに 2 ， 000 町歩にわたる御料林の伐採，運搬，それの林産加工事

業を行なうことは産業振興対策の一助として村政ヒ重要であるということは村役場をはじめ衆議が決定し

たので万難を排して着手されることになった勺

御料林の存在は林道開設に大きな役割を果たしたO 工事費の負担をめぐって補助金の申請が行なわれた

が，村民負担額と同額が交付されたn

林道設立に直接関係のあった地元部落は，第 3 条にかかげる部落であったη 組合を設立する場合は，資

格を有するものの 3 分の 2 ，同意、者の面積が総面積の 3 分の 2 以上であればよい。組合を設立すれば有資

格者は組合員として加入の義務を生じるつ組合員の議決権はつぎのようであった。

所有規模

1 町未満

1 町~3 町

3 町~5 町

5 田r~10町

議決権

。
G
q
O
A

生

これ以上 5 町歩をますごとに 1 を加え， 15 を最高とした。各部落から組合員が総代を選ぶ。総代会が

総会の代わりに関かれ，理事 8 名が選ばれ林道開設のために組合が運営された。

かくて佐野林道は昭和 4 年着工されてから昭和 11 年に至るまで，工費 17 万円をもって内船駅を起点

として御料林に達する区間の完成をみたのであった。この間組合は最初の定款に追加してあげている施

業，保護に関する事業は防火線設定を行なったのみで，実質的には林道関係の事務以外何も行なわなかっ
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た。完成後林産物の運送事業を行なうことが役員会に提案されたが賛否両論あり，組合事業としては時期

しよう早としてとりあげられなかった。しかし，役員の有志の事業として実行した。ところが 2 年間実行

の結果が好成績をおさめたので，あらためて組合事業として事後報告を行なって可決された。そしてさら

に鉄道運送事業を追加した。

その他，地域経済の発展としては，政府の農山村更生運動の一環として昭和 12 年に補助金で木炭倉庫

や簡易製材工場を完成している。製材工場の設立の主旨は林材一貫作業を村是として，素材で移出せず，

加工して村の経済を拡大しようというにあったようである。ところが，完成後組合が直営するのは企業的

危険負担がともなうとして反対論がでるし，工場経営の適任者がえられないので希望する業者へ賃貸され

た。

昭和 16 年追補責任森林組合に移行するまでは補助金による 2. 3 の小林道線や製材工場の開設をした

り，運送事業を経常するね度にとどまったの改組されてから組合の規模は全村一円を区域として出資組合

として発足し，木材統制l下において木材供問の役割を演じた。林道網が完成していたために，隣村にさき

がけて増産体制に突入し，村内の製材工場は地木社の直営工場に指定されたが，森林組合は工場の返還を

うけて地木社のさん下において直営生産を行なった。

戦後の森林組合

敗戦後は，戦時中の強制伐採について組合批判がおこった。そして引きつづいて，素材生産や製材事業

を運営することに批判があった。自由経済に向かってゆく場合に組合経営をつづけることは運営上危険が

あり，むずかしいとする組合員一部の与論が台頭した。一方森林組合のみへの御料材の慣行特売は困難な

事情が起こり，そこで村内業者を網らした会社設立によって一元的にこれに払下げをうけようとする動き

が起こったの

昭和 22 年地元 7 業者と組合との共同出資で，資本金 100 万円の栄木材株式会社が設立された。組合所

有の製材工場はこの会社に賃貸し，従業員もそのまま引きついだ。社長には組合長が就任し，事実上，組

合の子会社として経営されることになった。御料材払下げの大材を処理するため，昭和 24 年には組合は

70 万円をもって自動操台車付 48 吋帯鋸を装備した。

栄木材株式会社は最初順調なすべり出しをみせたが，後には各業者が自家工場の原木難に追いまわされ

て払下げ材を直接自家工場へ配分したり，また御料林が直営生産を始めて払下げが少なくなったので，会

社自身はまずまず原木難となって経営が停滞し解散同様の状態にいたった。

そこで昭和 27 年森林組合の改組をむかえて 5 箇年の賃貸契約期聞が満了したので，工場を従業員と

ともに引き取って組合みずから経営にあたることになった。

組合による製材事業の運営には一般組合員にも，一部役員の聞にも企業にたいする危ぐをいだいたもの

が多かった。反対意見がつよかったが，工場を引き受ける業者がなかったので結局組合が引きついで運営

することになったのである。

新発足にあたって増資されたが，工場経営のためには多額の運転資金を必要とし銀行借入金による外

に方法がなかった。

組合に対する戦時中の悪感情のしこりとして製材事業にたいする協力は組合員に期待されず，事業運営

に対する組合員の理解が乏しい協同組合として，委託生産や委託販売は行なわれず，外部資金の利子負担

が加重になり，立木調達の面では買取生産によらざるをえない状態で工場経営は困難であった。立木は税
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金にたいする考慮や縁故関係で業者へ売るというのが組合員の常識であるからその入手には職員にとって

業者以上の苦労を要する。

出資にたいする若干の配当もできず，外部資金の利子支払いと立木の買付けに奔走，赤字状態にある経

営にたいして， IF従業員のための工場経営でしかなし組合員になんら寄与していない，むしろ組合健全

化のためには工場を賃貸して組合は製材工場から手を引くべきだ』とし、う一部の組合員や役員の批判もあ

る内しかし 30"""31 年ごろからしだいに経営は順調にのびてきて，理解が深まってきたの

さて，地元の林産業はどうし、う状態になっているか。戦前と比較してみると，つぎのようである。

表 8.

戦前状態

現在

差引

戦前戦後製材工場数，馬力数の比較

|工場数[馬力数 l 原木消化可能量
129 1 21 ， 000石

243 42 ,000 

114 21,000 

戦後の好況期には工場が増設され工場規模

も拡大しているの木工場も含めると 6 工場新

設，馬力数を倍に増設しているので，原木消

化量は倍になっているはずであるσ しかも地

元の林業生産は戦時中の乱伐でかえって減少

しているから 7 工場の原木消化量は最近

28 ， 000 石を消費しているので，この不足分は村外の民有林，県有林から供給しなければならない事情に

ある。

原木不足のため地元に国有林材払下げの要望が強いが，公売が大部分をしめ，消費者と直結している静

岡，京浜の県外業者に落札される場合が多いので，国有林材の地元公売は素材価格を高騰させるのみとし

て反対する声がつよい。

このような原木難を反映して組合製材は組合員の立木に期待できず県有林材や他町村の立木買付けに主

力をおいている状態であって，多額の運転資金の借入問題とともに経常とのあい路になっているじ

以七，林道開設と製材事業を中心に歴史的発展をのべてきたが，新組合になってからも指導事業のなか

に行政関連事務が一括されて行なわれている。森林計画制度にともなう伐採許可申請や伐採属，造林補助

金の分配などの事務がそれである。これは周回測量や立木調査など技術的な熟練を要する場合が多いので

技術員の仕事になっているの組合員から依頼されて行なう場合ももちろんあるn

購買事業としては造林丹j山行苗 22 万本，幼苗 7 万本を配給している n これは組合にとって主要な業務

の一つであるの

貸付事業では伐調資金の借入額は 50 件で総額1， 074 万円であるの

賦課金を徴収しないで林産事業の収益で指導事業や一般管理費を支出してゆく経営方針をとっている。

指導事業はどちらかというと消極的で，いまのところ活発に展開する段階にきていない。

戦後の造林熱、の高まりで伐採跡地はもちろん採草地，カヤ場まで造林が進行したが，間伐や枝打ちの時

期に達した林分が少ないので，この面での指導事業の発展は今後にあると思われる。

要約

本組合の発展過程をのべてきたが，はじめにさかのぼると，村政の担当者であった若林氏の半生の歴史

と密着している部分が多い。氏は組合の 2 代目からの組合長で2ちり，昭和 30 年まで引き続いて病にたおれ

るまでそのポストにあった。民の活動は林業関係、にとどまらず農業関係についても，耕地整理や負債整理

に関係し一般の村政に寄与してきた足跡は大きい。村政の衝にある人々によって組合の運営が行なわれ，

村政上に横たわる林業問題が組合での中心課題であった。組合と組合員との直接の結びつき一一組合員の
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ための組合運営という協同組合的立場ーーが二次的であった。昭和I 27 年組合が改組されてから林産事業

が行なわれ，行政的事務が役場にかわって行なわれている。

役員陣は長期勤続者が多く，組合の実情に通じている。それは村政の経験があるとか，他の団体役員を

兼務したりして部務代表という形で役員に選出されている。これはどこの組合の場合でも共通である。林

道の新設を目的として結成され，その後農山村更生時代には製材工場や木炭倉庫や木馬道，運搬施設等い

ろいろな施設を補助金の交付をうけて設備したコ森林組合が林業行政の末端機関として，または村政の一

翼をになう存在として機能し，あるいはIlIJ村に代わって，あるいは町村とともに休業補助金をうけ入れて

諸設備を整備してゆく役割をもっていたといえよう。

製材事業は戦時統制l時代をのぞくとじl ら経営する段階になったのは改組以降のことである。製材事業の

組合経営は不安であるからやめて賃貸すべしという考え方ーも，底流として残ってし、るO 組合員の側では一

般の業者よりもむしろ安い値段で立木を買いたたかれるとか，金払いがおそいとか，過去における問題が

脳裡からはなれなし、。そこで製材事業の組合運営は困難な事業であるとし、う先入観があって，立木の無条

件委託販売という}j [í'Jにもってゆくことは将来とも困難である。このように一般の組合員が協同組合とい

う理解に立っていないし運営問でも原木難，資金的あい路が横たわっている。前にものベたように，製

材事業がこの組合の中継事業であるにもかかわらず，県有林材や村外から立木資材の買取りを行なってこ

の面では員外利用量が全体の過半をしめている。組合とし、う名前において経営されているが，資金の大部

分は外部資金で運営されているから営利が組合活動の目標になるリこうし、う実態をみると，実際には組合

員からは独立した経営体の運営が行なわれているようである。

このように行政関連事務を取り扱って公共団体的活動を行ないながら，一方では企業体としての活動を

行なっている。二重構造をもった経営体であるといっても過言ではない。そして協同組合を発展させる態

度ないし意識が組合員，役員の間にくみとられるところまではし、っていなし、。参考資料として土工組合当

時の定款をかかげるQ

栄中央土工保護森林組合定歎

第 1 章総 tlIJ 

第 1 条 本組合員は一致協力を以て森林物産の搬出施設を為し且つ森林の危害を防止するを以て目的と

す

第 2 条 首íj条の日的を達する為め本組合の施設する事業左の如し

1. 栄村大字上佐野より大字下佐野を経由し大字井出字八木沢に到り更に迂姻して大字内船字八木沢

徳間を経て字鳩尻に予IJ り栄村幹線皇道に合致して内船停車場に通ずる車道の築設及維持

2. 森林火災の予防及消防

3. 其の他森林保護上必要なる施設

4. 森林の経営と相反せざる土地の利用

第 3 条本組合は山梨県西八代郡栄村地内の左記字を以て地区とす

大字上佐野全部 但し御料林及恩賜県有財産を除く

大字下佐野全部 「但し小字枯脇を除く」大字井出地内小字大嶺，大段，東畑，竹の上，の 4 字

大字内船地内小字相の山，松山，八木沢，沢奥，東嶺，都覗，徳間，松場，鳩尻

第 4 条本組合は栄中央土工保護森林組合主称す
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第 5 条本組合の事務所は山梨県西八代郡栄村大字内船 7405 番地に置く

第 6 条本組合の存立時期lは 20 ヶ年とす

第 7 条本組合に於て使用する印章は左の如し(省略)

第 8 条組合設立に於て森林法第 2 条に依る森林所有者に属する地上権，賃借権其他土地に関する使用

収益を為す権利が昭和 3 年 12 月末迄に消滅するものに限り其森林所有者は組合に加入する義務を有せす

第 9 条森林の共有者は組合に対する権利義務に就ては之れを 1 人と見倣す

前項組合員は代表者 1 人を互選し之を組合に届出ぺし

第 2章費用

第 10 条 本組合の費用は補助金及ひ寄附を以て之に充当し尚不足あるときは各組合員に於て之を分担

するものとす

各組合員費別分担の割合は森林地の面積に比例し之を定むるものとす

第 11 条組合の幹林道及ひ木馬道等の使用に就きては総会に於て議決したる定率及方法により使用料

を徴収するものとす

前項使用料の定率は組合創立後森林以外の土地を森林と為したる為め新に加入したる組合員其他特別の

事由あるものに対しては総会の決議を経て之を増加することあるべし

第 12 条本組合の事業年度経費の剰余金は総会の決議に依り翌年度に繰越し叉は組合の基本金を積立

るものとす

基本金は之を郵便貯金となすか叉は総会の承認を経たる銀行叉は産業組合に預入し或は之を以て総会の

承認を経たる有価証券を貫入る外他に利用することを得す

基本金は天災地変其他必要己むを得さる場合に於て総会の決議を経たるときに非れば之を支出すること

を得す

第 3 章組織機関

第 13 条本組合に理事 8 名監事 5 名を置く 理事は組合長を 1 名互選す

第 14 条組合の事務に付ては組合長組合を代表す

組合長事故あるときは理事の互選に依り其の代理者を定む理事の任期は 3 年とし監事の任期は 1 年とす

後任の理事又は監事は前任者の任期満了前 1 ヶ月以内に総会を開き之を選定するものとす

補欠選挙に依り就任したる理事又は監事は前任者の任期を継承す

第四条 辞任其他の事由に依り理事又は監事に欠員を生し通常総会を待つ事能はざる場合は臨時総会

を開き補欠選挙を為すものとす

総会が理事叉は監事の解任を議決したるときは同時に其の補欠選挙を行ふものとす

第 17 条理事及ひ監事は名誉職とす

第四条本組合に書記及ひ技術員若干名を置き組合長之を任免す書記は役員の指導を受け康務に従事

し技術員は役員の指揮を受け技術に従事す

第 19 条総会は通常総会及ひ臨時総会の 2 種とす

通常総会は毎年 1 回 4 月之を開く

臨時総会は左記の場合に於て之を開く

1. 理事が必要と認めたる時
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2. 監事が森林組合令第 21 条の規定に依り必要と認めたる i侍

3. 森林組合令第 24 条の規定に依り請求ありたる時

第 20 条 総会の招集は書面を以て之を各組合員に通知する事を要す

がI項の通知書には招集者の記名を要す

第 21 条総会は総組合員半数以上出席するにあらざれば開会することを得す

- 37 ー

但し同事項に付召集再開に至るも尚定数に充たさるときは組合員 3 分 1 以上の出席を以て開会すること

を得へし

第 22 条 総会の議長は組合長之に当る組合長事故あるときは理事の互選により代理者を定む但し総会

に於て必要と認めたるときは 11\席組合員互選に依り之れを定む

第 23 条組合員に属する森林の面積に依りて各組合員の議決権を定むること左の如し

1. 1 町歩未満 1 個

2. 1 町歩以上 3 町歩未満 2 個

3. 3 町歩以上 5 町歩未満 3 個

4. 5 田j 歩以上 10 町歩未満 4 悩

以上 5 町歩迄を増す毎に 1 個を加へ 10 1凶を以て最高限度とす

第 24 条 総会に於ては定款の変更解散合併理事叉は監事の選任及ひ解任に森林組合令第 16 条及第 27

条の事項を|徐く外組合員 3 分の 2 以上の出席ある場合に限り予め通知したる事項以外の件と雄も之れを議

決することを得

第 25 条 総会の議事に関する細則は総会に於て之を定む

第 26 条本組合に総代会を置く

本定款中総会に関する規定は之を総代会に準)刊す

第 27 条 総ftの選挙区及ひ員数を定むる事左の如し

1. 大字 l二佐野 3 人

1. 大字下佐野 2 人

1. 大宇井111 2 人

1. 大字l付船 10人

第 28 条 総代は各選挙区の組合員に於て之を互選するものとす

総代の選挙は理事の指定したる組合員に於て之を管理し選挙終りたるときは管理者は遅滞なく当選者の

氏名を組合に報告することを要す

第 29 条総代の任期は 3 年とす但し再選を妨けす

補欠選挙に依り就任したる総代は前任者の任期を継承す任期の満了に依り退任したる時は後任者の就任

に至る迄尚其の職務を行ふ

第 31 条総代は名誉教とす

第 32 条 総代は其選挙区組合員 3 分の 2 以上の同意を以て之を解任することを得

前項の解任は之に同意したる組合員連署して之を組合に通知することを要す

第 4 章事業執行

第 33 条組合の事業年度は毎年 4 月 1 日に始り翌年 3 月 31 日に終る
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第 34 条事業執行に関する細則を設くる必要あるときは理事之を定む

第 35 条 組合員の属する地区の森林に付組合事業に支障を生すへき事故発生したるとき又は発生せん

とすることを知りたる組合員は直に之を組合に通知することを要す

第 5章計算

第 36 条組合員の都合に因るに非すして地区内森林を減少したる為め脱退したる組合員は組合財産か

其債務に超過したる場合に限り費用分担の割合により其超過せる組合財産の分配を請求することを得

米た脱退するに歪らさるも組合の都合に依り地区内森林を減少したる為自己に属する森林を減少したる

組合員に付ては其減少したる部分に応し前項の規定を準用す

第 37 条前項の計算は其当時に於ける組合財産の状況に従ひ之を為すことを要す

前項の計算に依り払戻すべき金銭以外の財産に付ては金銭を以て之を支払ふことを得

第 1 項の場合に於て未た結了せざる事項に付きては其結了後計算をなすことを得

第 6章違約金

第 38 条組合員其負担せる費用の払込を怠りたるときは期日後 1 日に付其払込むべき金額の 2 千分の

l に当る違約金を徴収す

第 39 条組合員森林法第 70 条の義務に違背したるときは金 10 円以内の違約金を徴収す

前項の場合に於て立木竹又は産物を採取又は損傷したるものに対する違約金は其採取又は損傷したる立

木竹又は産物の価格の 2 倍に達せしむることを得

第 7 章附県Ij

第 40 条 本組合設立当時の理事及監事を定むること左の如し

但し第 l 回の通常総会に於て之を改選す

理事 栗原一郎 理事 山本忠彦

理事 若林文一 理事 若神子時次郎

理事 原因源次郎 理事 佐野徳平

理事 佐野為蔵 理事 干月元作

監事 若林良作 監事 朝比奈和蔵

監事 斎藤島作 監事 梶原文太郎

監事 松下宇八

昭和 3 年 7 月定之

発起人 栗原 ~~ 

発起人 若林文

発起人 山本忠彦

栄中央土工保護森林組合賦謀規定

第 1 条組合員の負担金は毎年 4 月 1 日現在に於ける組合員の森林面積に比例して之を賦課す

第 2 条組合員の負担金の徴収期日は毎年別に之を定む

第 3 条組合員の負担金の賦課標準たる森林面積は公簿面積に拠るを原則とすると難も其の反別が実地

面積と著しく差異ありと認むる時は組合の公定地図により相当反別を量定するものとす

但し右量定反別に異議あるときは組合員は毎年 3 月末日迄に其旨組合に申出つへし。
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第 4 条 異議の申出ありたる時は組合の公署吏員本人其の他関係者立会を求め実地測量をして之を定む

但し此れに要する実費は異議申出たる組合員より徴収するものとす

第 5 条 前条の段別に十i 等級及基数は左の通り之を定む

{旦し林道利Hlヒ効巣著しく劣等なる土地及び島尻，都覗，松場の各字の土地は共該当等級額の半額迄は

脳附することを得

等級及基数

等級|基数 i 字による区別J 1 道路上下による区別 | 樹種及樹令区別

1 等 I 20 川木沢第 3 期工事|道路の上にして最も近き|杉惜の造林地にして樹令 20 年以 k
l i 起至上佐野とす 1 もの |のもの

I II~H~間 至八木沢第|道路上にして中腹のもの|杉槍の造林地にして樹令初年以下
2 等 1 15 1 2 期工事終とす |及道路の下にして最も近|のもの天然林にして 6 年以上のもの

1 1 1 きもの |及竹林

3 等 I 10 I 島尻，内船，松場， I 道路下にして 2 等に属す|天然林及雑木林にして樹令 6年以下
1 |都覗 |るものを除き全部 !の土地及切替畑其他の土地

附見IJ 本規定はH白干1I 5 年度より之を施行す

lVー 3 坂上森林組合3町

組合の環境

この組合は群馬県の凶北部，吾妻郡吾妻町にあり， 町村合併前の!日坂と村を地区としている ο 総面積

10 ，714 町歩のうち山林面積は 80 %で，国有林 3 ， 300 町，民有林 5 ， 200 町(土地台帳による)をしめて

いる。採草地 900 町歩を合わせると， 90 %が株野でしめられている。耕地面積はわずかに 7%という純

山村である。地区の中央を温川が東流して縦断し，行政区画は本宿，大柏木，須賀尾，および大戸の 5 大

字に分かれている。

戸数1， 200 戸，東北地方によくみられる積雪寒冷地帯にあり農業条件にめぐまれないために，村民の生

活はどうしても林野に依存せざるをえない。

明治初年の村誌によると『村の主要産物は養蚕，麻をもって最とす0 ・・・・この外，杉，栗，檎等を板材

として碓氷郡神山宿及び群馬郡室田宿等の市街地へ移山す。凡そ 300 駄，薪 7 ， 000 駄，炭 6 ， 000 俵，吾妻

都中三条方面へ 11:1し売却す。・・・・その生活に於けるや概して寒天霜雪の H多しとす。先ず明日一駄の炭，

ー荷の柴之を市に治んと欲せば予め今宵人立の頃を待って発途す。霜!日毛に結び鼻下氷柱を着す。正午を

過ぎざれば神山，室田等に達せず，其之を消却して帰るや半途又夜を侵し人々会を擁するの後に帰宅す。

人馬経世の辛酸世間多く，かくあるを聞かず，実に当村民の貧困は道路の懇難に起因すというも亦註ざる

なり。』 といっている。この村の通路は旧三国街道の裏街道として大戸の関祉をとどめているが，当時の

道路は人馬の往還としてようやく耐えうる程度のもので，物資の交易には住民の難渋一方ならなかったこ

とが述べられている。以来道路の開設改修に多大の努力を傾け，今日の県道となっている。県道は東西，

南北に幹線道路を通じパスが走っている。林道網の開設は施業森林組合当時に行なわれた。しかし粗悪林

地が多く施業費の負担にたえないために開設されず搬出には里道を利用しているところが多い。既設林道

は牛馬道 2 線 10km， 車道 3 線 5km であって，今後の開設がのぞまれている。

この村は農業条件にめぐまれないことはさきにのべたが，現金収入の主なものとしては養蚕やコンニヤ

クっくりで農家の 7 割が従事し，大麻をやっているものは 1 割程度である。農業のみで自立している農家
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は 10 戸以上を IJ'，ない。多くは炭焼. I Li林労働，苗産に依存しており，とくに山林に対する保存度が高い

のである。

林業の概況

森林の状況は一般に急峻で東・凶辺に国有林 3.5001llJ 歩があり，岡市部に'ぼ行造林地がある。所有区分

でみると国有林 43 タム民有林 57 %で，個人有林 4.000 町歩の 40 ~6が村外所有者である。

共有林は本宿共有林が最大で，これは明治 22 年村の統ーにさいして当時の本宿村が 900 町歩の村持山

のうち 500 町歩を坂下村に基本財産として譲渡して，残り 400 町歩を部落有林としてのこしたもので，所

有を分割せず当時は 138 戸の持分であったが現在では 99 戸に減っているo 理事 10 人，監事 3 人をおい

ている任意組合である。大正 11 年施業森林組合を設立して施業案を編成して経営を行なっている。当時

林相は雑木林がほとんどで人工林は 3 凶l 歩にすぎなかったが，その後 E年間で 200 闘j 歩を造林して現在は

ポツボツ間伐の時期に達している。森林組合に経営を委託し薪炭材の公売年額 300 万円から経営費をさし

ひいた残額を共有林組合員に年 2 万円ずつ配当し，その残りを地元小中学校の増築費にまわしている。こ

の外，宮行造林地 250 岡j 歩があって，森林組合が管理をまかされている。

木材生産量 20.000 石，木炭生産量は 70.000 俵で，最近では薪生産に転化しつつある。地区内に製材

工場が 5 あるが，いずれも小規模で，素材の半数を消化し他は素材のまま移11: している。

組合の沿革

昭和 17 年 1 月坂上村を一円とする追補責任森林組合が設立されたが，これが現在の組合の最初の姿で

ある。大正 11 年に設立された本宿原施業森林組合は共有林組合に改組されて経営は本組合に委託される

ことになった。当時誕生早々の本組合は戦時中の供木にてレ身したが，戦後において地区内の森林資源は

極度に枯渇し，組合員から反感をまねし、たo そこで従来の経営方針を一変して組合の直営製材を中止して

『伐る林業から育てる林業』へ転換された。

その運営方針をみると

(1) あるね度の森林部積ができるまでは，組合の林産事業は中止する。

(2) 戦時伐採跡地の-I'}造林を急速に推進する。

(3) 造林を促進するため樹苗の自給体制を整える。

(4) 組合が受託造林を実施する。

(5) 受託施業を行なうため林業労務者組合をつくる。

(6) 造林と併行して薪炭林の施業改善を計る。

(7) 林種転換により民有林用材林面積を 50 %に引き上げる。

このように組合の運営方針を樹立して，戦後の再出発をはかった。職員の努力はなみなみならず， IF祖

国の再建は郷土の緑化から築かなければならないと確信しまして，組合の指導力を造林運動に結集して，

最善の努力を傾けた結果，われらの熱意がようやく森林所有者の認むる所になり，終戦 5 年目には戦時伐

跡地の再造林をほぼ完遂することができました。』

これは 15 年勤続の技術員轟氏の言葉であるが，こうして昭和 25 年度に林種転換 1 ， 000 町歩造林 10

箇年計画をたて，これを 32 年度で完遂し昭和 25 年樹苗の自給体制の確立を計画し 27 年にはカラマツ

苗は逆に村外移出をしている。基本的な苗圃経営は組合で行ない，他は農家の副業とし，生産された山行

商を組合で全面的に買上げしている。町有林，共有林の造林委託はもちろん，県行造林，水源造林の受託
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や不在村地主や労働力のない組合員の造林受;rEを行なって，地t存植付けから値栽後の補植下刈にいたるま

で組合が一切責任をもっているコ組合受託の造林地は現在 300 IUJ歩に達している。 330 UII歩の田J有林と

300 町歩の本宿共有林は，実質的には組合が田l および共有者のために全面的な監理経営を行なっている。

その収穫額はi直接委託者に納入されるが，組合には委託料が支払われ組合技術員の給料の一部となる。村

外居住者の委託施業も進展しつつあるふ

般 j遺休

水源造林

県行造林

昔1-

造林補

表 9.

-l-|-l ZPlZP|131 

計

659聞I

80 

23 

762 

千円
6, 108 

また受託施業をするためには 3 部落に愛林組合を結成させて造林労務者を確保して，いつでも施業に

応じられる体制をととのえている。

そのほか，薪炭林の改善，間伐指導，椎茸，ナメコ栽培や毎年キリ苗 1 ， 000 本を導入している。

要約

地区内の全森林所有者は 747 人で，そのうち 5 反以との所有者 586 人が組合に IJII入している仁 5 反以下

の所有者は，員外利用で組合員同様組合を利用している。追補責任組合当時組合に加入しなかった大面積

所有者は，新組合への移行と同時に全部加入した。

役員は理事 11 名で，各大字から選ばれた村の指導的地位にある人である。そして幾度か重任されたも

のが多し、。役員に欠員を生じた場合は，欠員となった地区から補充選IJI されるこ組合と組合員の連絡のた

めに，各部落から選tll された実行要員がおかれている。

現在組合長は施業森林組合の第 2 代組合長としてJlé{有14 年選 111 され，その後森林組合長として歴任し，

村長，共有林組合長， trll開発協会副会長を兼任し，地方自治および地万産業発展のため奮闘している。

村における森林組合の地位は村役場の林務関係の仕事を森林組合で行ない，森林組合職員を町村嘱託に

している。町有林 400 問j 歩の維持監理は，組合に実質上受託経営をさせている。また組合情報，組合便り

の発行，技術講習会，部落座談会，青年学校の林業指導，先進休業視察等組合員のためばかりでなく一般

村民の啓もうを行なっている J

戦後組合の苦境をのりこえて， IF伐る林業から育てる林業へj] 1， 000 町歩造林の夢を実現させて組合の

基礎をつくりあげたのは，組合長以下の役職員の人々の努力にあったわけである。それは林野行政との深

いつながりのもとに推進されてきたわけであるが，このことは轟氏が年来主張するような『森林組合は経

済団体としての方向よりも公益団体として発展さすべきだ』とし、う方針のもとに続けられた活動が森林所

有者を動かし所期以上の成果をあげ得たのであろう。当組合であっかわれた行政関連事務の調査表をあげ

るとつぎのようである。
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表 10. 昭和I 31 年度林務行政
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2. 23 I // 

2. 28 I 吾妻地方事務所長

3. 1 I // 

31 年度林業用種苗所要量調

造林に関するアンケート調査

部落有林野の調査

群馬県薪炭林施業改善競技会実施

森林伐採調査依頼の件

簡易鉄線貸付期間の更新

1If1府 I 30 年度民有林造林補助金概算交付金の返納

天然下種補整事業量

林業技術普及懇談会講習会開催

森林火災国営保険損害填補要領一部改正

営林指導モデノレ農家創設の為技術者派遣申請

31 年度坂上地区IUJ 有林施業計画の件

実施計画運営事務打合せ

林業講演会開催

組合系統金融の資金需要言|幽

森林組合技術員会議開催

補助金等予算適正化に関する法律と森林区実施計画実行費の運用

31 年度森林区実施計画の公表

森林病虫害等防|徐に関する法令の改良

補助金等予算適正化に関する法律と森林区実施計画実行費の運用

昭和1 31 年度造林歴の配布

森林組合の受託森林管理

31 年度森林区実施計画の公表

群馬県造林品評会県審査

国有林野部分林造林補助

参考図書の斡旋

簡易鉄線返還

林業通信の配布

伐採申請書提出

// 

林業関係予算に関する打合せ会議

土地所有者別種目別調査

30 年度民有林造林補助金交付

林業新知識表紙の申込
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処 況状理

31 年度要樹苗量を調査のヒ 1 月 5 日に報告したc

調査表作成 1 月 9 日提出ハ

該当なき宵を報告 1 月 10 日

競技会参加予定地を実査の上候補地 5 件を申請したハ

30 年度伐採許ー可周/:Li受付台帳により作成 1 月 26 日報告p

契約更新のため前橋市へ出張した【

30 年度不実行造林 51 件調査のヒ概算補助交付ー金 65.722 円還付したn

該当なし報告 1 月 26 日

役員，参与員その他通知 1 月 21 日開催内

改正印刷組合員に配布、

申請書提出

新，補植，下メIJ. 手入等現地調査のヒ提出一

実焔計画打合せのため技術員 2 名原町へ出張したハ

役員，参与員通知書発送 1 月 28 日

該当なしr

林業譲主催郡下森林組合技術員定例会議技術員 l 名 I:H張R

通牒収受

実施計画公表印刷局示及該当者宛発送 2 月 1 日

改正条項印刷組合員に配布ハ

通牒収受

役員宛発送

受託管理状況を報告n

森林計画複写の上地区内 10 ケ所燭示仮に公表並に連絡員 25 名に通知回覧に
供した"
瀬川造林課長以下 4 名来組。

国有林部分林造林補助の件連絡員通!際を発した《

技術員県林産課へ出張。

地区内主なる機関に配布した(

林業関係予算書作成

調査書作成提出 3 月 5 日

30 年度造林補助交付指令を受け交付準備に着手交付修了迄 10 日聞を要した。

15 部申込 3 月 2 日

|所要日数|備 考
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3. 2 I 吾妻地方事務所長

3. 7 I 林業課長

3. 9 I 吾妻地方事務所

// 吾妻地方事務所長

/，ソ//

3. 10 I 林業課長

3. 14 I 吾妻地方事務所

3. 19 I 寄妻地方事務所長

// // 

3. 23 I 林業経営指導員

3. 29 I // 
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4. 20 I 吾妻町

吾妻地方事務所長

4. 25 I 林業経営指導員

4. 24 I 吾妻町長

4. 25 I 地方事務所長

4. 26 I 林業課長

4. 28 I 吾妻地方事務所長

4. 30 I 県林政課

5. 1 I 地方事務所長

5. 2 I 吾妻地方事務所長

5. 4 I // 

5. 7 I // 

5. 10 I // 

件

森林組合技術員会議

森林火災防除打合せ

31 年度小規模林道開設の希望路線

30 年度以降発生災害に対する災害関連事業

群馬県森林病虫害等防除補助規定制定

薪炭林改善コンクーノレ申込

林業技術普及について

II Li火事写真」懸賞募集

32 年度造林実績内響調

林業表式調査

立木伐採許可

31 年度森林火災国営保険事務実施に伴う保険料目標額

造林申請書提出

分収林事業内容の照会

群馬県造林品評会入選通知

林業別商木の養成 b必要な諸事項説明会

森林組合技術員会議

保安林施設地区指定に関する一部依頼

実行費打合会

林業視察の日程

森林火災防除事業巡視手続

公有林調査

ラジオ放送林業講座開講

30 年度森林区実施計画実行に必要な調査完了届

林業銘鑑資料作成についての依頼

30 年度造林実績内容調

実用新案温湯木ロウ溶融器の斡旋依頼

31 年度造林事業計画量

林業講座開講

森林組合決算時試算表の提出依頼

31 年度パードウィータ用ポスターの配布

林野火災防止

乾椎茸品評会開催

森林計画実行費書類発出



森林組合の分析 1 (江畑)

処

泉技師地方事務所へ1:1\張c

中島技師打合せのため来組九

理 ;f)¥ 

計画書作成提 1 1\ 3 凡 26 日 林道開設申請の件ÎlÍî僑市へ出張。

通牒を受く ρ

// 

2 件申込 3 月 10 日

中之条町へ1:1\張〈泉技師〉山田技師と打合。

3 月 26 日報合

// 

立木伐採許可書 53 件・届出書 15 件を申請人に連絡手交した内

泉技師出張

4 月 5 日報告

入選者へ通知発送 4 月 2 日

文書印刷養成者 42 名に通知 説明会開催 4 月 6 日

定例会議中之条町へ技術員 1 名出張す。

泉書記吾妻町役場へ1:1\張。

巡視員に交付したn

技術員 2 名立木調?をに従事したの

テキスト取まとめ依頼書役員参与宛発送す内

調査書作成提/u 4 月 26 日

現地調査 5 月 1 日

31 年度経営主体7JIJ造林事業負担額調査報告したハ

参与員宛依頼書発送 4 月 30 日

調査報告す 5 月 1 日

金井普及係長，矢代技師来組講座に協力したの

3 ・ 4 月分試算表作成提出した。 5 月 7 日

帰示板係に配布依頼した門

参与員宛印刷の色発送 5 月 7 日

椎茸栽培者に通知すれ

泉技師地方事務所に出張〔

況

- 45 ー
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5. 12 I 吾妻地方事務所長

11 中之条税務所長

5. 19 I 吾妻地方事務所長

5. 20 1 ff 

5. 26 1 ff 

// // 
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6. 8 I 吾妻町長

6. 11 I 吾妻地方事務所長

6. 12 1 // 

// // 

6. 15 I 林務部林政諜

6. 20 I 吾妻地方事務所長

6. 22 

6. 25 

6. 27 

6. 28 

6. 30 
7. 1 

6. 28 

7. 2 

。//

林業課長

// 

1/ 吾妻地方事務所長

群馬県知事

吾妻地方事務所長

林業課

林野庁

件

森林火災共済事業

法人税の確定申告

林地肥培調査依頼

森林組合技術員の実態調査

養商事業調査

薪炭林施業改善競技会の審査結果通知

国営森林火災法規配布

林業関係予算書作成

林業技術員(仮称)の配置

「パンフレット」山火事とその予防の手引配布

養苗事業調査提出

32 年度一般林道開設の希望路線の報告

町民税特別徴収義務者の指定

31 年度農林漁業資金の取扱

森林法第 16 条第 7 項に基く新たに許可すべき森林の伐採立木材
積の公表

30 年度薪炭林改良事業実査報告

再建整備実績報告書最終年度分提111

ひば材の日本農林規格の改正

造林補助規定改正に伴う協議会開催

林業新知識の配布及び配布者調

t'f家用林の標板の設置

31 年度郡林業技術者及び指導計図表の送付

30. 31 年度再建整備実績報告書

31 年度森林区実施計画実行費の運用について

林業新知識の送付

林業技術者普及推進地区打合のため

31 年度町県民税特別徴収税額の通知書

森林組合長会議開催

林業技術普及基礎資料調査書作成

NHK林業講座テキスト代金納入方依頼

林業技術者普及実験地区指定

普及指導係の設置

31 年度民有林造林事業竣功検査

竹皮の集荷宣伝

;' 

1/ 

// 

吾妻町長

吾妻地方事務所長

林野庁

地方事務所長// 

1/ // 

// // 

// // 

1/ // 



森林組合の分析 1 (江畑〉

処 理

通知を受く。

書類作成の上確定申告書を提出したコ

電話にて回答ο

調査書作成 5 月 24 日提出ο

組合委託苗岡 42 カ所調査の上報告した。

入賞者に通知した 5 月 28 日

文書収受

泉技師吾妻町役場へ出張。

通知収受

巡視員に配布 6 月 9 日

技術員 1 名地方事務所へ出張。

1 線申請す 6 月 11 日

文書収受

状

取扱要領印刷の上地区内に回覧に供して普及に努む。

況

公表印刷の上地区内各掲示板に公示すると共に連絡員に徹底を依頼した。

該当 53 件報告書作成 6 月 12 日提出

書類整備の上提出 6 月 27 日

文書収受

技術員 1 名地方事務所へ出張。

購読者 45 名報告 6 月 29 日

標板設置方を連絡員を通じて森林所有者に通知した。

文書収受

報告書 3 部作成提出 6 月 27 日

文書収受

45 部購読者に発送す。 6 月 30 日

林野庁，林政課，地方事務所一行 18 名来組。

文書収受

組合長地方事務所へ出張。

資料作成報告した。

テキスト代徴収の上納付したっ

基礎調査 7 月 4 日

文書収受

竣功検査日割通知

連絡員を通じ宣伝

- 47 ー

|所要日数|備 考
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関係行政庁 件 名

日 地方事務所 I 31 年度森林区事業計画打合

林務部長 I 31 年度森林区実1間l 画実行設の運用

7. 11 統計調査中之条11\張所長 31 年度林業表式調査の実施

7. 12 1 地方事務所長

7. 14 I // 

// // 

7. 18 1 吾妻地方事務所長

// // 

7. 23 1 吾妻町

7. 18 1 吾妻地方事務所長

7.26 I ~ 

// // 

7. 30 1 吾妻町

8. 4 1 吾妻地方事務所長

8. 6 I // 

8. 9 I // 

8. 11 I // 

// // 

8. 17 I 
181 I 

8.19f I 林野庁
201 1 

8. 21 I 吾妻地方事務所長

ょ号8271 地方事務所
8. 21 1 吾妻地方:事務所長

// // 

29 1 
8. ~~ I 県林政課30 1 

8. 30 I 林業課

8. 31 I 吾妻地方事務所長

//吾妻町長

9 ・ ~ I 吾妻地方事務所
9. 3 I 吾妻地方事務所長

// // 

9. 8 1 労働基準監督署長

9. 12 .吾妻町長

9 ・ 13 I 林業課長

国営森林火災保険11'1 込

31 年度伐採調強資金需要状況調査

31 年度における農林漁業資金借受希望調査

森林火災国営保険の会計検査実施

NHK林業講!奄テキスト購入者調

町有林立木調査

31 年度伐採調整資金の取扱

31 年秋季造林補助量

群馬県林業関係災害調査報告取扱要領制定

!I1J有林立木調査

林道維持管理競技会開催

30 年度造林補助事業の検定

31 年度造林競技会開催

なめこ栽培補助申請書提H\

32 年度水源造林造成地調査

群馬県展示施設指定

林業技術普及推進地区基礎資料調査

全国山林苗畑品評会開催

造林検査立会

伐採調整資金事務の簡素化

31 年度造林競技会開催

推進地区現地調査

自家用林標板代金納入方依頼

植栽樹手入運動の推進

森林伐採許可申請及届出者調

造林検査

群馬県展示林施設指定及解除について告示日の変更

関東財務局の事務監査報告

労働基準法施行規則第 58 条にもとづく適)[j事業報告

保安林解除

林道功労者表彰の件につき



森林組合の分析 1 (江畑〉 - 49 ー

「pi1一一 理 一状二三τ:-h竺Lιーヲ
技術員 1 名 書記 1 名地方事務所へ。 2 ・ o i 

文書収受

7 月 12 日報告

保険加入申込 7 月 16 日

該当なし。

参与員を通じ調査依頼 7 月 17 日

関係書類の整備

7 月 19 日報告

技術員 2 名現地へO

該当なし

連絡員を通じ調査方依頼した。 7 月 30 日

文書収受

技術員 2 名現地へ。

文書収受

造林検査実施の件連絡員を通じて造林者に通知した。

通知書印刷連絡員に送付

該当なしの

技術員 2 名 須賀尾，本宿地区実査す。

現地案内

技術員 2 名 2 班にわかれ現地案内をした。

文書収受

技術員 2 名 2 班にわかれ造林地審査に立会った。

林政課井上技師来組技師現地案内す。

代金納入す。

地区内組合員に通達す。 9 月 3 日

申請台帳により調査報告す。 9 月 3 日

造林検査に立会う。

文書収受

書類整備 9 月 4 日 "-'5 日

適用事業報告書提出

該当者に通知した。

地方事務所林業課長来組本人を引見した。

0.5 

0.5 
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// 

2.0 

0.5 

2.0 7 月分

1.0 

0.5 

2.0 2 名で 1 日

3.0 I 'í 名 3 日間

造林補業要助共申し請受余理内 30 
日を た

2.0 

0.5 

0.5 8 月分
技計 18.5 

8.0 術員 2 名
で 4 日

2.0 
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0.5 
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件 名月日|関係行政庁

9. 17 I 中之条営林署長
17 

9 ・ 19 i 林野ー庁

9. 20 ! 再妻地方事務所長

9. 21 // 

9. 22 I H 

9. 26 // 

// // 

10. 3 I 林業課長

10. 10 I 再妻地方事務所長

15 I 
10 ・ Î6 I 関東財務局

10. 19 I 吾妻町

10. 23 I 脊妻地方事務所長

// // 

10 ・ 24i 群馬銀行原町支店

11. 6 I 吾妻地方事務所長
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11. 28 I H 

/1 // 

，グ//

11. 30 I 林業課長

12. 3 I 吾妻地方事務所長

12. 4 I 林務部長

//林野庁

12. 7 , 吾妻地方事務所長

払 11l F 

払 15 I // 

// // 

// // 

// 林業普及員

// 地方事務所長

刀ル'

民間類似産業における賃金その他の労働条件調査

推進地区現地調査

伐調資金事務の簡素化

商州ほおける育商の指導

栗果実購入斡旋についての依頼

樹首需給措置申請書提出

31 年度非補助造林

31 年度林道維持管理競技会参加申込書提出

森林火災国営保険啓蒙普及宣伝用鉛筆配布

造林補助事業に関する事業費'iiii査

.田f有林立木調査

造林1白書事会開催

県営産稚苗の払下

森林火災保険料払込

森林組合技術員会議開催

32 年度造林事業計画

適地適木調査事業報告書配布

立木調査の件

スギ苗木の雪腐れシ γ枯れ防止

簡易索道講習会開催

造林競技会等審査

森林組合の受託森林管理

造林補助関係事務連絡

木材業者，製材業者の笠録に関する条例説明会開催

32 年度森林区実施計画案の公表

推進地区座談会開催

31 年度造休補助金申請事務取扱手数料の料率承認

31 年度母樹林損失補償金請求

31 年度民有林造林補助金交付

第 5 回薪炭林随業改善競技会開催

森林組合技術員会議開催

森林区実施計画打合会議

木材業者，製材業者の登録に関する条例の施行

門松とクリスマスツリーの自粛運動の展開



森林組合の分析 1 (江畑〉

処理

文書収受

3 日間現地案内

文書収受

委託生産 21 名指導講習 9 月 26 日

状

連絡員を通じ組合員に照会方依頼した。 9 月 28 日

9 月 29 日提 1+: す。

9 月 28 日提出す。

本年度は該当なき旨を電話にて連絡。

造林者に配布した。

矢部事務官外 1 名造林係長外 4 名来組。

町有林立木調査に従事す。

現地調査

稚苗払下申請書を提 11'，した。

群馬銀行原町支店へ。

地方事務所へ定例会議。

事業計画取縦方連絡員を通じて依頼した。

文書収受

町有林立木調査に従事

地区内委託者に文書印刷発送す。 11 月 29 日

文書収受

10 月 30 日報告

管理状況報告

補助金受領者に所要事項を印刷通知した。

地方事務技術員出張

地区内掲示板に公示と共に連絡員を通じて一般に布達した。

三好班長外 1 ，林政謀金井係長外 5 名来組現地座談会を開催した。

文書収受

請求書 3 件取まとめ発送 12 月 12 日

20 日交付指令を受け造林者に通知すると共に交付開始。

参加申込方連絡員を通じて森林所有者に通知した。

定例会議，技術員 1 名出席 12 月 20 日

長野原町へ技術員 2 名出張す。

12 月 6 日説明会に出席。

参与員を通じ組合に布達方依頼した。

1.0 

0.5 

1.0 
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0.5 |9 月分
青|ー 17 日

1.0 

ilo， lj 資料提出及
|説明

4.0 I 2 人で 2 日

1.0 

0.5 

1.o l 10 月分
計. 9.5 日

// 

// 

ωi 技術員 2 名
3 日間

1.0 

0.5 

// 

計 11 日

// 

// 

2.0 

1.0 

5.0 

1.0 

1.0 

2.0 

1.0 

0.5 
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月 関係行政庁 件 名

12. 171 地方事務所長 31 年度森林火災防除事業量決定

// // 森林火災国営保険普及宣伝用カレンダーの配布

// // | 推王手なめこ栽培乾燥技術講習会実縮予定

// // 31 年度造林地森林火災保険加入基準

12. 19 // 31 年度林業新知識代金払込み

12. 21 林業課長 31 年度造林補助申請事務手数料の取扱

// // 森林組合系統機関の造林補助金事務取扱要領

12. 22 地方事務所長 天然下種補整事業量

12. 27 林業課長 32 年度林業用種苗要量調

10 群馬県知事 32 年度造林計画取まとめの件12. 28 

(注〉 本調査は直接組合業務および系統機関の要務を除き行政に関する事項のみ調査記入した。

行政事務電話連絡事項

月 話 先 H
H
 

r
p
』
'
'

件 | 通話数 | 通話料
1. 10 地方事務所 保安林整備の件 2 20 

// // // 1 10 

1. 14 // 造林補助に関する件 2 20 

1. 18 吾妻町役場 伐採屈について 1 10 

1. 19 // 町有林事業計画の件 2 20 

2. 1 県 庁 簡易鉄線の件 1 25 

2. 1 地方事務所 国有林部分林の件 2 20 

2. 6 // 受託森林管理の件 2 20 

2. 10 // 林道について 3 30 

2. 15 吾妻町役場 伐採申請の件 1 10 

2. 16 地方事務所 精英樹の件 1 10 

2. 20 吾妻町役場 町有林事業計画報告 4 40 

2. 23 // 森林計画の件 1 10 

2. 24 // 伐採申請について l 10 

// 県: 林 t'k 謀 再建整備の件 2 50 

2. 29 吾妻聞J 役場 実行費に関する件 2 20 

3. 5 県 林 産 謀 林道の件 3 75 

// 吾妻町役場 町有林管理について 2 20 

3. 6 地方事務所 林業新知識について 1 10 

3. 12 // 林業申請について 2 20 

3. 17 // 薪炭林コ γクーノレ申込の件 1 10 

3. 31 // 造林申請の件 2 20 

4. 3 // 。 2 20 

4. 12 // 特用樹に関する報告 2 20 

4. 23 // 郡植樹祭打合せ 1 10 

5. 8 // しいたけ種子の件 1 10 

5. 17 県 林 政 謀 再建整備に関する打合せ 1 25 

5. 21 吾妻町役場 総会に関する件 2 20 
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処 理 状 況

0.3 

32 年度へ。

12 月 19 日配布

講習会開催希望の有無を連絡員を通じて一般に申込を求めた。 1.0 

// 

地方事務所へ払込 12 月 20 日

文書収受

文書収受

文書収受

32 年度山行苗所要量調査取まとめの上 12 月 28 日報告した。

連絡員を煩わし明年度造林計画取まとめのため 1 週間を要したc

2.0 

12 月分
7.0 I 計 27 日

毎月平均 15 日間行政事務に従事したわけである。

月 日! 通 話 先 用 件 | 通話数 | 通話料
5. 22 地方事務所 定款変更の件 1 10 

5. 30 // 養苗関係、報告 1 10 

6. 2 IIIJ 役 場 林業振興費の件 l 10 

6. 9 地方事務所 林業申請について 2 20 

6. 23 // 林業新知識部数の件 3 30 

7. 13 // 自家用林標板の件 1 30 

7. 20 // 森林火災保険料の件 1 10 

7. 30 // 伐調資金事務間合 1 10 

7. 31 // // 2 20 

8. 6 // 造林補助申請について l 10 

8. 19 // 林業技術普及推進の件 l 10 

8. 20 // // 1 10 

9. 1 // 造林補助申請の件 2 20 

9. 5 Jìi~ Ff 林業推進地区に関する報告 1 25 

9. 7 地方事務所 事務監査の件 1 10 

9. 10 // 展示林の件 1 10 

9. 27 // 苗木需給調査の件 1 10 

10. 1 // 造林補助の件 1 10 

10. 2 // 32 年度造林計画の件 2 20 

10. 4 県 林 政 課 林野庁指導推進地区の件 2 50 

10. 10 地方事務所 造林申請の件 2 20 

10. 15 // // 1 10 

10. 17 // 造林補助金の件 2 20 

10. 23 // 森林火災補助金の件 2 20 

10. 30 // 林業用種苗の件 1 10 

11. 22 // 林道の件 2 20 

11. 30 // 造林計画の件 3 30 

12. 10 // // 1 10 

12. 11 IIlr 役 場 町有林調査報告 1 10 
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第 2 部

V 森林組合の発展

V-1 藩政時代および明治初期の林政叩，1)

藩政時代には，きわめて厳絡な林政がしかれていた事例が多い。幕府直轄または藩有の山林は勘定奉

行，山奉行..!ii査役等を置きその保護管理にあたらせていた。

保護Ii!は山廻り，山守，林役，山番などと称して官山および民有林の犯則に関することを巡視してい

た。これらの保護吏には藩吏として藩庁または郡に属するもの，あるいは村方から設置されたものがあり

地方によって一様ではなかった。村山，私有林;はもちろん藩有林についても，その所在の町村が保護にあ

たり，もし盗伐，火災その他の犯則があれば村方一同の責任となった。藩林はその保護と関連して薪炭

林，枯枝その他副産物は地付村民に無料または廉価に払い下げられた。留山，閉山制度によって針葉樹は

村民の伐係を祭じられていた。

最も支配的であった入会山は村民の共同管理に属していたが，入会地の用益が集約化し，その生産力が

農民全体の需要を満たすのに不十分になってくると農民各個の用益をなるべく公平均等にしまたは用益

方法に一定の規約をつくって制限を行なったり私有林においても留木およびその他の貴重材はみだりに伐

採は禁じられ， 多くは宵簿に登録されて伐採には許可を要した。風， 火災. I孟l年のときは用材を無料で

払い下げをうけた。要するに旧藩時の森林制度は地元と密接な関係があり，地元村によって保護されてき

た。

森林法草案参考書1引中の，民有森林にたいする参考資料としてあげられているものを摘記してみよう。

福島県旧平様

1. 私有の山林を無屈に伐木せし者はIJtり。

1. 民有と雄も自由に供せざる分は出願せしめ許可の上相当代価の 10 分 1 を収入す。

京都府旧宮津藩

非常用材へ供するため民林も松，杉，樫，樟，栗の種類は正木と称し私檀に伐木することを禁ず。但し

所有者伐木せんと欲するときは官に於て点検の上許否す。

旧鳥取務

民休の立木を伐採するときと雄も所有者より郡奉行に出願許可を得て伐採するを例とす。但し山奉行を

して実地を点検せしむという，また民林たりとも官用の時郡吏謀議を遂げ，適宜の用材を課せしむる例あ

り。放に良木は人民所有の者と雄も無断伐採するを許さず，尤も官用に供すれば其報償を給与するとい

う。

IU口県旧山口藩

1. 民林の樹木たりとも左に揚ぐる寸尺以上のものは藩府需用の外一切伐採を禁ず。

1. 長 3 間末口 6 寸

1. 長 2 間半末口 7 寸

1. 長 2 関 1 尺末口 1 尺
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1. 長 9 尺以上 1 尋以上にして巾 1 尺厚 5 寸の板料となるもの

1. 竹木の採伐を許すは所有者自用の分に限り抜切するを許すと難も全山を伐採し及び他人の売却の

ため伐取するは一切之を禁ず。

明治 5 年地所売貿の禁制がとかれ，官民有区分が行なわれた。

農耕地が個人所有となるとともに，村山の内部にあった焼畑，個人植栽地はもとより，村山そのものが

分割されて私有化した。さらに明治 21 年の町村銅lの公布とともに，村有地が記名共有地に移行したもの

や私有地に分割されたものがあった。このように山林の私有化が進み，一方において木材需要の増加があ

って自給以外に商品化が箸しくなるにいたって，私有林，入会山が乱伐されるようになった。

また森林法草案参考書中における各府県将米意見の一部を摘記すると，

神奈川県

民有山林を伐t乗せんと欲するときは所有者に於て先ず官に請し、伐木の方法及年度の適否等点検を受け允

許を得て後着手する。

官林立木伐採後植継ぐべきは勿論民林も亦伐木するときは 3 カ年間に必ず植継ぐを法とす。栽植する木

種は所有者の怠に放任するものとす。

福島県

前条届あるときは郡長は実査を遂げ山上或は山腹の上地を保存し又は河水の上地を蚕食するを予防し又

は衆康の健康を保護する等に於て其山林を存するの緊要なることを証認するときは伐採を差止め置き其景

状を県令に具状し指揮を講ずベし。

人民私有の山林と雄も伐採期限を定めざれば濫伐の弊を生じ後来如何なる災害を醸生するかを計る可か

らず，故に彼是自由に運搬しうべき地方を区画し建築用材，薪炭用材等の消滅する数量を調査し現本と比

較し永久欠乏せざるの目的を定め何木は何年，何木は何年を経ざれば伐採すべからざるの制限を設け戸長

役場に山林台帳を調製し各持主より伐採届出あるときは之に照合し満期の分は戸長之に連署捺印し郡役場

へ差出すべし。

森林の保護，乱伐の防止については，明治以後といえども決して監視されていたわけでなかった。

明治 29 年に提出された森林法案の提出理由は， Iï'廃藩置県の挙と共にその旧制一朝地を払い，爾来 20

有余年間官民共に注意を森林におかざりしにあらざれども如何せん森林の制度未だ完備せざりしを以て其

民林に在ては濫伐，過伐の弊を生じたるは勿論，甚しきは官林御料林と錐も往々盗伐，放火の害を免る能

はず，従って荒廃日に加わり水害年に増し勢底止する所を知らず・・・・』と，このような事態にたいして林

政の弛緩と『法制を立てて監督を周到にし濫伐を是正』する必要をのべている。

このように森林にたいする政府の関心は高まり，規則を設け法律を設定するにし、たったが，森林組合の

成立はつぎのようであった。

V-2 森林組合の沿革

森林組合組成について，明治林業史要山は次のようにのべている。

『昭和 21， 2 年の交より各府県において民林の荒廃救済に注目し其の第一著として先ず林業組合を設

立せるもの多し即ち 21 年 1 月山口県における民林保護組合を定めたるが如き 24 年 1 月兵庫県宍粟郡に

於ける山林保護組合を創立したるが如き是なり其他広島県安芸郡刈島村の民有森林組合及び奈良県宇陀郡

山林組合の設置等あり該組合は地方庁が農商務省の認可を経Tこる林業組合規則に依り認可を得て組織せる

• 
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ものにして府県に依り規則の内容に異同あれども其の目的は森林の濫伐を防ぎ保護繁殖を計り以て林業の

利益を増進せんとするにあり・・・・当時にありでは組合組織を施行せし地方は鳥取，富111. 埼玉，広島，新

・ 潟. 111 口，福|湖，長崎，静岡等の諸県なりとす。』

また本多 l寧土もその著，増言I林政学剖で『我国に於ても巳に各地方に山林規約. 111林申合せ規約等を設

けて山林組合を設けしもの少からず，然れども大抵多くは森林の保護を主とし兼ねて殖林の奨励をなすに

過ぎず」として，その一例として周防国佐渡郡北部における山林組合の規約をあげられている。

佐渡郡北農区山林会結了書 (山林保護方法規約)

第 1 条 山林の濫伐を防渇し栽植培養等を重んじ鴻益を遠大に|玄|らん為め本郡北農区人民l司心毅力明治

18 年 9 月より互に此規約を履行すべきものとす。

第 2 条 山林保護の為め世話掛を置く其事務は勧業委員及組総代人に委託するものとす但本文の外地方

の便宜に悶り毎村若干名の世話掛を増加するも妨げなしυ

第 3 条 山林は伐採後栽植天然生の別なく少くも左に定めたる年|以を経ざれば伐採させざるものとす。

ム松 15 年，ム杉 18 年，ム檎 20 年，ム雑木 10 年。

第 4 条 当今現在及以往栽培せる山林を伐採或は売却せんとするときは其過年数を 3 条に照し木種年数

を詳記し世;話掛の承諾を得戸長の承認を受くべし但し手入のみに止まるものは此限りにあらず。

第 5 条 山林を伐採せんとするときは凡そ 1 反歩に付き 3 本以上の上等木を種木として存置すベし。

第 6 条従来種木と認むるもの及び以往存置したる種木或は社寺跡地等に存在せる良木を伐採せんとす

る時は世話掛の承諾を要し戸長役場を経，戸長の認可を受くべし但境木を伐採せんとする時は甲乙所有者

連署の上本文に準拠すベしJ

第 7 条毎村山林帳簿を勧業委員の許に備へ置き明治 18 年 9 月以降第 5 条により存置し得る種木を記

入し第 6 条の手続を経ざれば伐採せざるものとす但不得己場合においては第 9 条の手続を経伐採すること

を得ると雌も大小に注意し広く各地の要用を凶り無益のJIJに供せざるものとす。

第 8 条 伐採跡地へ苗木を槌ゆるか若しくは天然生の樹木を成育し其渚養を忽にすべからず。

第 9 条 山林の伐採は勉めて第 3 条の期限に拠るべしと雌も不得止場合に於ては其事故を詳記し世話掛

を経戸長の承認を受け伐採することを得但本条の場合に於ても第 5 条に拠り必ず種木を存置すべし。

第 10 条共有山林も前条々に準拠保護すべきものとす

第 11 条前条々に違背するものあるときは戸長の説諭を乞い尚承服せざる者ある時は郡長の説諭を仰

ぐべきものとす。

右本郡北農区連合山林会話明治 18 年 1 月 25 日より|司 26 日まで島地村に於て闘設結了候所相違無之

因て後日確認を表するため記名調印候也。

つぎに，広島県山県郡志路原村外三箇村民林取申合規則lには，以上の規約中に存する条項の外，

伐採は総て輪伐法を用うるものとす尤も僅々たる林地は此限界とす(第 5 条〕

共有山の洗伐或は下草刈取及び伐採年度に至り伐採せんとするときは組合協議の上日数を定め従事する

ものとす(第 6 条〉

一巳所有山蔚芽せざる木種 1 本を伐採すれば 2 本以上の苗木を損植するものとす(第 7 条)

世話掛は火災あるときは村内へ急報し火防人を指揮し若し蔓延の恐れあるものは隣村へ通報助手を請求

するものとす(第 10 条〉



森林組合の分析 1 (江畑) - 57 ー

組合林の内他村より( 1 旦未満此限外とす)所有するものは代理人を置き本則を遂行せしむべし(第13

条〕

世話掛月手当として米金を給せず取締上に付き日子を費すときは 1 日米 2 升を組合より支給するものと

す(第 15 条〉

等の条項を規定している。

以上の内容をみると，山林の乱伐の防止，栽値，培養をすることを目的としたもので伐期を定め，伐採

の際は種木を残しおくとか，伐採跡地の植栽第養を規定している。広島県山県郡志路原村 3 筒村民林申合

規則の場合も輪伐法による伐採，火災の取締りを規定している。それには区内人民同志協力して共有林私

有林をとわず，規約を適)11 しようとするもので，その組織および手続をみると， 111林保護のための世話掛

りをおき事務は勧業委員および組総代人に委託することとし，毎村山林帳簿を勧業委員のもとに備えてお

き，伐採に際しては世話掛りのゑ諾を得，戸長役場を経て戸長の承認を受けること，規約に定めた森林保

護に違背したときは戸長の説諭を仰ぐことをきめているなど， 111林組合の組織は戸長制度をよりどころと

したところの補助機関であった。

これらの組合は地方によって多少の変化はみられるが，いずれも森林の保護培養を共通の目的としてい

た。埼玉県寺尾村宮町こみられる規約をみると，県森林組合規約に基づいて地区内の村総代の連署によって

申請され明治 20 年 3 月結成された。委員 l 名取締り 5 名を公選し，議員 15 名の選挙によって議事はそ

の過半数をもって決定することになっている。しかし取扱いのヒでは私有林共有林の区別はないが，総代

の連署によって設立された，.!\\や県の森林組合規則にもとづいてつくられ，実効をあげることなく数年後に

解散している点を考えると，森林組合の自発的要求にもとづくのではなくて，むしろその設立は行政的措

置によって勧奨せられたもので，国家府県行政の委任事務を行なう戸長役場に代わって，またはその補助

として，入会山の解体にともなっておこってきた怒有林，記名共有林に対する行政指導機関の役割jを果た

さんとするものであった。

寺尾村森林組合規約 (明治 20 年 5 月〕

第 1 章総貝Ij

第 1 条 当組合は本県森林組合規約に基き秩父郡寺尾村蒔回村田村郷を 1 地区と定め，其区内森林所有

者の盟約を以て成立す。

第 3 条 当組合は委員 l 名取締人 5 名を置くものとす

第 6 条 当組合の資)IJは組合員の負担たるベし

第 2 章 目的及方法

第 7 条 当組合の目的は森林の保護栽培を図り務めて濫伐の弊を矯め，盗伐野火等の憂いを予防するに

あり。

第 8 条 用材林は 20 カ年以上薪炭林は 10 年以上に至らざれば伐採することを得ず但し事情不得止場

合に至り組合員 2 名以上の保証を以て届け出ずる場合に於てはこの限りにあらずc

第 11 条凡そ森林を伐採せんとする時は必ず事務所に届出認可を受くべし

第 12 条共有林或は己人の所有と雄も壱筆数町歩に渉る等のものは輪伐法を行うベし

第 15 条森林所有者死亡或は代換り其他売買譲渡質入等にて所有者変換したる時は其持部内取締人の

連署を持って事務所へ届出ずべし
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第 3 章役員選挙及組合員心得

第 16 条 委員は山林 1 町歩以上を所持し当組合に本籍居住を定むる満 25 才以上の男子に限る

第 17 条委員及取締人は組合員一同の公選によるペし

第 21 条組合員は組合森林叉は其近傍に野火の起るを認めたる時は取締人及び近傍の組合員へ通告し

相共に現場に駆付け消防するものとす

第 5 章費用支出及徴集

第 26 条当組合員の負担すべき費川は右の如し

第 1 項事務所借家料

第 2項備品費

第 3項消耗費

第 4項郵便税

第 5項役員給料及旅費

第 6項会議費

第 7項雑費

第 30 条 委員は年俸金 6 円以上 18 円以内取締人は年俸金 1 円以上 5 円以内として其金額は組合会議

員の評決による。

第 7 章会議

第 32 条 会議は組合員を以て組織し森林栽培保護及 1 週年度の経費支 11\の予算並に賦課徴集方法又は

規約に関することを議定す

第 33 条通常会は毎年 1 回 3 月に於て開く其開期は 4 日以内とす

但し時立により臨時会を開くことを得

第 8 章加入及退去者処分

第 42 条 当組合に加入せんとする者は事務所に申出証標の付与を乞うベし

明治 29 年の森林法草案における林業組合の規定は森林の保護取締りを強化する法律の公布に関して，

これを遵法させるための森林所有者の実践的な指導組織としての意図が政府にあったことがうかがわれ

る。組合設立の建前は森林所有者の過半数の同意を要することになっており，この点森林所有者による任

意設立という筋をたてているが，知事の必要とみとめる場合には地方森林会の諮問によって設立を強制さ

れ，設立後は区域内の所有者に当然加入の義務があった。そしてこのことは，前にのべたように，当時地

方的に結成されていた森林組合ないし山林保護組合の法制化の政府の提案であったことが理解される。し

かし明治 29 年森林法案は成立せず， 30 年における森林法からは林業組合の規定は除外された。 除外の

理由は公法的性格をもった森林法から任意的な性格をもった林業組合を除いたのであるが，林業組合の必

要をみとめて，政府の認可にもとづく各府県限りの組合規則を積極的にみとめていることはさきにのべた

とおりである。

明治 40 年の森林法で，はじめて森林組合の条項が規定された。との法律は明治 30 年の森林法にくら

べると，林業の発達を促進するという積極的な意図をうちだしており，組合規定の内容をみても，この構

想、がうかがえる。

すでにみたように，この森林法改正は公有林に対する営林監督の強化，林産物運搬のための土地の使用
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収用を規定しているが，森林組合規定は産業助長的要素を多分に含んでいる。すなわち組織の目的によっ

て造林，施業，土工，保護の 4 種を規定している。また公益を目的とする場合には強制l設立を認め，組合

組織によって自治的な統制機能を期待するものであったc

農商務省公示の模範定款によると， Ii共有森林の各共有者が共同して主伐収益其他一切の施業をなすも

のの例』として施業森林組合の定款をあげているのこの組合例は部落の共有する山林について適用され

たわ明治 8 年改組のとき，実質的には部落の共有であっても之を部落有とせず土地台帳面に何某何名所有

と記入した記名共有林がある ο これは第 9 条によっては地方長官が積極的な監督を加えることができない

ものであって，これについて組合組織を利用して監督せんとしたものである。

施業組合設立の目的は荒廃せる部落有林野そのものの回復を意図し，したがって区域によらず団地をも

って地区としている、実際的にもこの場合に限られたのであるq 組合の自治的機能を利用して行政的な補

助機関として機能しているわ

野守氏20)は『森林組合とは一地区内の森林所有者が相共同して一定の方法により森林の保護利用を図ら

んがため一部の統制をもって結合する組合なか抑森林はこれを合理的に施業せんとせば常に少からざる

固定資本を要し而も資金の回収は極めて遅々たるものなれば割拠的に小面積の森林を所有せる薄資者あり

では能くその経営を全うする所にあらず換言すれば林業を合理的に経営せんとするには大面積の地を以て

最も之に適するものと調はざるべからず。・・・・』として森林の大面積経営の合理性，共同経営の利点をの

べている。しかも森林組合の機能はこの目的を達成するにあってこの点が産業組合のように組合員の需要

を充たすことを目的とする組合と根本的に異なることを述べている。 p. 300 に『産業組合の目的は組合員

の需要を充実するにあるを以て其結果として組合員に対し信用及作業資料を供給し生産物販売の使を計り

組合員の経済的地位を改良する等専ら組会員そのものの利益を図るを目的とし組合員各自に属する土地の

使用については其自由を放任せりと雄も森林組合は組合員その人に関係なく主として共同的に一定方法に

より森林の保護経営を為すを目的と為すを以て組合地区内にある組合員の森林は全然之を組合に提供し組

合の事業として之を経営するにあり故に組合地区内の森林の所有者は組合設立の時より当然其使用権を制

限せられるものにして此点に関して産業組合に対比し著しき径庭あり。』 とのべているとおりである。要

は産業組合では組合員の利益向とを目的として組合員自身がはかろうとするのに対し森林組合は各自の所

有をこえた広地域の森林の合理的な経営が目的であって，その結果として組合員の意思は制限せられるも

のであることを述べている。前者の目標が私経済的結合であるのに対して後者は土地経済の立場にたつ。

このような観点は島田博士の場合も同様である。

島田博士は森林組合今後の発展等として， (森林組合論 p. 20) Ii本来森林組合の対象は少くとも直接

には林業者にあるのではなくて森林自体にある門....時には森林自体のために個人の怒意を抑制し犠牲を

強いる場合もあり得ねばならぬJ として， Ii元来私有林面積の 66 '}-6は 20 町歩以下の所有者の所有に属

する山林であり，所有者からいえば 75 %が 1 町歩未満の所有規模であるという零細林業が首位をしめる

本邦林業では組合組織による白主的統制jにまたざれば統制の末梢的伝達は到底期し得ない』として統制機

能への転化の方向を示されている。

このように森林組合の歴史的展開においては，経済人としての私経済目的よりも土地政策的見地から設

立を勧奨せられ，林業の特質として小所有分離の乱伐経営よりも大規模経営の原則にもとづく統制が合理

的なりとする理想論をもって森林組合を規定し，指導方針として採用された。
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すなわち，私経済的流通機能よりも組合の自治機能を利用して林野行政を具体的に処理していく補助機

関として発展し，意義づけられていったのである。

明治 4ω0 年の森林法改正に伴う森株組合の設立H山) 3 

E砂助り功J金および低利資金の貸付を行なつた。すなわち治水事業費の一部として森林法第 62 条第 1 号の目的を

有する森林組合の設定を奨励するため. 1 町歩に対し 50 銭以内の補助金を交付することとした。大正 2

年から 4 年度の 3 箇年聞に交付した組合数 28. 施業面積 14.000 町歩でその奨励金の支出額は 6.000 円

であった。また組合の事業実行に必要な資金供給に低利資金融通を行なった。その他各府県においても森

林組合設立の奨励を十分に徹底せしむるため組合の事業として，植樹した場合は植栽面積に応じて補助金

を交付し，あるいは無償で樹苗を下付し，あるいは組合地域内で荒廃した保安林の復旧に必要な地縁保護

植樹，地総保護工事の施行を命ぜられた場合にその植栽面積または地球工事経費に応じて補助金を与え

た。

かくして森林組合設立は政府の補助政策によって増加の道をたどって. 11百和 14 年末には 2.663 組合と

なった。

組合の設立地区は部落有林野を区域とする団地的結合主各個別的森林所有者の地域的結合との 2 つに分

けられるが，補助金の交付受領については部落よりもむしろ行政村の立場において設立を推進された場合

が多く，組合の地域は部落から連合部落および t 町村全域に拡大する傾向をもつにいたったっこの点を年

度別にあげると次のようになる。

表 11. 年度別森林組合平均地区面積

年 度 | 平均地区面積

大正 5 年 473 町

昭和元年 661 

l l 年 803

備考森林組合論(島田) p. 18 より

V-3 栄中央土工保護森林組合の発展町

栄森林組合についてはまえに概況を説明したが，これが土工組合として発展してきた端ちょについて

は，地域経済の発展策として林道開発が行政村の立場から取りあげられたことにあるのであって，村政担

当者がこれをとりあげて，これを模機に，森林組合が結成され成長をとげた姿をのべてみよう c

大正 15 年，林業共同施設奨励規則によって森林組合の新設する林道に補助金が交付されることになっ

た。これが佐野林道建設の契機となり，組合設立の端ちょとなったのである。

当時の村内の事情や林道開発に対する村の意向を，昭和 4年当時の御料局に対する陳情書からひろって

みよう。

『片房沢御料林所在地たる栄村は実に山間僻阪地にして人口僅かに 3.500. 戸数 560 戸に過ぎず，其の

村地域 2.800 町歩，時価 58.000 円に満たざるー寒村にして現時村民等は如何にしてか此窮境を脱出し

苦患を免れんと焦慮の結果山村における唯一つの好適事業にして最大困難を伴う本林道を開発し以て林産

物の搬出に一大改善を加え生産量を増加せしめて一村の開発を図らんとするものである。』 と建設の目的

を述べているd 林道開設には御料林の補助を請願している。本村と御料林との共存関係については，つぎ

のようにのべている。本年 3 月における御料林の失火に際し村民が直ちに出動したように常に保護の任に
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あたっている 組合員所有の山林 900 町歩にたし、して御料林はし850 町歩でー私人の所有地ならば当然組

合に加砲し一組合員として共同作業すべきであるとし，また林道開設前後の林価のl騰貴をみると年々の生

産価額の差額は 2 万円にのぼり 4.......5 年で補助額の回収ができるとし組合員は路線の一部しか利用できな

いが御料林は最奥地にあるので全線の利用ができ，しかも組合員以外のものも林道事業には労役の義務に

服する計画であるp このような理由をあけ'て相当額の補助金の交付を申請しているp 林道利用地域の生産

量は昭和 3 年当時，表 12 のとおりでて、あって運賃率の高価のために 4 寸以下の小材，不良材は遺棄せら

れたが開発後は運賃 1/3 となり，木材 25.000 石，木炭 50.000 俵に増加するとのべている。

表 12. 林産物生産量(昭和 3 年度現在〕

豆、、7}ìr-竺竺|内船駅|大宮駅|十島駅| 言|
石
俵
円
U

円
U

∞
∞
 

R
υ

円
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2.000 

10.000 I 

8.000 

35.000 

この地方が造林の先進地であり，伐期に達した美林が成立しているにもかかわらず微路に乏しく，今な

お馬背によらなければならない実・情にあったc 林道開発を本村経済の発展におき，御料林の開発とともに

林産加工による農村工業化への方向をもって振興策として. Ì1白道地域のみでなく全村的一致をもって進め

られていることは注目されることがらであるc

事業計画を見ると腕員 5 間，延長 8.973 間で，昭和 4 年から 8 筒年計画としている。

表 13. 林道工事費用分担予定

科 日|金額 備 考

御下賜金 66.000 片房t尺御料林 1 ， 850 町に対する補助金

国庫補助金 28.000 林道開発費の 1/5 補助

県費補助金 23 ,000 // 1/6 // 

キ，t 費 3.000 栄村費補助金

組合員負担金 20.000 組合員 780 町歩に対する負担金

言j. 140.000 

かくて組合の設立については『今般森林産物搬出の施設及び危害防止の目的をもって栄中央土工保護組

合を設立したく』として昭和 3 年 7 月森林組合設立許可申請書を知事あて提出しているc これには設立同

意書，設立同意書名簿および森林面積表組合地区内図面，定款をそえている、設立発起人は栗原一朗，山

本忠孝，若林文ーであったペ

林道開発に関する推進は行政村当局において立案され，実行にうつされていった。森林組合の組織は林

道関係部落の森林所有者が組合員になっているが，実際には関係部落民の全員の利害に関係することであ

り組合役員は村当局者が兼務して事業を推進しており，森林組合は行政村の補助機関的な存在であったn

定款の一部変更はたびたび行なっているが，道路の設計変更により関係部落を追加し. u森林の保護』

をより一般的な『施業』に改めたが，これは補助金交付の便宜で事業の内容よりも字句の変更にとどまっ

Tこn

この組合の設立は林道開設のための組織であったから，工事を実行していく上での業務があったわけで

あるn また補助金申請や資金の導入の問題があったハ
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その支出収入の内訳をみると，表 14 ・ 15 のとおりである。

表 14. 工事費年度別支出額

|事務費|宗管品|会議費|測量|工事費|雑費| 計 |備考
昭和 3 年 422 45 73 1.774 2.314円

4 1.985 740 313 150 20.723 2.769 26.230 

5 1.191 360 209 26.592 28.352 

6 1.208 480 225 22.786 929 25.628 

7 1.319 197 23 ,885 25.401 

8 1.412 97 20.176 21.685 

表 15. 工事費年度別収入額

|区村費|県費|御料林補助I ~P昨|目管室|品使晶| 計 |備 考

昭和 3年 410 11ω~ I日2∞
4 500 6.000 7.028 140 13.668 I 30 ,000 

5 500 6.030 7.826 1,479 15.835 

6 4.760 11, 862 960 4.457 22.039 

7 4.700 9.893 796 15.389 6.700 

B 4.190 8.422 5.411 351 18.374 5.000 

昭和 7年度事業報告によると，工事はすこぶる良好なる成績をおさめたるも，打ち続く財界不況は金融

機関の破たん，繭{面の暴落，補助金の減額，組合負担能力の減殺にほう着したが，幸いにも所期の目的を

達成したといっている。昭和 8年をもって幹線の林道は一応完成した。

森林組合はここで所期の任務を果たしたが，残された問題は林道府j用料の徴収であった。林道利用によ

る運搬事業については組合の直営として行なうことには賛否両論があり，結局有志の聞で組合事業とは別

個に開始された。

表 16. 自動車運輸事業収支報告

収入|支 出

運賃 I 10 ,863 I 会議費 I 0 

雑費 I 101 I 事務費 I 268 

貨物自動車費 I 4 , 134 

自動車購入費 I 2.774 
雑費 o

計 t 10.964 t t 7.176 

昭和 10 年 9 月の臨時総代会における貨物自動車

運輸事業実績報告は次のようにのべている。

『本事業実施にあたり之が直営の可否にあたり本

会に計りたるも本事業につき経験なきを以て疑催し

て決定せざりしも，林道沿線より伐採されたる材木

は 25.000 石と算せられ，この搬出の方法を講ずる

は一日も忽にするを許さず旦本林道開設の目的にも

添はざるをもって止むを得ず私債を起して本事業を

断行したり。』 昭和 9年 10 月から 10 年 8 月の収支の状況は，表 16 のとおりである。

この事業は 6.400 円の借入金をもって始められたが，この期間中に借入金および支払利子 4.050 円を返

還している。

このあと総代会において収支実績を承認し『従来本件について直営か請負かで異見があったが，これは

自動車事業を知悉しなかったからで別段の好成績によって組合において直営のほかなきこと』に全員賛成

している。この事業はその後さらに鉄道運送業をもあわせて兼営する。かくて森林組合は新たな事業を追
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力日しTこ。

このような経過をたどるうちに山村経済更生時代にいたって，森林組合もその役割lの一端を負わされる

ことになった。

本村の経済更生の 3 大要件としてあげているものはつぎのようである。

1) 山岳地帯を開妬して原生利用の途を講ずる

2) 負債 60 万円の償還計画をたてること c

3) 耕地を最大限に拡張して食糧自給に達すること。

更生計画の内容の主なものをあげると次表のようになる。

計

表 17. 経済更生計画

費実行主体

農事実行組合

負債整理組合

農事実行組合

栄村

産業組合

栄村

農事実行組合

共同収益椎茸原木林

椎茸乾燥場

負債償還畑

架増産指導畑

青年道場

農作道

組合倉庫

共同作業場

製材製函工場

堆 l玩肥舎新設

筋増産指導畑

函 内 平等 経

1 部落 5 町歩 7 カ所， 35 町歩

7 カ所分

三位栽培 1 部落 2 町歩 7 カ所

1 部落 1 町歩

12.000円

2.000 

6.000 

3 ,000 

3.000 

7.000 

6.000 

4.800 

12.000 

1.000 

5.000 

5 カ所

90 坪

森林組合として実施すべき事業としてつぎの事項をあげている。

1) 佐野林道の維持

2) 伐採・製材・製函事業

3) 幹線林道からの木馬道の開設

4) 林産物運搬事業の経営

5) 森林火災予防

6) 無償苗木の配布，植林事業

製材・製函事業は補助金を受けて村の事業として工場を建設することであった。昭和 11 年補助金5.000

円をもって建設された。組合員にたいする負担はなかった。完成後は組合自らが直営するよりも山村経済

の立場から製材工場をつくって林産事業を発展させることに設立の呂的があったから，業者に貸与され運

営されている。その後昭和 13 年には農村経済更生特別助成金 3.000 円，農村工業奨励金 3.000 円が交付

されて補助金受領組合として経過した。

かくて農村更生時代における組合の運営をみると組合員との直接的結びつきよりも村政との結びつきが

強く，組合の名前において実施されている事業はその実際は村の当局者が事業の計画運営に参加し，組合

は村役場の下部機関といった具合であった。

昭和 14 年森林法の改正にもとづく改組の際，昭和 16 年 10 月，このために臨時総会が開かれた。モ

れは，
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1) 第 1 @11+1資払込の件

2) 改組経過報告

3) 森林組合連合会加入の件

を内容とするものであった。

林業試験場研究報告第 121 号

昭和 17 年 3 月の総会記録には次のように報告されている。

組合員から組合へ届出ならびに禁止に関する事項として

届1:1:\

1) 組合員の持分を譲り受けたとき

の住所変更のとき

3) 地区内森林の廃止，成立のとき

4) 森林地番分合所有権の得喪，抵当権質権の設定移転消滅の場合

5) 森林または共有の持分を地区外の者に譲渡するとき

6) 組合に加入せんとするとき

7) 出資口数増加のとき

承認事項

8) 共有林の持分を譲渡または抵当権質権を設定せんとするとき

9) 不可抗力により森林面積の減少により出資口数を減少請求するとき

禁止事項

1) 立木および素材の販売は森林組合が行なうことになり，組合員の直接販売はできない

2) 立木伐採計画の指定を受けた者は指定期間内に指定どおり伐採造林をしなければならない

の もし命令に従わなければ知事が伐採を停止またはその者に代わり伐採造林をする

4) 木材は森林組合を経て地方木材会社に売り渡すこと

5) 薪炭材その他林産物は一切森林組合を経なければ販売できない

6) 組合員の譲渡売買は必ず組合に届け出て承認を受けること，もし組合が買受けたときは他人に優先

する

7) 原則として伐採搬出加工も一切組合が直営で行なわ ただし製材については制限事項がある

木材統制法の公布によって木材統制機構の一機関として森林組合組織が利用されることになった。この

ようにして組合は経済事業にも活動するようになった。さきにのベた運送事業については企業整備令によ

り 18 年 4 月自動車運送事業は山梨県貨物自動車会社に統合され，鉄道運送についても日通に業務を委譲

Lている。こうして木材供出については素材生産，製材事業を直営して統制に協力した。

番号戦後は経済情勢の変化にともなって製材事業を中止した。昭和 22 年の通常総会において『経営菌よ

りみて国営県営等の団体経営よりも個人的自由経営の方が透かに能率が昂上する点より見て，製材事業は

組合経営を一時的に打切り第三者に移転する方が得策ではなし、かと思う。組合としては本来の目的たる育

苗造林事業，林道の管理に選進する方が此際賢明な処置なりと役員会において決定した。ここに本議案を

提出する。」 として中止に賛成している。そこで栄木材株式会社が設立され，御料林材の払下げを受けて

操業したが，前にも述べたように原木の不円滑から製材事業は失敗に終わり昭和 27 年 11 月には組合役

員会において製材工場引取りの件が議せられた。
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すなわち IF製材工場は昭和 22 年 9 月に栄木材会社に貸与して丁度 5 年 2 カ月になる。組合としては

御料林材の払下げが不能になったので貸与したが，すでに契約期間も過ぎたし栄木材株式会社としても工

場操業の考えはなく，その残業も一応完了したc 資金面の見透しもあるのでこれを引取り，組合で運営し

たい。引取後は最小限度の規模で堅実な運営をなしたし、J として賛成している。

戦時中における組合の活動は木材統制を通じて戦力に協力することであった。それは林力の破壊をもか

えりみずに立木の供出に奔走し，地木社の下部機構として木材生産や製材事業に活動する結果となった。

このような事態は終戦とともに当然森林所有者の反感を買い，立木供出はもとより林産事業の活動も停止

し睡眠状態にはいった組合が多かった。ことに林産部門では木材価格の高騰によって一時活発化したが，

業者の復活とともにしだし、に脱落していったものが少なくなかった。立木入手の減退は乱伐によって林力

が衰えた点もあったが，供出価格の補償をしなかったことから組合から業者への販売が増し，むしろ組合

の取扱い量が減少する結果となった。栄組合の場合は，別に木材会社を組織した。

一般の組合は林産事業を中止して造林事業または指導事業へきりかえる傾向が生まれた。このような造

林事業進出への契機はまた政府の指導によるところが多かったことも事実である。

このとき，森林法の改正がそ上にのぼるようになった。森林法改正についての契機やその過程は後に述

べるが，昭和 26 年の森林法の改正によって協同組合としての森林組合制度が誕生することになったので

ある。

日 昭和 26 年森林組合制度の成立

Vlー 1 農業協同組合の歴史的発展

産業組合の発展川5)341

森林組合の歴史的成立に関連して農業における協同組合の発達はどんな過程をたどったか，時代の背景

のもとに述べる。

協同組合立法としては，明治 24 年信用組合法案が第 2 議会に提出された。同法案は未成立に終わり次

に明治 30 年産業組合法案が 1889 年発布のドイツ法産業および経済組合法を母法として立案された。こ

れは貴族院において『従来の組合は勝手に作りつつあるものなるに持分 10 円以下に下るを得ずとなすが

ま口き法律を作らば却って難儀となるべくむしろ共同事業の発達を阻害せざるや叉本案は細民を救うことよ

りも商業の発達で大いに妨碍することとなるべし，商業界においては頗る熟考を要すべし，且物価ーのl騰貴

lは一般経済上より来ることなれば組合の力をもって，之を妨止するを得ず叉組合の存在に依り殖産興業の

実をあぐるものにあらず』として否決せられ，明治 33 年にいたって成立したっここに始めて協同組合に

対して法律的基礎があたえられたのである。しかしながらその先駆的形態としては，すでに明治初年から

蚕糸業の発達とともに生糸加工販売組合が結成されており，これらは日本蚕糸業の近代化に応じた自然発

生的な協同組合であるといわれている。

同法は既存の組合の保護よりも，設立奨励に中心がおかれていた。当時の経済的背景は日清戦争を契機

とする飛躍的な資本主義発達途上にあり，信用事業の外に購買販売生産等の広い分野における協同事業を

対象としたものであった。したがってこの時代には産業組合法のみならず，明治 30 年蚕種検査法，種馬

検査法，重要輸出品業組合法，生糸直輸出奨励法が制定され. 32 年耕地整理法，肥料取締法，府県農事

試験国庫補助農会法が，また 33 年には膏牛馬組合法，重要物産同業組合法が制定されたっこれは明治政
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府の国力増強策が一方には資本主義的生産の導入を， 他方には農村の経済力培養を必要としたからであ

った。このことは封建国家から近代国家への成立過程において封建時代の経済的基礎であったところの農

業を近代国家の経済財政の主柱としなければならなかったからである。かくて産業組合の制定は商人とく

に高利貸というような前資本主義的勢力からの保護および資本骨誕生産の確立に照応しての小生産者保護政

策の一環としてその意義がはあくされるのである。なぜならば，当時日本資本主義の後進的諸条件は必ず

しも農業方法の画期的発展には進み得なかったからである。

日露戦争後の国内経済の発展に伴って農業保護政策はさらに強化され，産業組合の普及発達が奨励され

たO 明治 42 年にいたって産業組合法の改正によって，産業組合連合会産業組合中央会がみとめられ明治

43 年以降各地に連合会の設立が相次いでおこり，私設機関であった大日本産業組合中央会はこの法律改

正によって，同年産業組合中央会に組織変更された。これはすでにでき上っていた中央会が全国的な系統

組織として，すなわち産業組合を下部組織としてもつものとして設立されたわけである。このことはイギ

リスのロツチデール (Rochdale) 式消費組合がしだいに全国的連合会に成長したこと， ドイツにおいても

産業組合の系統は 3 つに分れてそれぞれが中央会をもっていたが，日本の場合には一本にまとめられて信

用事業を主として，後には購買事業もできるような中央集権的な形を持つにいたった。

ところが欧州大戦に引き続いて襲ってきた世界恐慌 (1920年〉は産業組合機構に統制機関としての色彩

が強められ農村救済事業の一翼をになう結果になった。特に昭和 6， 7 年の農業恐慌には，経済更生運動

の中心的役割を果たす意味で産業組合拡充 5 箇年計画が実施されて変ぼうをとげた。その目標とするとこ

ろは，

(1) 組合未設置農村に全部設置すること。

(2) 農業者全部を組合員とすること。

(3) 農村産業組合は 4 種(信用・販売・購買・利用〉の事業を必ず営むこと。

但)貯金は倍加して 21 億円にすること。

(5) 貸付金は 19 億円にするとともに組合員の負債整理，組合固定貸付整理を行なうこと。

(6) 販売事業は米について管外移出米の 5 割 7 分1， 800 万俵を取り扱い，小麦については区域内生産の

3 割 4 分を取り扱い，生糸は輸出額の 2 割， 11 万俵を取り扱うこと。

(り 購買事業は金肥の組合において統制せられる可能額 320 万トンの 6 割を取り扱うこと。

(8) 農業倉庫は販売米の 3 分の 1 たる1，100 万石の収容力に達せしめること。

倒内部組織を整備し部落活動を盛んにすること。

同既設の地方的全国的連合機関を充実して全国的統制に進むこととともに全国農産物販売連合会，全

国農業倉庫相互火災保険組合，産業組合中央機関連絡委員会を設置すること。

ω 役職員組合ならび一般の教育活動を盛んにするとともに青年婦人児童の組織活動を促進すること。

このような広はんな内容を有する拡充 5 箇年計画はもちろん産業組合自体の拡充計画として立案された

が内容的には農村経済計画の線に沿ったものであり，産業組合はその中心機関として農業政策の前面に押

し出された。

昭和 12 年日支事変のぼっ発に伴なって圏内の戦時体制が強化されて産業組合は戦時統制の一機関とな

り昭和 18 年に農業団体法が制定せられ農会・養蚕組合等と合体されて農業会が生れ，終戦をむかえた。

そして農業会はつぎに述べるような発展をとげて農業協同組合に道をゆずったのである。
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農業協同組合法の成立の背景2 1) 37)

昭和 20 年 12 月 9 日に発せられた『農民解放指令』をみると，日本農業のもつ病源をつぎのようにと

りあげている。

1) 農村の過剰人口と零細経営

2) 高率物納小作料

3) 高率の農村負債の重圧

4) 農村金融の高利率，農業課税の重圧

5) 農民の利害を無視した農民および農業に対する政府の権力統制

農業農村の内包している問題をこのように摘出して『以上のような病源を切りとってしまわないかぎり

農民解放は進まないであろう』とのべている。Ií耕作農民に対しその労働成果を享受する均等の機会を保

障するため』の対策として農地改革案の提出を求められた。これが諸改革の出発点になっている。

農地改革によって，小作農を自作農として独立させた。資本と小農の関係が，直接的に対立することに

なった。零細農業経営のもとで，自家労賃の切り下げが依然として維持される。そこに経営の合理化と流

通過程の合理化が解決されなければならないとし、う問題が，前面に押し出されてきたc すなわち，農業生

産力の増進とあわせて農民の社会的経済地位の向上をはかることであった3 そしてこの解決はあたえられ

るものでなくて，農民自身が自主的に求めるべきものとして要請された。このような理念のもとで，農業

協同組合法は昭和 22 年 11 月に制定された。

さきにのベたように，農業会は昭和 18 年に団体統合の要望と戦争の要請にこたえ農業団体法(昭和18

年法律第 46 号〉の制定に基づいて農会，産業組合，畜産組合，養蚕業組合，茶業組合が統合されたもの

であって，戦時中の農業政策のにない手として国家目的遂行に重要な役割を果たしたのであった。ところ

が戦後の民主化の要請に応じて，農業会の改組が日程にのぼったこ

『農地改革についての覚書』が発せられて，政府は『非農民的利害に支配されず，且日本農民の経済的

文化的進歩を目的とせる農村協同組合の醸成並に奨励計画』の提出を占領軍から要請された。そこでとり

あえず，農業団体法の一部改正(昭和 20 年 12 月 24 日)を行なったっその要点を摘出すると次のようで

ある。

(1) 農業会の行政補助機関的な性格を改め，真に自主的活動を行なうことをその目的とした。

(2) 会長中心主義に基づく役員制度を廃止して，一般の法人と同様に，それぞれ団体の代表権を有する

数名の理事をおくこととした2

(3) 理事の選任については，従来の行政庁の任命または認可制度によるいわゆる官選方法を改め，市町

村農業会の理事は，会員の直接選挙によることとし，都道府県農業会および全国農業会の理事は，総会に

おいて選任することとした。

性) 中央団体たる全国農業会は，国家総動員法に基づく勅令たる全国農業会令(昭和 20 年勅令 525 号〉

により設立されていたが，これを直接農業団体法に基づく団体に改めた。

(5) 農業会の統制規定に対する服従命令および役員の解任処分等の行政庁の権限を廃止し，行政庁は法

令違反，公益侵害等の場合に限り，役員の改選を命令することができるものとしその他行政庁の権限を

極力縮少した。

以上のごとく，農業団体法の改正により，農業会は，従来の統制i団体的色彩を極力払しょくし一応自
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主的団体としての法律的基礎を与えられた。

農業協同組合法が制定されるまでには 2年を費しているが，これは伝統的な協同組合の原則に基づいた

理想的な形態をそなえたものであった。そこに到達するまでには第 1 次案から第 7 次案にし、たる経過をた

どったのである。そしてその成果は次に示す農林大臣の国会における説明にあらわれている。

『農村の民主化と農業生産力の発展を期しますために農業団体制度を根本的に刷新し，農民の自主的協

同組織の確立，助長をBS! りますことは，農地改革と並んで農業及び農村に対する基本政策と致すものであ

ります。

農地改革は申すまでもなく我国農業をして低位な生産の段階に止まらしめ，その近代化への道を阻げて

いた土地制度を根本的に改革し，農地の所有，分配，矛IJ用の関係を合理化することによって農業の近代化

その社会的生産力の発展の道を聞こうとするものでありまして，着実に進行をみている次第であります。

然しながら，この農地改革の実施をもって直ちに農業の近代化を来し農村の民主化なれりとすることは

未だ早計であると思います。このためには，耕作する農民の利益が民主的に正当に代表されると共に，農

業経営の実際におきまして，我国農業の零細経営からくる不利益を補い，協同の力によって，経営の合理

化，生産性の向上を図って参ることが緊要であります。

協同組合は農業経営のあらゆる分野につきまして，刷新改善を図り資材等窮屈な事情にありますけれど

も，新たなる農民の勢と努力によって，新生面を開いて行かなければならないと信ずるものであります。.!I:

農業協同組合が独立して発展してゆくためには色々な未成熟な条件を是正してゆく必要があった。この

点について衆議院の付帯決議を引き出してみると，

1) 金融の自主的確立に関して十分な措置を講ずること。

2) 技術員制度を確立しあわせて研究機関を設立すること。

3) 森林組合漁業組合等差是山漁村に対する協同組合組織の確立に関しすみやかに法的措置を講ずるこ

と。

4) 公職追放該当者たりし者は農業協同組合の役員に就任しないよう措置すること。

5) 政府は農業協同組合の設立育成に関し，積極的な援助を行なうこと。

農業法が制定されるまでの経過なり問題点は以上のようである。森林組合制度の改正は 4 年後に森林法

の改正とともに行なわれたのであるが，それはこのような情勢のあとをうけてどんな道筋をたどったかを

のベたし、。

日一 2 森林組合制度改正の背景32)

森林組合制度の改正については，昭和 22 年に農協法改正のあと 4年後に行なわれた。これには占領軍

の示唆がつよく作用した。昭和 25 年 2 月に発せられた勧告の内容は，つぎの諸点に要約されるc

1) 森林計画の編成およびその遂行は国の責任でおこなうこと。

2) 森林計画の対象範囲は国有林を含めた全森林とすること。

3) 森林計画の確実な実行のために森林区ごとに林業経営指導員を配置すること。

4) 経済行為を行なう森林所有者の団体は加入脱退自由な協同組合制度によっておこなうべきこと。

5) ただし強制加入制度の森林組合は経済事業をおこなうべきでないこと。

すなわち森林組合が行なっていた施業案編成制度を国の責任において編成される森林計画制度に切り換
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えるとともに，森林組合の組織および事業内容の根本的な改正を示唆されたのであった。

森林組合の協同組織に関して同書簡は『森林組合が経済行為をなしうる規定を森林法から削除dJ， Ii協同

組合主義の原則にもとづく個々の森林所有者の団体が経済行為をなし，その連合会を設けうる規定をつく

るべき』ことを述べている。

この勧告にもとづいて政府が改正原案の作成に本格的に着手したのであるが，法律化されるまでの論議

の経過を要約すると次のようである問。

1) 旧組合をそのまま維持存続せしめることが現状において最も妥当であるとする説ご

2) 旧組合事業中の経済事業を排除して純粋な土地組合的なものとしての森林組合制度とし，経済事業

については別途に協同組合を設けることを妥当とする説。

3) 森林所有者の協同組織としての森林組合制度一本建とすべしとする説。

4) 農業協同組合と合体しうる道をひらいて農林業協同組合，森林協同組合のいずれかの協同組合を任

意にとりうるようにすべしとする説。

第 1 説は森林組合の現状は必ずしも満足すべきものではないが，ーたんこれを解体して再出発をする場

合には従来のような組織網を再現することがおぼつかないので，これまでの組合組織をそのまま維持しよ

うというものであったc しかし現状維持はG'H ・ Qの勧告と合致せずこれを押し通すことは不可能であっ

た。これに対して第 2 の説は勧告にもとづいた意見であり， 1 つは森林計画にたL、する意見具申なし、し連

絡機関的な非事業団体であり， 1 つは経済協同組合である。この二本建にすべしということであったつし

かしながらせまい同一地域に 2 つの団体を存在せしめる考え方はあまり形式的で弱体化を意味するとして

第 2 の説は主張されず第 3 の説が採用されたのである。しかし第 4 のように農業団体との調整を考えた意

見もあり，また第 5 説のように森林所有者のみならず木材業者，林業労働者を含めた林材統合の林業協同

組合制度が考えられたがこれは森林所有者団体の反対があり日の目を見ずに終わった。

論議の過程では，農業界につぎ刊のような反対決議の事情もあった。

農業協同組合と経済基盤が同一であり，事業内容の類似した 2 つの協同組合が併存することは経済不振

にあえいでいた農協にとっては両者の対立抗争によって共倒れとなる可能性ありとして，全国農業組合代

表者会議では森林協同組合の設立に反対し，むしろ農業協同組合法を改正して農民の範囲を拡大し，事業

の範聞を拡大すべしというつぎのような決議がなされた。

農林業の実体にかんがみ森林協同組合法のごとき法律を制定しないこと。

(理由)

農業と林業が分化していない実状よりして農山村において農業と森林業との協同組合組織を別個につく

ることは農山村経済の維持発展を阻害するものであるから，むしろ農業協同組合法を改正し，これに森林

経営者ならびに森林労務者を加入せしめて有機的運営をはかるべきである。

この決議に対して政府から『林業の特殊性に鑑み森林協同組合は一応必要とみとめられるが，なを検討

致したいJ という回答がなされた。

以上のような各説があったが，結局現行の森林法の内容に決定された。

改正後の状、況を村子氏の言葉からひろってみよう。

『旧組合はこのたびの森林法の改正により，その目的も，事業の内容も根本的に変ったところの民主的

な新しい組合に発展的改組をしたのであります2 私達も組合移行に際しては，此の機を逸してはと足を俸
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にして各部落を訪ね，いくと万ミ地元民の説得につとめる等指導に万全を期したのでありますが，従前の組

合と組合員の間にあまりにも大きな溝が生じておったために，組合の不要論さえ続出する状況にありまし

た。幸いに諸機関の協力を得て，ほとんどの組合は難なく移行されたのであります。しかし定款変更によ

ってそのまま旧組合が新しい組合に移行できることとなったために組合はただ看板の塗り替えといった感

じで，その内容につレても正しく理解されているかどうか，甚だむづかしい点があります。』

市町村という行政区域を単位として設立されていた旧組合の改正後の組合のあしどりはつぎのようであ

る O

IB組合の設立状況は 26 年 12 月現在で総数 5.828 組合であったが，新法施行によって定款を変更し新

組合に移行したものは組織変更の法定期間である昭和 27 年 3 月 31 日現在で 4.366. 新規設立を加える

と昭和 28 年 10 月 31 日現在では総数 5 ， 264 の森林組合が設立された。すなわち新組合の移行は非常に

スムーズに行なわれたわけである。

この辺の事情は，またつぎのような座談会11)によって察知できるの

大島『森林組合が森林法の改正で本質的にかわり，その移行がスムーズにし、ったことは結構ですが，半

面そこに問題が残っているのじゃないかといったことも耳にするのです。それで、本当にスムーズに移った

ものと考えていいですか。』

植田『スムーズに移行したことは事実だが，問題はその本質にある。従来の組合は他力的な考え方で進

んでいた。改正後町三組合はそれが許されない。経済団体として自立せねばならん。従来の組合がスムーズ

に移行したといわれるだけに，そこに頭の切換えがはっきりできなかったというウラミは残っていると思

う。数からいえば，ともかく 5.000 の新しい組合ができた。それが全部経済機能をもっているか?という

問題だと思う。そこに大きな悩みがあるわけだ。』

小林『本当は森林所有者が組合の必要性を自覚して盛り上げて来ることが理想ですね。それを形の上だ

けで無理に作っただけに，考え方によってはいつまでも無理がたたってゆくということが考えられる。』

国会の審議の過程で問題になった点についてはさきにふれたが， それは要約すればつぎの諸点であっ

t.:.削 2 8)。

(1) 協同組合として自然の成立にまかせておけば，全国的には 1 府県に 2""'3 しか設立されないような

事態が生れるのではなし、か。

(2) 睡眠組合の多レ現在，政府の補助で専従職員をおかなければ組合が弱体化するおそれがあるのでは

ないか。

(3) 融資，技術員設置，林道等の諸点について政府が格段の補助をしなければ折角の組織網が破れてし

まうのではないか。

そこでとられた政府の措置は，当時の組合をできるだけそのまま新組合に移行することであった。すな

わち政府の指導方針はつぎのようである。

V1-'3 新組合設立の指導方針

新森林法の施行にともなって新組合成立のためにどんな指導方針，手続がとられたか。それについてま

ず昭和26年 8 月に出された通達『森林法等の施行に伴う森林組合及ぴ森林組合連合会の指導監督に関する

件』の内容を検討してみよう。その前文において旧組合は『施業案の編成及びその実施乃至は施業の調

整』を主たる目的とした森林所有者の強制l加入の団体で、あったが，こんど新たに指導事業経済事業を中心
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とした協同組合組織の民主的団体として発足することになったこと，それは性格，組織ともに旧組合と根

本的に相違していることをのべているらしかしここでとられた実践的な措置はつぎのようであったc

新組合の成立にたいしては組織の変更の手続をとったO すなわち模範定款例により新定款案，事業計画

変更案を作成して， 旧法によって召集した組織変更特別総会における議決によったのである。 その結果

く 1) 大多数の旧組合をそのまま新組合に移行させたこと。 (2) 町村単位の組織に拡充したこと。 (3 ) 

地区の変更をみとめなかったこと。 (4) 旧組合員はそのまま新組合員となるよう指導したこと o (5) 

不在森林所有者を除外しないよう指導したことごこのような結果にたいして新組合への移行は形式的な看

板の塗りかえにおわって協同組合への実質的な改革がなされなかった，という批判があった。組合事業の

運営については，組合員の経済的向上をはかるための経済事業や指導事業は協同組合にとって本来的なも

のであるが，早急には達成できず，従来からの行政指導に関連する諸業務がとりあげられ，その補助金の

一部や手数料が財政上のおもな財源をなしている状態であった。

すなわちそれは， ( 1) 森林計画の周知徹底のための連絡事務， (2) 森林計画に対する森林所有者の

意見具申事務， (3) 官庁その他に対する手続その他の代理あっ旋事業等， (4) 造林，林道開設のため

の農林漁業資金の融資， (5) 伐採調整資金の取り扱い等森林計画実施のための金融関係事務，である。

このようにして協同組合としての外観をとりながら，森林所有者自身の自覚にもとづいて再編されず，

のちにのべるような旧組織と協同組合との聞に介在する本質的矛盾については組合員の間で検討の機会が

あたえられなかったのである。

国 森林組合の現況30，

まえがき

全国の森林組合数は 5 ， 000 に近レ。山村には必ずその姿がみられる。その実態をみると，一つ一つが変

化のある姿をしている。かんたんに森林組合の実態を一色に塗りつぶしては理解できないものがある。昭

和 26 年改組されて以来の組合のあしどり，さまざまな実態を統計によって分析し，そこに存在する問題

点，将来の方向を，はあくできるようにつとめた。

使用した統計は林野庁が昭和 28 年 7 月以降 4 固にわたって全国の単位森林組合についてーせい調査を

:行ない，その結果をとりまとめた「森林組合統計」から引用したものでつぎの方法によった。

(イ〉特に記載しないかぎり施設組合だけを対象にした。

(ロ〕調査時点は，組織的事項については各年度末現在の時点の状況を示す。しかし 27 ・ 28 年度につ

いてはそれぞれ翌年の 7 月 1 日現在である。財務・事業の事項については年度末決算書による。

(ノウーせい調査対象組合数および調査表提出組合数は時点によって違うので，組合組織，事業内容の

年度比較やすう勢をみる場合は注意を要するc

表 18. 年次別施設組合数

回数|調査時点|調査対習合島常舎で管室i調査表提間合格♂摂理閥提出率2
昭 .28. 7. 1 100ρ。!6 4 ,995 100 % 96 

2 29. 7. 1 5 ,286 101 5 , 138 103 97 

3 30. 3.31 5 ,289 101 5 , 116 102 97 

4 32. 3.31 4 , 847 93 4 , 649 93 96 

5 33. 3.31 4 , 606 88 4 ,473 89 ヲ7
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刊一 1 組織の状況

(1) 新森林組合設立状況

昭和 26 年の森休法改正によって，新組合の設立は大部分組織変更手続によってその期限である昭和 27

年 3 月末までにおこなわれた。この手続の成立は団体の同一人格性が維持されること，その債権債務関係

に変動がないことに前提をおかれるべき性質のものであり，したがって旧組合と全く性格をことにした自

主的組合の再編成とし寸見方からすると必ずしも妥当な措置ではないのである。すなわち全く便宜的な措

置というべきであり，こうして驚異的な数の森林組合が形をかえて一時にできあがったわけである。実態

は旧法時代の休眠組合が行政指導によってそのまま移行されたということであり，移行直後における組合

の設立状況を見ると次のようである。

表 19. 森林組合設立状況 (fl?ii和 27 年 5 月 31 日現在〉

組 メ口込 数 出 資 金

総計 改組 新設 (人〕口 数 総 額〔円)1払込済出資額(円)

4 ,621 4 , 366 251 1, 555 ,611 1 7 , 390 , 768 1 363 , 102 , 573 

(林野庁経済課調〉

またその後の組合設立の状況をながめてみると次のとおりである。

表 20. 種類別森林組合数

総 数 施 書量 組 メ口斗

総 数|出資組合|非出資組合
組合 ω 出組合(B) A B A B I A I B  _.‘ 

昭 .28. 7. 1 5.209 4 ,995 5 , 195 4 , 985 14 

29. 7. 1 5 ,384 5 ,234 5 ,286 I 5 , 135 5 , 271 5 , 124 15 14 98 96 

30. 3. 31 5 ,474 5 , 268 5 , 289 i 5 , 116 5 , 275 5 , 106 14 10 185 152 

32. 3. 31 5 , 111 4 , 894 4 , 847 4 , 649 4 , 839 4 , 643 B 6 264 245 

33. 3. 31 4 , 895 4 , 745 4 , 606 4 , 473 4 , 598 4 ,465 8 8 289 272 

(注) 27 年度調査は施設組合のみを対象としたものである。

27 年 5 月末日現在では 4 ， 425 組合で， 28 年 7 月 1 日現在では 5 ， 209 組合となり， 30 年 7 月 1 日では

5 ， 289 組合となってその差は 80 で多少増加しているが大きな変化はみられない。組織変更期限までに一

時に設立されて，その後の新設がほとんどいうに足りなし、ことが示されているつしかし，反省期にはいっ

て組合組織の強化の立場から経営規模の拡大化がそ上にのぼるに歪って組合数は逆に減少の傾向にある。

昭和 32 年度よりはじまった組合振興対策は単位組合の経営基盤の拡大化を大きくとりあげているc

この直接の契機となったものは 1 つには町村合併である。町村合併促進法 (28年・ 9 月 1 日公布〉の目的

は， IF町村合併によりその組織及び運営は合理的且能率的にし，住民の福祉を増進するように規模の適正

化を図ることを積極的に促進し，もって町村に於ける地方自治の本旨の充分な実現に資すること』である

が，町村合併の推進によって指導的に森林組合の合併が促進され，経営基盤の拡大化が実現する契機が与

えられた。

種類別組合数をみると施設組合は全組合の大部分を占め，出資組合がほとんどで非出資組合は今後さらー

に減少の傾向にある。
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(2) 地域的分布および地区内森林の所有別，規模別面積

森林組合が成立している山村を林野比率によって分類してみると次表のように林野比率 50 %以下では

全体の 10 %にすぎず，林野率 75%以上の町村に集中していることが示される。

表 21. 地区内面積および林野比率別施設組合数 (昭和30年 3 月 31 日現在〉

地 区 内 面 積 林 野 比 率 J.j1J 組 主口治陶 数

林 野|耕 M未|か50%1 恥九%175%以上| 計

実数127MJi5421MF1 77 528 5 , 116 

比率 80 I 20 I 100 1.5 10.3 29.2 59.0 100 

森林組合の地区森林面積と全林野面積を比較してみると次の表のようである。

表 22. 地区内森林面積および組合員所有面積 〈昭和33年 7 月 31 日現在〕

民 有 林
区 分 総数 国有林

総数|私有林|公有林
備 考

千町| 千町 千町 千町 刊rl
地区内森林面積 ω 21 , 652 6 ,931 14 , 720 12 , 093 2 , 626 

組合員所有森林面積(B) 11 ,070 11 ,070 9 ,505 1,565 

i七 率 B/A 51 75 78 60 

12 , 884 I 
|公有有有林内千訳:都道府

全森林面積 (C) 23 , 152 7 ,342 15 ,810 2 , 926 県 924 町，市町
村 2 ， 002 千町

B/c 94 94 70 53 

すなわち，民有林面積のうち組合地区に編入されている部分は 92 %で，圧倒的に多いc また組合員が

所有している面積は地玄内森林面積の 75 %をしめており，公有林のうち都道府県有休は組合に加入して

いないので，この面積を差しヲ|いて考えると，組合員所有面積が民有林にしめている割合はさらにたかく

なり，森林組合が地域団体であるという性格は一層明らかになるc

次表 23 のように所有面積1，000 町歩以下のものがし400 組合あり， 3 ， 000 町歩以上のものは 1 ， 200

組合である。集中状態を示していないのは組合が行政区域を単位とした組合であることを物語っている。

しかし 30 年の場合と比較すると，わずかではあるが 3 ， 000 町歩以下のものが減少し 3 ， 000 町歩以上の

ものに増加の傾向がみられるコ部落と市町村一円のものとに分類すると，市町村一円のものが圧倒的に多

L 、。

調査時点

H百 .32. 3. 31 

比率

昭.33. 3. 31 I 4 ,473 

表 23. 組合員所有森林の人工造林比率別，面積別組合数

比率 I 100 14 

15 

685 

15 

15 

648 474 

13 9 

658 483 

14 10 

694 534 

16 11 
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表 24. 地域別施設組合数 (昭和28年 7 月 1 日現在〉

区 分 施設組合数 割合 総合農業協同組合数

A 部落または部落に準ずるもの 248 5.0% 2 ,638 

B 市町村一円のもの 4 ,467 89.4% 8 , 875 

C 2, 3 カ町村に帰するもの 210 4.2% 64 

D その他のもの 70 1.4% 10 

計 4 ,995 100% 

記号Aの割合が多くをしめる府県

県 別 | 総施設組合 |部落または部落に準ずるものの施設組合数

富山 87 18 

鳥取 69 16 

島根 217 44 

岡山 191 27 

山口 145 19 

(3) 森林所有者の組合加入率

その居住地によって分類すると，地区内居住者では組合加入率が 62 %，面積のしめる割合は 80 %で

あるに対して地区外居住者ではそれぞれ 53 %, 64 %となって後者の方が低率を示している(園都道府県

有林を除く〉。

表 25. 居住地別地区内森林所有者数および組合員数 (昭和30年 3 月 31 日現在〕

地区内居住者 (A) 地区外居住者 計 (C) A/C 

人 数|面 積 人 数|面 積 人 数|面 積 人数|面積

地区林内
人 町 人 町 人l 町% % 

森所有者
2 ,614 , 156 12 ,307 , 110 262 ,386 2 ,020 ,603 2 , 876 ,542 14 ,327 , 713 91 86 

地区内 1,612 , 119 9 ,913 , 939 139 ,635 1,288 ,039 1,751 ,754 11 ,201 ,978 92 89 組合員

組加 合入 率 も2% 80 53 64 61 78 

(注〉 国，都道府県有林は除く

旧組合は定款で所有者の面積規模によって組合員加入資格をきめていた。それが新組合にそのまま踏襲

されたものが多い。この実態は次のようである。

区分

実数

比率

表 26. 加入資格制限組合数 (昭和29年 7 月 1 日現在〉

資格制限を行なっている組合

68 

1 

森林組合員の総数はあまり大きな変動がなく，したがって加入率の上でも大体 60 %前後であって変動

がみられない。組合員を面積規模で分けて観察すると，零細所有者ほど加入率が低く， 5 町歩から 100 町
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歩の所有規模で加入率最高を示し， 1 ， 000 町歩を越えると急激に低下している。

表 27. 地区内森林所有者数および組合員数

地区内森林 組 メ口』 員 数
調査時点

所有者数 正組合員|準組合員| 加入率
計

日召 .28. 7. 1 師人[ 1,691 ,228 15 , 061 1, 706 , 289 64ρ。1>'

29. 7. 1 2 , 959 , 677 1, 712 ,898 15 ,580 1, 728 ,478 I 58 

30. 3.31 2 ,876 ,542 1, 738 ,921 12 ,833 1, 751 , 754 61 

32. 3.31 2 ,844 ,559 1, 719 ,367 18 ,281 61 

33. 3.31 2 , 968 , 078 1, 732 ,087 17 ,635 1, 749 , 722 59 

表 28. 階層別森林所有者および組合員数 (昭和29年 7 月 1 日現在〉

|区分 1 5 反未満 15信 11~吋 5h|li訓話ゐ1 1認;山続町出ZZ| 計

森林所有者|議 |12拝金1 24221l 刻 2;;;|14581 70;|334122? 

地問合加持|議 1 1ZZ会| :zJillzi231 44124 21134;:;誌
加入率|議 1 2zi:;|;;| 司 :;|::12|;:|:42
森林所有者が零細所有から成立していることは裏を返せば日本の林業が農林複合経営で行なわれている

結果であって，このことは次表のように森林所有者が全農民組織であるといわれる農協と二重加入をして

いることを示している。

表 29. 農協との二重加入状態 (昭和28年 7 月 1 日現在〉

区 分 組合数 |割合

組合員の 1/3 未満が農協に加入 I 22 I 0.4~百
組合員の 1/3 以上 1/2 未満が農協に加入 1 164 1 3.3 
組合員の 1/2 以上 2/3 未満が農協に加入している 1 383 1 7.7 
組合員の 2/3 以上全員未満が農協に加入 I 2 , 612 I 52.3 
組合員の全員が農協に加入 1,814 1 36.3 

計 4 ， 995 I 100.0 

(注〉 組合員の 1/3 未満が農協に加入する森林組合の多い府県は北海道の 9 新潟県の 5 組合であるE

仏) 連合会加入率

単位森林組合は系統的な組織として，連合会への加入率をみると次のようである。

表 30. 連合会加入未加入別組合数 (昭和32年 3 月 31 日〉

施 設 組 合 |生産組合

出資組合 l 非出資組合 I I I 

数|加入|未加入1 1--.----------，----総数|加入|未加入
総数|加入|未加入|総数|力日入|未加入I "U'~ I NH" I 

時

昭32年 3 月末I 4 ,894 I 4 ,601 I 293 I 4 , 649 I 4 ,585 I 64 I .6 I 3 I 

33年 3 月末I 4 , 745 I 4 ,443 I 302 I 4 , 473 I 4 ,414 I 59 I 8 I 5 I 

(5) 役職員の状況

戦時中旧組合は木材統制機構の一環として経営されてきた。戦争中の組合の行きすぎについて批判が加

えられたが，まえにのベたように，戦後活動を停止して実質的な活動をみないままに新組合に移行された
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休眠組合も少なくない1 ここで森林組合の事業執行体制はどのようになっているかをたどってみたい合

A 役員

昭和 33 年 3 月末現在において理事 40 ， 539 名，監事 14 ， 272 名である。常勤理事をおいている組合数

は1， 363 組合であって，その理事の数は1，504 名である。昭和 28 年 7 月調査(表 32) と比較すると，

常勤役員組合数も役員数も減少しているが，これは町村合併によって組合の絶対数が減ったことと，少数

精鋭主義が指導されている結果である。

表 31.役 員 数

理 事 監 事
R'!f 占

勤|非常勤|小 動|非常勤|小常 計 常 計

昭. 30. 3. 31 16 , 328 16 ,401 
32. 3. 31 1, 600 40 , 196 41 , 796 一 15 , 436 
33. 3. 31 1, 504 39 ,035 40 , 539 一 14 , 272 

森林組合では次のような点で役職員に人を得ていないといわれている。

(イ) 森林組合が往々役員の政治的足場に利用されることカ1ある。少なくとも村政につながりのあるも

の，元町村長，議員，団体職員から選ばれている場合が多い。

(ロ〉 役員の選任が適材をうることよりもむしろ地区代表的な性格をもって部落から選出されているコ

(ハ〉 緩営の責任体制が確立せず経営意識と経営管理に欠けている。

(ニ〉 このことが経営不振の悪循環をともない，報酬は無償であるか極端に低くく一般的に奉仕的水準

にある。学歴および報酬額は次の表のとおりである。

表 32. 学歴別役員数 (昭和28年 7 月 1 日現在)

|常 勤 11 非常勤 1 1 

l 学 歴 | | || | | |常勤役員

区分|李九重唱九重高|その他|計 |論121 計 |論12| 合計 l弘義
理事 1 378人 1 ， 062 1 1, 012 1 2 ,452 1 5 ， 173円 11 39 ， 793人 1 342円 1 42 ， 245人|
監事 1 21 1 72 1 1041 197 1 2 , 928 11 15 , 908 1 383 1 16 , 105 1 
計 399 1 1, 134 1 1, 1161 2 ， 6491 ー 11 55 , 701 1 ー 1 58 , 350 1 2 , 052 

(注〕 常勤理事報酬月額最高北海道 11 ， 000 円，東京 11 ， 500 円，最低宮崎 900 円，群馬 946 円，山梨
880 円，長崎 959 円

B 職員

森林組合の仕事は各分野において専門知識を必要とするが，職員の実態をみるとはなはだしく貧弱であ

る。実際に職員のいない組合は別としても，表 33 によると兼従職員のみにゆだねている組合が 1 ， 461 組

合，すなわち 1/3 近くをしめている。

表 33. 職員の雇傭形態別組合数 (昭和28年 7 月 1 日現在〉

区 分 組合数 % 備考

職員のいない組合 38 0.08 山形 15，愛媛6 千葉 4

兼従職員のみの組合 1 ,461 29.3 

専従職員の外に兼従職員もいる組合 808 16.1 

専従職員のみの組合 2 , 688 53.8 

計 4 ,995 100 
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表 34. 職員数および常傭労働者数 (昭和32年 3 月 31 日現在)

年 度 総数 専従職員|兼従職員|労務者

R?1. 30. 3. 31 

32. 3. 31 

33. 3. 31 

9 ,288 

8 ,996 

8 ,835 

2 ,400 

4 ,028 

4 ,286 

また専従職員数によって組合を区分すると 1 人ないし 2 人以下のものが圧倒的で3 ， 178組合のうち2 ， 300

組合を占めている。しかしながら傾向としては専従職員のいない組合が減って 3 人以上の組合が増加して

いく傾向があるの

表 35. 専従職員数別組合数

専従職員のいる組合数
調査時点|総組合数

人 I 3 人 1 4
1 ，似 i昭. 29. 7. 1 5 , 135 

30. 3. 31 I 5 , 116 1, 755 935 407 

32. 3. 31 4 ,649 1 ,503 857 447 

4 , 473 I 1 ,337 893 438 

職員の学歴および月額給料は次の表のとおりである。

表 36. 学歴別職員数

区 分 |大学，高専卒中退|旧中，新高卒中退|そ の他
事務職員 2 , 162 2 , 102 

技術職員 162 2 , 766 2 ,078 

その他の職員 4 270 2 , 829 

計 311 5 , 198 7 ,009 

(注〉 その他の職員の内，工場労働者 2 ， 272 人を含む。

VIl-.2 財務の状況

(1) 自己資本および固定資産

メλ
ロ

専従職員
のいない
組合数

1,603 

1,689 

1 , 471 

1,407 

(昭和28年 7 月 1 日現在〉

計 Il人あたり月平
|均給料(税込)

5 ,006 

3 , 103 

12 ,518 

4 ， 683円

5 ,540 

5 ,349 

5 , 191 

貸借対照表残高合計額について， 28 年度を基準にして 29， 31 , 32 年度末の調査組合平均額を比較す

ると 123 %, 162 %, 193 %と増加している=資産についてみると流動資産は 28 年度に比べて 31 年度

118 %, 32 年度 137 %であまり大きな変化は見られないが，固定資産においてはそれぞれ 222 %および

252 %と増加している。これは後で述べるように，伐調および農林漁業資金の転貸借金の増加によるもの

で，昭和 32 年度固定資産総額 132 億円のうち 84 %を占めている。

負債についてみると，流動負債よりも，固定負債の増加が著しいが，これも伐調資金および農林漁業資

金の増加によるものである。払込済出資金は 28 年度に比較して，後の 3 カ年はそれぞれ 119 ;?6, 168% , 

195 %と増加しているが 1 組合平均額では 32 年度でわずかに 40 万円にすぎない。
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表

区 分

, . 

11� 1frh ~ ilt' 1 千円|千円|千円|千円|千万円|千万円|千万円|千万四売嬰金 IMS貯 197.
|流動資産 1l ，2311l ， 2871I ， 4571l ，69116316「ぺ 7d喧聖書認し22Fid

額

度
訳

年
内

照

潮崎1年度13埠度同三度|剖年度|材2

対借貸表 38.

訳

1 27 年度!野喜 1 28 年度|開高|何度|開高 1 31 年度|問主
内の本資己自表 38.

分

百万円 千円 百万円 千円 百万円 千円 百万円 千円
払込済出資金 940 150 1.066 208 1.266 248 1.628 350 

資金剰余金 31 6 20 4 18 4 
37 45 

利益剰余金 129 25 171 32 212 46 

計 977 195 1,226 239 1,457 284 1.858 400 

区

況

平均

状資出表 39.

払込済額

千円
248 

A 

額|
千円1

394 

I 組

総
払込率払込済額出資総額出資組合数調査時点

% 
63 

千円
1.265.569 

千円
2.011.378 5 , 106 

351 491 71 1,628 ,289 2 ,281.500 4 ,643 

407 548 74 1,818.166 2 ,448.763 4 ,465 
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出資状況は 29 年， 31 年度をみると，総額においても，また 1 組合平均においても増加しているが，

さらにこれを払込額別にみると，
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表 40 で調査時点の払込出資金を比較すると 20 万円以下の払込出資金の規模のものは減少し，特に60

万円以上のものが割合からいって著しく増加している傾向がみられる。

有形固定資産への投資額は表 41 のように増加している。

年度

投資額

表 41. 有形固定資産

28 年度 I 29 年度 I 31 年度 I 32 年度
479百万円\ 66沼万円 I 912百万円\ 1 ，削百万円

表 42. 系統機関払込済出資金およびその他の固定資産状況

~竺王| 28 年度 29 年度 31 年度 32 年度

系払込統済出機資関金
百万円 百万円 百万円

210 282 371 416 

その他の固定資産 243 164 441 493 

長期貸付金 99 139 109 67 

事業資金としては短期借入金が重要な役割を果たしている。

(2) 借入金および貸付金

一一~竺竺l?)\

表 43. 短期借入金

28 年度 I 29 年度 I 31 年度
百万円|

1,352 I 
百万円

1,401 I 

32 年度

百万円
1,955 

昭和 31 年度借入金の状況をみると表 44 のとおりであるつ
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表 44. 借入金状況 (単位:百万円〉

29 
16 

借入金先をみると，農林中金からの借入金額の大きし、ことがわかるが，組合数からいうと，農協を利用

しているものが大きし、。市中銀行は取引関係、によるものでその比重も小さくない。また伐調資金および農

林漁業資金についてみると.次表のとおりでほとんど転貸資金としてつかわれている。

区

表 45. 伐調資金および農林漁業資金借入，貸付状況

分 28 年度 29 年度 31 年度 32 年度

伐調資金
12.721百万円

農林漁業資金 1.391 2.148 

計 5.968 8.665 11.813 12.721 

伐調資金 4.379 6.349 
10.245 11.160 

農林漁業資金 570 858 

計 4.949 7.207 10.245 11.160 

表 46. 転貸，自己資金別貸付状況 (昭和28年 7 月 1 日現在〕

借入

貸付

転貸資金によるもの

組合数|件数|金 額
I I 百万円

2.523 I 19.949 I 2.778.502 I 

組合自体の資金によるもの

組合数|件 数|金

363 I 2.897 I 
額
一
加
出

百
点dapｭk

d
 

(3) 補助金および賦課金

補助金の交付をうけている組合数およびその補助金額別組合数は次表のとおりである。

昭. 31 

32 

4 ,649 

4.473 

表 47. 補助金金額別組合数

1 5 万円未満 1 5万円""10万円 1 10万円以上|

l::;;|;::|;;:| 
計

工手Jけ
合
一

受
組
一

を
た
一

付
つ
一

交
か
-

2.750 

2.729 

年度 総組合数

1,899 

1,744 
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補助金支出先は県および市町村で，主として市町村からのものが多く，その内容は職員の設置補助金が

主たるものである。補助金の交付を受けないものが過半を占めているのは，町村との兼従職員のいる組合

を含むからである。

年度

昭. 31 

32 

総組合数

4 ,649 

4.473 |:;;|;:;|;::| 
計

1.563 

1.516 

l 徴収を行なわ
なかった組合

3 ,086 

2.957 

賦課金を徴収しなかった組合が過半を占めている。徴収の場合には出資口数に応じ，または平等割j等を

組み合わせている。賦課方法として組合員が立木を販売した場合，収穫手数料または伐採手数料として徴

ー収する組合もみられるが，行政指導によって漸次減少している傾向にある c

V1I-3 共同施設の状況

事務所をもっ組合数は次の表であらわれたところをみると減少しているが，ところが，これは 29 年度

以前の分は借入家屋をも計上されていることと，町村合併に伴なう組合数の減少の結果で，実際には組合

資産としての事務所数は相対的に増加しているものと思われる。

木炭倉庫は最近設置されているものもあるが，多くは薪炭統制時代に所有していたものが大部分であ

る。製材工場，移動製材機やトラックも木材統制時代からの引き継ぎが多くその所有組合数とともに減少

‘の傾向にある。

固定苗圃を所有する組合は 29 年度に比べて 31 年度 3 割. 32 年度 4 割増となっている。箇所数は減

少しているが，逆に間場面積は 2 倍以上に増加している。

羽-4 事業別状況

各種組合事業のうち最も広くおこなわれているのは教育指導事業，貸付事業，購買事業，施業受託事業

の 4 種類である。

教育指導事業はしだいに増加してきているが. 31 年度において減少しているのは，合併による組合の

絶対数が減っているためで相対的には実施組合は増加しているとみなして差し支えなかろう。苗木を主と

する購買事業ものびつつあるものの 1 つである。

各種事業の費用総額でその伸展度をみると. 29 年度に比較して 32 年度では林産事業では 153%，購

買事業 148 %.販売事業は 156 %と増加しているつ貸付事業も 32 年度は 29 年度に比べて，取扱組合数

の増加とともに. 188 %と増加している。

(1) 指導事業状況

実施事業の内容は表 51 のとおりで間伐，保育，植栽指導を行なった組合が多い。
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施設区分 |昭. 27年度I ~~年度 I ，._^=.I
|組合数|組合数|組合数|

事 務 所 1, 168 4 ,669 5 , 081 

事 業 所 161 146 

木 炭 倉 庫
478 

219 212 

その他の倉庫 330 297 

福利厚生施設 23 36 

固 定 苗 回 933 561 

移 動 苗 悶 482 796 

貯 木 場 240 268 

製 材‘ 工 場
591 566 

500 

移動製材機 102 

その他の工場 44 36 

ト フ f7 ((大小〉) 
142 90 101 

1ツ
19 21 44 

森林{所分有また収は借地林林 155 
149 
98 

自動車道および車道 2 ,258 2 ,428 2 ,028 

木 ，馬 道 532 652 562 

索 道 68 77 85 

軌 道 34 33 41 

その他の林道 623 771 472 

流 送 路 27 17 

当 該 組

表 49. 共同利用

29 年度

延数量

5 ， 131 棟 (4 ， 484 坪〉

194 棟 (4 ， 152 坪〕

320 棟 (5 ， 423 坪〕

414 棟 (7 ，233 坪〉

55 棟 (1 ， 508 坪)坪>
(1) (1 50坪

3 ， 355 カ所 (847 ,528 :PjZ) 

1 ， 836 カ所 (1 ， 754 ， 908坪〉

355 カ所 (111 ， 280 坪〉

541 カ所， 9 ， 154馬力・丸鋸854基・帯鋸238基 l

1 ， 294 馬力， 121 台

123 台
56 台

267 カ所 10 ， 038 町
257 カ所 5 ， 432 慣丁

21 ,997 km 

2 ,963 km 

174 k隅

214 k伽

5 ,811 km 

139 km 

表 50. 森林組合

メ口込 数 当該
区 分

昭坤度 I 28 年度 I 29 年度 I 31 年度 I 32 年度
千円

教育指導事業 3 ,689 4 ,272 3 ,781 3 ,639 49 

貸 付 事業 2 ,300 2 ,868 3 ,086 3 , 108 3 , 105 

種苗生産事業 1,328 1,306 1, 286 1, 167 1, 146 175 

林 産 事 業 668 763 718 809 878 1,328 

販 売 事 業 1,360 1,352 1, 337 1 弘403 1,533 941 

購 買 事 業 2 ,557 3 ,009 3 ,259 3 ,328 3 ,380 283 

加工製造事業 539 468 443 395 377 1,925 

利 用 事 業 1, 527 1, 944 1,649 1, 274 1,304 1, 394 

施業受託事業 1, 566 2 ,025 386 3 ,714 3 ,678 137 

その他の事業 923 一 279 1,045 1,097 383 

4 ,384 4 ,232 3 ,873 3 ,758 
ー そのの管理般費 一般管他理費 一 4 ,634 4 ,819 4 ,353 4 , 231 一

小計 一 一 一 246 

事業外収支 4 , 204 4 ,487 4 ,557 3 ,895 3 ,777 27 

A日. I I ~1 ， 697~ 

(注) ~ ~ は調査組合平均額とする。
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施設 の状

企三.....c 

延数

況

度

組合数| 量
I 32 年度
組合数| 延 数 量

I 4，~引且合資…一明借用してulA るもの独立40調合州日17組合
259 I 合資産であるものお6棟，借用しているものIOS棟

206 I 324 棟 5 ， 853 坪

292 I 454 棟 6 ， 957 坪

24 I 35 様 740 坪

棟内
U

Q
u
 

fo 
のもるあ

F

棟

で

9

産
叩
出

資ム
口

組内J
h
内4

川
‘

に
d
'
b
n
v

f
O
1
A
1

る

287 

28 

382 棟

42 棟

715 1 ， 462カ所 (1 ， 772 ， 861坪〉 781 1 ， 655カ所 1 ， 884 ， 592坪

578 2 ， 653カ所 (722 ， 328坪〉 454 2 ， 205カ所 651 ， 063坪

270 360カ所馬(111 ， 277坪) 281 3891カカ1基所所・ 101 ， 693坪
421 {~帯39鋸カ2所26基, 7 , 603 力の丸鋸似基 399 {~鋸l店553ω 
91 91 台， 1 ， 184 馬力 1 109 114台 1 ， 153馬力

38 38 カ所， 2 ， 203 坪 38 41 カ所 1 ， 011坪 260馬力

65 75 台 77 86 台
66 68 台 80 88 台

211 956 カ所 11 ， 674 町 244 1 ， 199カ所所 16 ， 917町
132 286 カ所 6 ， 787 町 167 370カ 6 ， 198町

1 ,781 14 ,572 km 1, 766 18 ， 868粁

412 2 , 169 km 429 2 ， 847粁

113 180 km 147 222粁

12 69 km 11 46粁

457 2 , 169 km 牛馬道 420 牛馬道 1 ， 665粁

7 67 km 10 56粁

事業別状況

組合事業別費用平均額 | 費 用 総 額

28 年度 1 29 年度 1 31 年度 1 32 年度 1 27 年度|お年度 1 29 年度 I 31 年度 1 32 年度
千円 千円 千円 千円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
55 90 60 53 182 392 227 194 

69 81 135 148 69 197 245 419 460 

194 243 248 246 233 252 312 289 282 

1, 626 1, 711 1, 876 2 , 135 887 1, 240 1, 228 1, 518 1 ,874 

863 723 987 1, 280 1, 166 967 1, 350 1, 513 

313 334 424 484 723 935 1, 103 1, 410 1,636 

2 ,690 2 ,919 3 , 314 4 ,029 1,032 1 ,259 1 ,293 1, 309 1 , 515 

1, 707 1 ,641 1, 443 1, 619 2 , 127 3 , 318 2 , 706 1, 838 2 , 111 

78 一 16 215 
15147 1 

59 

一 1, 053 376 327 352 293 393 359 

180 197 237 274 788 834 918 1, 029 

142 173 173 203 659 833 754 859 

322 370 410 477 1, 232 1, 448 1, 668 1,673 1, 888 

37 49 54 66 136 166 222 211 250 

仏側 1 ~2，叫 1 ~乙3川 1 ~2 ， 7叫 1 8 ,471 1 1叩4 1 山33 1 1ω8 1 ω85 
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表 51. 指導事業実施状況 (昭和27年度現在〉

区 分 実施組合数 調査組合数 4 ， 995 にたいする実施組合数

植栽の指導を行なった

保育 F 

間伐 F 

収穫 F 

製薪炭 F 

販売 F 

特殊林産物の生産販売を行なった

受 託

総 数

販

2 ,423 

2 ,604 

2 ,732 

1,403 

1,086 

815 

1, 219 

売 状況

内連合会販売高

取組合f議 I 数 量 I売上高(C) 取組合扱数 I 数 量|売(上D)両
昭和 千石 百万円 千石百万円
27 305 3 ,767 1.022 44 340 75 
28 245 1.660 1, 164 12 19 14 

立木 29 248 1.671 1,304 12 15 17 

31 172 868 1.073 16 13 18 
32 228 924 1, 184 24 25 46 

27 112 200 143 39 42 31 
28 197 459 438 42 69 124 

素材
29 201 319 460 45 41 47 

31 313 413 709 147 123 220 
32 436 671 1,259 235 247 467 

千俵 千俵
27 73 481 120 33 116 28 
28 79 441 126 19 78 22 

木炭 29 78 364 106 14 56 15 

52 267 90 11 23 7 
32 71 244 89 21 79 29 

27 83 142 43 24 14 5 
28 96 1, 971 39 21 114 6 

薪
29 73 853 29 17 102 3 

31 59 958 32 10 71 2 
32 65 1.006 32 14 175 6 

27 63 16 43 7 
28 114 19 28 4 

その他
29 238 93 20 3 

31 241 146 40 13 
32 242 143 49 21 

27 1,344 148 
28 1.787 170 

計
29 1,992 86 

31 2 ,051 260 
32 2.707 569 

(注〉 薪は 27 年度千層積石. 28 年度以降千束を単位とする。

OL 
48'. 

51 

52 

28 

21 

16 

24 

表 52. 販売

買

総

D/C 取組合扱数 I 数 量 I 

7 1 302 1 299 
1 1 133 1 184 

127 243 

2 113 115 1I 
4 122 158 

22 330 272 11 
28 346 1.751 
10 293 241 

31 398 422 
37 419 515 1, 

23 348 1.225 
18 309 1.102 
15 227 1,057 

l 271 1.189 
32 275 1,210 

12 258 545 
15 250 3 ,766 11 
11 245 3 ,534 

11 253 3.409 1I 

18 241 2.965 1' 

49 141 
22 247 
3 432 

9 542 
15 515 

11 
10 
4 

13 
21 
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(2) 販売事業状況

素材の販売事業が最近実施組合数，売上高ともに大幅に増加している傾向がみられる。ことにこのなか

で連合会への系統販売が 29 年度 12 %に比べると， 31 年度および 32 年度には 27 %・ 44μにのびて

いる。その内容をみると，買取販売に比べて受託販売による場合が組合数，売上高ともに急激な増加をし

ている。

立木については買取販売は微々たるものであり，大部分は受託販売である 3 系統利用販売では買取に対

して受託が圧倒的である。木炭・薪についても，系統利用販売への傾向が読みとれるのは注目すべきこと

がらである。

事業状況

売状況

亡
d
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d
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u
Q
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〆
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9
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9

6

9

 

ウ
ム
バ
宮
内4
R
U
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315 
330 
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382 
424 

121 
114 
111 
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53 I 99 
94 I 50 
151 I 98 

258 I 148 
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936 
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1,052 
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表 53. 販売事業実行組合数

-
A
F
O
n
O
 

7
4

円
u
a
u

内4
R
U
R
U

今
4

守J

円
ツ

2

0

1

 

4
‘

44RU 

60 

118 

163 

総
時

総数

昭.29.3.31 1.644 

30.3.31 1.337 

32.3.31 1.414 

33.3.31 1.533 

数
受託販売のみを | 買取販売のみを
行なった組合 | 行なった組合

|内連合会 1"" _ I 内連合会
総数|販売|総数|販売

受託・買取ともに
行なった組合

|内連合会
販売

(3) 加工製造事業状況

受託加工事業，買取加工事業ともに取扱組合数が著しく減っていることがみられる。これは製材工場所

有組合および工場数が減っていることから当然の結果であろう。

表 54. 加工製造事業状況

月_xえ巳 託 力日 工 買 取・ 力日 工

総 数 内組合員受託加工高 総 販売高 内組合会販売高

富合設|数量|(会主料富合襲|数量|iE料IB/A富合装|数量\(品上高 取組合扱数I数量\総(F売〕上高I F/ 
ng |千石 千円 一|千石 % 

製 27 5361 6.4401 1.186.125 一 一

28 381 

M3l凪512「8
381 541 1.425.741 53 22 48.798 3.4 

材 29 3861 4201 107.389 380 344 493 1.374.573 21 101 38 , 648 2.8 

31 3521 3321 85.355 454 1.391.208 26 91 26.103 1.9 

3281 3011 84.346 281 4961 1.603 , 135 23 11 41.913 2.6 

(注) 27 年度買取加工組合数には木工，その他も含む。

表 55. 加工施設所有組合数
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(4) 林産事業販売状況

林産事業は素材の場合には取扱組合数販売高の増加がみられる。それとともに連合会へ販売する組合

数，売上高，ともに増加の傾向を示している。木炭については同じような傾向がみられるが，薪の連合会

取扱高は比率的に大差がなし、。
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表 56. 林産事業状況

販

士フE 高

官

7c 状 況

内連合会販売高

• 取組合扱数 I 動皿 量 | 純売上高 (C) 取組合扱数 I 持凱 量 | 純売上高(D) D/C 

千石 千円 千石 千円 % 
566 912 851 ,916 220 224 198 ,207 23 

28 627 1, 376 1 ,618 , 780 156 93 120 ,018 7 

素材 29 625 898 1 ,231 ,691 145 155 124 ,979 10 

31 713 1, 053 1 , 568 , 160 248 156 14 

32 i 1 , 165 1,931 ,204 331 253 389 ,261 20 

105 274千俵 52 ,455 31 82千俵 14 ,.722 23 

28 103 598 139 , 964 18 33 7 ,437 5 

木炭 29 122 34 , 038 7 5 1, 152 3 

75 136 39 ,866 14 33 10 ,586 26 

32 73 164 49 ,699 15 63 19 ,064 48 

! 27 160 46 14 ,825 22 

28 193 7 ， 827千束 100 , 575 26 205千束 6 , 575 65 

薪 29 168 1 ,902 59 , 795 21 252 7 ,973 13 

31 156 1, 612 48 , 270 19 251 7 ,264 15 

32 183 2 , 045 67 ,637 23 335 10 ,514 15 

27 44 38 14 

28 97 34 ,064 4 1, 354 4 

その他 29 133 21 1,036 2 

31 174 65 , 167 8 ,875 15 

32 175 40 ,857 13 5 ,286 13 

990 ,873 230 ,699 23 

1, 893 , 383 135 , 384 7 

計 1, 373 , 061 135 , 140 36 

1, 721 , 493 15 

32 2 , 089 , 397 424 , 125 20 

表 57. 林産販売事業実行組合数

調査表 実 11- 組 i口L 

年 度
提出組合 総 数 |内連合会販売

昭. 27 4 ,995 668 

28 5 , 138 746 176 

29 5 , 116 718 169 

31 4 , 649 809 272 

32 4 ,473 878 343 

(5) 購買事業状況

山行苗の買取購買事業が取扱組合数，数量ともに画期的に増加を示していることは注目されるべきであ

るの
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表 58. 購買事業種目別購買状況 (昭和30年 3 月 31 日現在〉

受託購買状況 買取購貿状況

取扱組合数| 数 量|取扱高|取扱組合数|数 量|売上高

121.268 356 , 181 344 ,260 I 1.005.088 
27.599 20.758 49.443 I 33.737 

237 24.053 28.173 722 63.562 I 83.455 

区

27 
28 

幼 苗 29 
31 
32 

27 
28 

山行苗
1,946 
2 , 166 
2 ,577 
2.489 

218.691 
278.080 
336.924 
350.250 

754.215 
1.037.111 
1.348.736 
1.541.849 

穂子

その他

計

7
'・
0
υ
円
ツ
T
i

つ
ム

《J
4
内
ノ
ム
「4q
u
q
υ

367 , 152 
408 ,232 
416 ,043 
310.065 
520.135 

表 59. 購売事業組合数

年 度 調査表提出組合数 受託購買組合数 買取購買組合数

昭. 28 5.138 1.138 2.025 

29 5.116 815 2.341 

31 4.649 571 2.617 

32 4.473 767 2 ,466 

(6) 種苗生産事業状況

表 60. 種苗生産状況

224 
196 

1,412 
1,399 
426 

3.165 
2.225 
2.023 

25.975 
51.981 
57 ,447 
179.279 
249.647 

678.048 
842.158 

1.197.926 
1.528.015 
1.791.496 

受託購買および
貿取購買組合数

202 

103 

161 

201 

阪 古n; 状 況

年 度 取扱組合 数 量

|山行苗木
売上金額

幼 苗

昭. 27 一
17.682千本 99.534千本 337.158千円

28 1.311 24.479 120 ,805 344.176 

29 1.286 21 ,582 120.707 383 , 110 

31 1, 106 • 106 ,919 333 ,979 

32 1,055 92 ， 040 ・ 350.045 
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表 61. 苗聞所有組合数および事業実行組合数

苗 間 所 有 組 A口. 数 事業実行組合数

年度 組合数 移 動 苦 国 固 定 苗 圃 直営生 受託生 直営受およ
び託:

組合数|箇所数|面積 組合数|箇所数| 面 積 産組合 産組合 生産組合

昭 町
28 5 , 136 482 2 ,501 189 933 2 ,584 990 782 312 

坪 坪
29 5 , 116 561 3 , 355 847.528 796 1,836 1, 754.908 733 409 233 

31 4 , 649 578 2 , 653 722 , 328 715 1, 462 1.772 ,861 1, 070 37 60 

32 4 ,473 454 2 ,205 651 ,063 781 1, 655 1,884 ,592 1,007 80 61 

羽ー5 事業の利用状況

森林組合が組合員によってどのように利用されているかは，組合問題をとく場合に重要な問題である。

この点を検討するためには，組合がどのような事業を経営しているかその事業の種類と組合員の利用度を

明らかにする必要がある。

前者については，組合事業の種類およびそれが組合事業としてどの程度普遍的に行なわれているかを表

50 によって知ることができる。 これによれば教育指導事業，購買事業についで貸付事業が一般的で，林

産事業や加工製造事業はあまり行なわれていない。

後者の組合員の利用状況については総組合数にたいする実施組合の事業別頻度と組合員利用率を関連さ

せて検討するだけの厳密さが必要とみとめられるが，ここにはそのような資料がないので省略する。利用

状況は組合員の所有規模によって利用率が著しく違う。

これを図1.について事業別にみると，販売，林産両事業では組合員の所有規模による利用率に大きな

差があることが明らかである。購買事業は造林苗木の取扱いが主なる事業であるが一般にその利用率は他

事業に比べて高い。林産，購買事業では零細所有者層の利用率がとくにひくくなっている。

階層別の所有者数は，零細所有者が圧倒的に多くこれを底辺としたピラミッド型を形成しているが，一

般に利用率はこれと反対に上層部ほど利用率がたかく，底辺部分で最低となる。

組合事業が組合員のために行なわれ，組合事業の組合員利用度を重視して考えるならば，零細所有者層

は結合力のきわめてうすい存在であり，組合について無関心組合員となる傾向がさけえない。

森林組合にたいして行政目的を付与して考察する場合，たとえば地域的な林業生産力の向上とか多数のI

零細所有者の経済を問題にする場合には，零細所有者層はそれ自身では積極的な組合員でありえなし、か

ら，このような行政目的を達成しようと思えば，組合結合を強化して，これをを通じて指導の必要性が提

起される。

森林組合を純然たる経済組織として考えた場合でも零細所有者層は利用率はひくいが，組合員のしめる

割合が多いので，事業運営上，取扱い事業量をふやす点からいって，無視できない。これは表 62 から算

出された図 2 をみると明らかである。 すなわち， 所有階層を 5 町歩未満 (A) ， 5 町歩以上 100 町未満

(B) , 100 町以上 (C) の 3 階層に区分してみると，組合利用は実人員でA階層で 53"-'73 %をしめてお

り，利用額も 40"-'55 %で組合事業にしめる割合が大きい。 C階層は利用率はたかいが利用組合員の比率

は 1"-'2 9百であり事業利用額も 4"-'21 %である。 B階層は利用人員において 22"-'46 %，利用額で 32"""
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50 %で組合の正常な自立的発展を考える;場合には， 重要な存在で， 将来利用額，利用者ともに伸びてゆ

く傾向にあると思われる。しかしながら現在の組合利用状況からみると， p 町歩以下を無関心組合員とし

て無視するわけにはいかないであろう。

号舎圃利用率(古川 B. C. D.E.F
4目。
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VDI 森林組合と林業

国一 1 森林所有の経済的分析

森林所有者の社会的性格

森林所有を大別すると国有林・公有林・私有林がある。森林組合の経営について問題になるのは，私有

林形態である。ここでは，主として農林省統計調査部による私有林調査概要(昭和 29 年 12 月未現在)の

資料にもとづいて，森林組合を分析するに必要な角度から，とりあげた。私有林は全森林面積の約 60%を

しめる1，400 万町歩である。

所有規模は集中分化しており，所有者 500 万戸の 73 J6が [IUj"歩未満の所有者であって，その所有面積

は 15 %にすぎない。 5 町歩未満の所有者は実に 94 ~ぎをしめており，所有規模が著しい零細性を示して

いる。その反面 50 町歩以上の大所有者はわずかに総数の 1%にみたなし、。しかしながら所有面積からい

うと全体の 23 %を占有している。

表 63. 世帯の主業の種類別戸数比率

| 自営産業種類別 I~えZ| 無
所有林野面積階層別|総数|総|農|林|営ょ調鉱|建|製|商|金動曜要望|そ|総|費|賃

Ilrtr 1 '* 1 '* 1水産養1'* 1 設|造 1'* 1融産院仙 |の Ilrtr 1 勤|労|職|数|業|業|殖業|業|業|業|業|不業民筆集|他|数|務|働|
I 'AAJ~L~L~I ， ~I 刻~: ， ~I ~~i }~I A~I A~I J~I 刻 ~Iμ1 ~~ 階層 1 100.0:81.1166.51 1.6' 1.010.0: 1.112.11 5.7! 0.0 0.212.9116.到 .11 8.81 

内 1 B 階層 1I札仇.477.7|3.。!0.40.o|O 31l 41401u!υ.d 3 ・ 01 8.91 5 ・ 21 3.71ω 
J|||||||.|.1.||||11|  

c ( 5""10町 I 100.092.5178.913.71 o.訓 0.0: 0.41 1.7i 3.9: 0.11 0.413.116.剖 4.71 2 • 1 1 0 . 7

_.. 1 10""20町 1 100.0:92.3174.51 6.6: 0.21 0.11 0.41 2.4' 4.3 0.2' 0.51 3.11 7.21 5.91 1. 3訓1 0.5 

地 I ; I ~~::~ 
眉 l5印0町以上 1パ10∞O.Oq!9児2.3司137 • 3;28ι8.0; O. q 0.11 o.ベ6:11.01 8.9 ，ρ1.司 0.8剖1 4.31け7. リ 6ふ.4引1 0.7引10.6

(注) A階層 1 町歩未満. B階層未満，以下同じ

前表で見られるように農家の割合は 1-10 町歩未満の林野所有階層に大きく 50 町歩以上の階層で急激

に減少している。林業自営者数が森林所有者のなかでしめている位置は他産業に従事する森林所有者に比

べて非常に小さい。 50 町歩以上階層で 28 %であってやや大きいが. 20 町歩以上 50 町歩未満においては

12%. それ以下の零細層では 1-6 %の範囲で，全体では 8%にとどまっている。

このように森林所有者が林業自営者としてよりも他産業経営者としてはあくされることは産業としての

林業について考察する場合に他の産業とはちがった大きな特色として理解しなければならなレ。

森林所有者の職業が大部分農業であって，そのほか商業・製造業を自営するか，職員勤務賃労働者に広

〈分布しており，また自営林業といわれるもののなかには製薪炭業・木材伐出業・林野副産物生産・採取

業も含まれているから，いわゆる育成林業に従事しているものは非常に微々たるものになるc

表 64. 林業従事者内訳

総 営 職員勤務 賃労働者

A 階階階 層層層
26ノ%ζ 8% 66〆%

B 100 58 5 37 
C 100 87 3 10 
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長期の生産期聞を要する育林生産では，零細な経営の場合はその所得のひん度もきわめて小さくならざ

るを得ないから，主たる家計所得は大所有者でなし、かぎり林業に依存することが困難になる。農家の場合

言こは薪炭，自家用材といった自給経営が多く行なわれているし，貨幣所得の場合を考えても家計維持目的

の性格よりもむしろ臨時的支払いにあてるものが多い。

表 65. 伐採理由別件数比率

~間野面積階層別 内 地

C 階 層
A階層 B階層

5~1叫ト淵|恥5叫o町以上
% % % % 

総 数 100.0 100.0 100.0 100.0 I 100. 。 100.0 

被害木が出たから 11.5 8.8 8.3 9.0 I 10.2 8.3 

自家用材が必要だったから 29.4 22.0 17.0 11.9 9.4 5.4 

自家業務用材が必要だったから 1.7 2.9 2.4 4.6 11. 1 
用材

税金を支払うため 一 3.5 3.0 4.9 4.0 10.3 

冠婚葬祭のため 1.7 2.7 5.0 4.6 3.4 1.4 

冠婚葬祭以外不時の出費のため 6.6 7.1 9.2 7.9 7.0 3.8 

生活費を補うため 40.9 44.0 45.8 49.5 51.2 42.8 

そ の 他 8.2 8.9 8.9 9.8 16.9 

総 数 100.0 100. 。 100.0 100.0 

被害木が出たから 0.5 0.5 0.7 0.1 0.5 

自家用材が必要だったから 7.7 12.1 17.2 21.4 21.2 16.0 

自家業務用材が必要だったから 80.8 65.8 51.8 38.4 31.3 20.8 

薪炭材 税金を支払うため 一 1.0 1.3 2.4 3.0 6.1 

冠婚葬祭のため 1.1 0.8 I 0.6 1.7 2.1 0.3 

冠婚葬祭以外不時の出費のため 0.6 1.2 2.3 1.7 2.3 2.0 

生活費を補うため 8.7 15.5 21.7 28.6 33.9 39.6 

そ の 他 1.1 3.1 4.6 5.1 6.1 14.7 

(注〕 過去 1 カ年に 2 回以上伐採し，その伐採理由が異なるときは，それらのうち伐採石数の最も多い

もののおもな理由をききとっている。

上の表から伐採理由を見ると，用材の場合は生活費補充が 40~50 %をしめており，自家用材の必要に

よるものがこれについで多く，冠婚葬祭や不時の出費のための伐採が比較的少ない。これはおそらく統計

上の操作が冠婚葬祭や不時の出費の結果として間接的に現われた家計補充の取扱い方に問題があるのでは

なかろうかご薪炭材の場合には自家用薪炭材の伐採が多く，ことにA階層においては80%をしめている。

森林経営

森林経営は以上にあげたような森林所有者の社会的性格の多様性や，きわめて少ない大所有経営とピラ

ミッド型にひろがる零細経営という階層性のもとで農家経済を主軸として営まれているc 所有主経営の関

係をみると自己所有の林地において営まれているのが本来の形態である。

林野の借入戸数および分収林設定戸数はきわめて少なく，またその借入および設定先は市町村および部

落が多くそれぞれの合計は 40~75 %を示している。したがって，零細な所有は零細な経営を意味する。

このことは備蓄的・資産保持的要素をもたらすことになる。農家の場合には多くは農業の余剰j労力をもっ

て林業にあてるという範囲を出ないc 林業は土地そのものが固定的であり，人間労働は対象にたいして移
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表 66. 林野借入戸数および分収林設定戸数

所有林野面積階層別| 借りている比率 | 設定している比率
A 階層 I 5.0 % I 2 ・8%
B 階層 I 3.4 I 3.7 
C 階層 I 3.6 I 5.3 

動的に(動かざるをえない。作業労働種類が生産過程に従って変化し，継続的に行なわれないから労働投下

は土地集約的に行なわれにくし、。

このような本来的な土地の固定的制限は零細経営では技術的に多くの不利を生じ，大規模経営の有利性

が強調される。このことは後にのべるとおり，森林組合結合の本質に関連して，つねに指摘されるところ

である。

さて利用地種別にみると所有林野の 80 %以上が用材林・薪炭林で，そのうち用材林のしめる割合は面'

積規模の大きい階層ほど高く. c階層では 40 %. 50 町歩以上では約 50 ~￥が用材林となっている。用材

林を天然林・人工林別にみるといずれの階層も人工林が多く，また面積規模にしたがって人工林の比率がω

高い。

表 67. 所有林野利用地種別面積比率

内 地

利用地種別 C 階 層
A 階層 B 階層

5 町未以上 ||| 10町未以上 1|| 20町未以上 I 50町以上
10町満 20町満 50町満

総 数 100.0% 100 ぺ 100.0% 100.0川aζ 

用 材 林 35.8 37.6 39.1 40.5 43.6 17.4 

l[ 人天 工 林 28.0 28.9 29.9 32.2 37.1 16.3 

然 林 7.3 8.7 9.2 8.3 6.5 1.1 

薪 炭 林 46.6 46.1 46.8 48.3 48.5 26.5 

竹 林 1.7 1.4 1.1 0.6 

人工林伐採跡地 1.6 3.2 2.9 2.6 2.2 3.0 

採草地放牧地 8.9 7.3 2.4 16.2 

その他無立木地 4.9 4.1 3.6 3.0 2.7 36.9 

表 68. 植付した土地別件数比率

植えた土地別
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昭和 29 年中に植付けした戸数をみると全体のうちA階層で 18 9￥. B階層では 44 %で面積階層が大

きくなるほどふえるが，これは当然である。また植栽した土地の種類をみると用材林の伐探跡地が過半を

しめ. A' B階層で 45 %. C 階層は 55-70 %に達しているの薪炭林跡地への人工植栽は林種転換が大

部であって C階層に多く 27 %に及ぶ。零細階層でも 25 %をこえている。

表 69. 槌えた土地別面積比率

面積階層別

総面積に

対する

比率

植
与

え ?こ 地 地 別
経営林野

伐採跡地|その他

数 U同醸調|五弔問匹石

zfH|:ftfi守!日目;;::%(二%
階 1 10-20町 1 3.8 1 1∞ .0 1 札 5 I 61.9 I 26.6 111.5 I 5.3 I 

地 I 20-50町 3.5 I 100.0 I 92.6 I 66.1 I 26.5 I 7.4 I 3.3 

層|淵以上| μ1 1此o 1 弘 5 1 凡2 ! 18 ・ 3 1 7 ・ 5 I 0.8 

昭和 29 年 1 年間にうえた植栽面積をみると総面積に対して. 6.1-2.4%であって面積規模が大きくな

るほど小さくなっているぐ薪炭林伐採跡地や採草放牧地への植栽がかなり高くなっている。階層関係から

みると薪炭林跡地や採草放牧地の場合は大きな階層ほど比率が小さく用材林跡地の場合はちょうど逆にな

っている。経営規模が大きいほど一戸あたりの植栽面積が大きくなっている。

苗木の入手はつぎのとおりで自家養苗は少なく他から入手する場合が多くみられ，ことに零細農家に著

しい。

表 71. 苗木入手方法別戸数

1""_"" "，，，，_，* 1 自家養成と他|数|全部自家養成|から入手した|他から全部入手した
100.0% I 13.4 % I 8.4 % 1 78.2 % 
100.0 12.2 12.6 75.2 
100.0 10.1 15.0 74.9 

表 72. 苗木の他からの入手先別戸数

総リ
一ロ
刀
一

層
一
層
層
層

階
一

積
一

回
一
階
階
階

野
一

林
一

営
一
A
B
C

経

i窓口
国 |都道府県|市町村|森林組合|苗木商|その他
2.29￥1 2.2%1 2.4%1 61.5%1 17.7%1 4.0% 
0.3 I 1.1 I 9.9 I 70.2 I 14.4 I 4.1 
0.3 I 1.2 I 7.3 I 74.0 I -14.7 I 2.5 
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入手先をみると苗木商，その他に比べて，森林組合の果たしてし、る役割は非常に大きい。

経営林野
商積階層日IJ

A 1\持層

B 梢層

C 1 5-10 町

表 73: 終戦後の植付けひん度別戸数比率

植付けひん度をみると，前表のとおり. 10カ年間にわたって植付けしなかったものの比率は零細層に大

きく A : 68μ. B: 3H6'をしめ. 50 町歩以とでは 8.75百にすぎなし、。また毎年連続して植えたものがA

: 0%. B: 1.2 %. C2.8 および 17.5 ~6 となっていて階層と関係、がある「そのひん度の低いことは，

生産期間が長いことによって当然であるが，したがって，農業の場合と異なり，森林所有者の組織体にお

ける利用機会のひん度を低めているれ

林産物の市場条件〈とくに用材の場合〕

立木のiilli栴(人工林について)は伺別経常の立場からいえば，経常費とか立木生産費とかにかかわりな

く市場の木材価格から伐採費・運搬殺をさしひいて逆算される。価絡形成の理論はここではふれないこと

にするが，これは森林所有者や木材業者が立木価格を評価するばあいにとる現実的な方法である。一般に

多くの森林所有者は，木材市況にたいする知識が乏しいばかりでなく，生立している自己森林から銘柄品

等別にどれだけの木材が生産されるかということすら知られない場合が多L 、。

表 74. 終戦後の伐採ひん度別戸数比率

総戸数 I ~~カ年間に伐
10カ年間に伐採したことのある年数

経営林野面積階層別
採しなかった 2 恒l 以下 I 3 間以 l二 l 毎年伐採した

A 階 層 2.4 〆%

B 階 層 100.0 29.8 40.0 22.4 7.8 

C 5 - 10 町 100. 。 15.1 36.3 36.8 11.8 

階 10 - 20 町 100. 。 10.8 32.9 41.3 15.0 

20 - 50 町 100.0 8.4 24.1 49.4 18.1 
層

50 町以 k 100.0 7.5 20.6 45.2 26.7 

上表によると終戦後昭和 29 年までの 10 カ年間における伐採のひん度は経営面積規模によってことな

り，伐係しなかったものおよび 2 回以下の伐採を行なったものはA階層で 90 %. B階層 70 %で. C 階

層でも半数から 30 %近くまでがそれにあたっているn 毎年伐採したものは零細層で特に少なし 50 町歩

以上でも 26 %しかない。

またその伐採理由は前にのべたとおり，生活費補充，冠婚葬祭，税金支払，自家用，被害木のため等と

種々雑多な理由，ことに生活上の要求にもとづく場合が多く，農作物のように成熟期による伐採という点
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からの制限はなし、。

伐期齢級別の伐採戸数比率でみると伐期齢級以とのものが大半をしめている点で備蓄[!(Jな経常が行なわ

れていることが示される。

表 75. 伐期齢級別伐採戸数比率

経営林野|
面積階勝目IJ :総
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19.6 7.6 100. 。 71.9 18.3 9.8 

22.5 6.5 100. 。 74.9 16.7 8.4 

地 1:1 伽澗 1 100.0 I 23.5 7.7 100. 。 77 .8 15.7 6.5 

20.7 9.3 100.0 78.2 14.0 7.8 

このように伐採ひん度の低いこと，成熟期がなく伐採が経営技術上の理由からでなく経済的個別事情に

支配されていることは，それだけ市場条件にたいする接触や関心が少なくなる。

立木の販売は商人が媒介することが多い。それは木材業者(製材業者〕と立木所有者とを橋渡しをする

が，多くは木材業者の先111 とか部落における駐在員で，森林所有者が立木を売るかどうかの個別的事情や

木材関係に明るいものがこのブローカー的役割を行なう。ここでは買いたた~や無知に乗ずる取引も例外

ではない。多くの場合製材業者や木材業者から資金的な裏付をもらっている。要するにこのような前期的

商人形態が林業に介在しているのは，家族的小生産にもとづく零細所有が支配的であること，立木そのも

のが土地に固定的で， しかも熟期の定まらない特殊性が市場機能を不円滑にしている結果であって，そこ

では資本にとってもこのような古い流通形態ないしなんらかの結合組織を利用せざるを得ないのである。

ここに森林所有者同体の存在が機能的に要請されるのである。

大所有者についてはつぎのような事例がある。

伐採のひん度が高いし，伐採量が増加するから木材業者との接触はひん繁で，木材市況にも通ずる機会

にめぐまれる。しかも木材流通過程の事業に参加している場合もまれではなレし，弱小な森林組合よりも

むしろ活液な経済活動をおこなっている場合がある。

最近の森林所有者の動向は造林や間伐事業に積極的で，伐採については税金関係もあって少量ずつひん

繁に行ない，一時的臨時収入の獲得よりも計画的に生計費，経営費の補充をあてにした経営が多くなって

いる。このような事情で森林所有者の市場関係における関心は強くなってきており，森林組合事業に対す

る要望もつぎのような問題にむかし、つつある。

1) 立木調査および指導， 2) 立木評価， 3) 生産委託， 4) 販売委託， 5) 市況情報， 6) 税金関係

これらの問題は零細森林所有者にとって切実な問題である。しかしながら利用回数が少ないために組合

に対する関心ないし認識が平常においてうすいし，組合事業のために出資や費用を出ししぶる傾向があ

る。組合利用が有利であることが理解されれば，この層の利用者が増え，したがって，組合の財政的基礎

にプラスになるということがし、えるであろう。
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刊Iー 2 施設組合

森林組合の経営形態は個々独立の森林所有者の団体である場合と森林の共有者の団体である場合とに区

別される。

森林法では前者の経営形態を施設組合という n 施設組合は法第 79 条第 1 項第 1 号に規定する次の事業

lF(l) 組合員のための森林経営に関する指導事業. (2) 組合員の委託をうけて行なう森林の施業もしくは

経営， (3) 組合員の森林の経営を目的とする信託の引受』を行なうことになっているのこれらの事業は必

要事業として取り扱われており，あわせて法第 79 条第 2 項各号に渇げられている諸種の経済事業を行な

うことができると規定している。それらの事業はつぎのものである。

(1) 組合員の行なう林業に必要な資金の貸付

(2) 組合員の行なう林業に必要な物資の供給

(3) 組合員の生産する林産物の運搬，加工，保管または販売

性) 組合員の行なう林業に必要な種商の採取または育成に関する施設

(5) 組合員の行なう林業に必要な林道の設置その他共同利用に関する施設

(6) 防火線の設置，病虫害の防除その他組合員の森林の保護に関する施設

(7) 組合員の福利厚生に関する施設

(8) 林業に関する組合員の技術の向 kおよび組合事業に関する組合員の知識の向とを図るための教育な

らびに組合員に対する一般的情報の提供に関する施設

ω 組合員の経済的地位の改善のためにする同体協的の締結

(10) 前各号の事業に付帯する事業

施設組合にたいして後者の経営形態を生産組合と L、い『森林の経営(委託叉は信託を受けて行うものを

除く〉及びこれに付帯する事業』を行なう，具体的にいえば，生産組合は組合員が金銭または森林を出資し

て，一定の労務の提供を行なって森林生産の協同化を図るものである。生産組合の実体は部青年有林野の利用

収益に慣行関係をもっ地域集団であるか，またはこの関係が発展してそれぞれ持分を分割している森林所

有者の組合であるη 生産組介については日IJの機会にゆずることにして，ここでは施設組合についてのペる n

森林組合は改正森林法によって協同組合として規定された。これは森林所有者がみずからの所有ないし

経符を維持しながら共同施設を幸IJHJ して経済的利益を増進するための協同組織であるη したがって組合員

は組合にたいしてそれぞれ独立の個別経営体を維持するものとしてはあくされる。組合員と組合との関係

は組合利用を通じてのみ結合関係を生じるのであるのしかもその利用は必ずしも強制される関係にないの

であるの

このような組織体が日本の林業構造のなかでどのように成立し発展するかということは林業構造自体の

分析にまたなければならないが，森林所有者の経済的性格を通じてみたところを要約するならばつぎのよ

うであるわ

零細なる森林所有者の圧倒的多数は農業経営と結びっし、た小規模森林経営である。所有と経営は多くは

分離せず，林業経営の専業者としてよりも他産業に生活基盤をおきながら，すなわち大多数の農業，商業，

俸給生活者として所有，経営に従事している。このような産業上の特色，森林所有者の社会的性格ととも

に，森林所有の零細性は，所有森林の状態によってたとえば成熟期における立木所有者もあれば幼齢な保

育過程にある立木の所有者もあり，森林所有や経営の立場が異なる。また一度伐採するとふたたび伐採す
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るまで長期の生産j切聞がかかるから立木の販売者としてあらわれる機会は少なくない。造林についても伐

採にともなう問題であるから，農業のように毎年収穫し造林を行なういわゆる保続経営を行なっている組

合員はきわめて少ない。

小所有者にとっては，組合のあたえるサービスについては一時的な利用にとどまって継続的な森林組合

の運営に大きな関心をもちえなし、c 組合員のなかにこれらの無関心階層がふくまれていることは大所有者

層と要求もちがい，組合の自主的強化という点について，問題がある。さしずめ組合を強化することを考

えるよりも『すでにあたえられた』組合の組織と機能を継続してゆくことになりがちである。

このような無関心層の存在は，一面では，組合の幹部に敏腕家をえれば，外部資本を導入したり，員外

利用量を拡張したりして，経済事業が組合の実勢以 kに拡大されて，かえって組合の運営について不安定

な企業的経営の危険をおかすことも考えられる。

また他面では，組合の振興策として，外部からの行政的援助や行政関連業務を通じて行政的な力で組合

の組織や事業が補強されることが考えられる。

政府の施策はßII村凶体ないしその下部機構を通じて最末端に伝達される。森林組合が歴史的には行政組

織の一環として，林業政策を森林所有者に浸透させる中間的役割jをもったことはすでにのべたとおりであ

る。零細な経営単位が1I1村部落に集合的に存在している場合には一般には部落構造が媒体となって外部経

済と接触するが，それはまた行政村の単位で結成された組合組織の基礎となっている。政策はl直接に働き

かけることなし組合を通して森林所有者にうけいれられる。そして，行政機関との結合によって造林，

林道その他各種の補幼金や系統融資を通じて組合の拡大強化がはかられる傾向があるQ

図 2. 所有階層別組合利用状況をみると， 5 町歩未満の零細階層で利用者数，利用価額がいずれも大き

な比重をしめていることを示している。たとえ利用率が低くても利用者数が多数であれば組合事業にしめ

る比重も大きくなるからである。このような零細階層，無関心集団にたいして行政上無視できない存在と

してはあくされる場合，政府は直接森林所有者に働きかけることなく，組合を勧奨しこれを通して，行

政との措置がとられてきたのである。実体としてそのような森林組合の歴史をたどってきたのであるο

四一 3 指導事業川口

個別的指導事業

指導事業とは第 79 条に『組合員のための森林経営案の作成その他森林の経営の指導』および『林業に

関する組合員の技術の Inj上及び組合員事業に関する組合員の知識の I;'j上を凶るための教育並びに組合員に

対する一般的情報の提供に関する施設』となっている。森林法の上では必要事業として取り扱われて非常

に広はんな事項にわたって規定されている。さらに振興対策要綱についてみると『組合員の林業経営の向

上と組合意、識の高揚を図るため，組合の経営事業と密接な関連をもって強力な指導を行う』としてある程

度の方向ずけが行なわれている。この指導の特色は個別の森林所有者の指導を対象としたものである。と

ころが広い意味に理解すれば，旧組合における施業案の編成および調整も一種の指導事業といえるわけで

あるが，この場合には土地経済の立場から組合員に対する統制的機能を伴なってきたG 改正森林法の場合

の指導事業はこの種類のものとは違って個別的利益に注目しての指導事業である。 tr森林法解説.Jl p. 232 

は次のように述べている。 IF森林経営案というのは森林経営案の予定案とし、う程度の意味であって，組合

員がそれぞれ森林経営を行う場合の方針を立ててやることである。従って，従来の森林組合が編成してい

たいわゆる「施業案」とは根本的に異なったものである。 í施業案J は森林施業を組合が調整し，又は組
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合自ら施業を行うために，地区内にある森林を包括的にとらえた計画であり，組合員がそれに基いて施業

すべき規範であって，統制的機能を果すものであったっところがここでいっている「経営案の作成」とし、

うのは，そのような公的性格をもったものではなしまた，施業調整を目的とするものでもなし、。組合員

が合理的であって有利な経営が行えるようにしてやるための指導事業の一つであって，組合員に対する便

宜供与にすぎないJ このように改正森林法にとっては，指導はあくまで個人所有者を対象とした直接・

間接の個別指導に限定されて統制的性格をもっていない。地域指導の場合といえども指導林の造成，情報

活動の活発化のように組合員に対する共同施設の提供を意味する。 この種類の指導事業は講習会，懇談

会，映画会，林業技術研究会が考えられ，林業改良普及員との提携によって進められているO これらの事

業は組合員から当然正当な賦課金をとって実行されるのが本筋である。振興対策要綱についても『教育指

導事業経営の適正な賦課徴収』を要求しているが，現状においては割当を行なっても集まらないので，こ

れに対する依存度は小さい。そこで組合の財源、は行政関係事務からの手数料経済事業収益によっている。

行政関連事項

森林計画の編成とその実施に関する諸規定は民有林の館林の指導およひ、厳督に関する事項であって，森

林生産の保続と森林施業の合理化という面から森林所有者を指導規制l しようとするものである。この点は

旧法では森林組合の目的であるとせられたが，改正法では政府の責任において行なわれることになった。

しかしながらこのような森林計画制度は直接森林所有者の森林経営にとって大きな関係をもっており，実

施の段階において行政事務が伴ない，所有者にたいし届 11\，許可申請等の手続を要求される。政府は昭和

29 年度から『森林実施計画l実行費』として予算計上を行ない，この事業に要する人件費を組合に交付して

いる。その事業の内容は，伐係許可申請および届出等に関連する業務で，伐採対象林分の面積，樹種およ

び材積を調整して書類を編成する。したがって実行費は測量，測樹に必要な技術者，人夫の費用が計とさ

れている。これは組合にたし、する本来的な指導事業ではなくて，行政事務の一端を受託実施しているとい

うべきである。

この他造林補助金交付制度については個人所有者が行なうべき造林補助金の申請，交付事務があり，こ

れも組合の付随事務となっているQ この場合には必ずしも行政事務といえないが，補助金制度に伴なう組

合員のための行政関連業務である。

いずれも助成費，補助金にたし、する手数料の徴収が有力な財源となっている。 • 
四一3 経済事業

森林組合が行なっている経済事業や施設の種類について[昭和 32 年度末の実績をみるとつぎのようであ

る。

施 設← 組合数 施 設 組合数

製材工場をもつもの 399 薪 生 産 183 

固定苗闘をもつもの 781 素材販売 855 

木炭倉庫 206 木炭 // 519 

ト フ 1ツ ク 77 苗木生産 1 , 055 

素材生産 793 

組合数は大部分が数種類の事業をかねていると思われるので組合総数のl うち経済事業を行なっているも

のは 3 割くらいではなし、かと思われる。
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苗木のJ~昨質事業は-rÌï木業者と森林組合との系統あっせん事業を通じて行なわれるものであって，造林補

助金との結びつきで組合員の購入する苗木代を割り引く操作をとるか，系統組織の購買苗木使用の造林地

についてのみ造林補助金交付の対象とするなどの方策をとって，造林者は一応このノレートにのったものを

購買しているのが普通である。

この場合単位組合ないし連合会は苗木 1 本について何パーセントかの手数料をとっている。これは造林

補助金とつながりがあって組合運営上の大きな収入源として，ほとんどの組合で取り扱われており.農協

における米麦の集荷制度に似たところがある。

しかしながら苗木の購買事業は，造林時季である年 11亘!が普通であり，組合員のうち造林者のみが対象

となる。林業のように長!日l生産の場合には協同組合事業としては組合員の利m度が小さいから，この点を

考えると農協の場合の米麦とちがった特異性をもっている。

つぎに経済事業のうち，林産事業をとりだしてみよう。

森林所有者は(1分の経営ないし生産物について，資本主義市場を対象とした活動すなわち小商品生産を

行なう。この小商品生産とlIi場との媒介を担当するものとして商人の役割があるコそこに協同組合の機能

が介在する余地がある。協同組合は多かれ少なかれ生産または販売過程の全部または一部にたいして，組

合員に代わって社会的機能を来たすことになるのである。組合員の立場からいえば，組合員が組合を利!日

することによって有利な経済活動ができるという前提条件があれば，すなわち，この意味で組合経常が合

理的におこなわれているならば，組合員の利JFI率が増し，組合事業はますます伸びてゆく可能性があるり

協同組合としての免肢は『相互扶助作J精神』によってささえられていようとも，経営体としての経済性を

もたなければ永続性はないからである。

この点を最も強調されるのは林産事業，販売事業である。この方面にはすでに中小企業形態がその社会

的機能を果たしている。多くの場合，素材生産事業は製材事業における原料入手の過程として機能してお

り製材事業と兼業されているのが将通であるので，両者を林産加1工販売事業として一括して観察してみる

ことにする。

森林組合が素材生産ないし製材事業を一般的に行なうようになったのは歴史的にみると，戦時統制時代

にはいって木材統制l法が施行されるころになってからであった。それ以前におし、ては農山村更生時代に，

山村経済振興策として木工場ないし簡易製材工場が助成金によって設置されて，産業組合や農会ないし森

林組合において経営，または管理をしていたが，組合事業としては特殊な場合にすぎなかった。

その後戦時体制の強化，昭和I 16 年木材統制法の施行によって地木社が設立され，民間木材業者の転廃

業に発展して，生産と配給はあげてこの機関において実行することになり，森林組合は立木供出の面にお

いて協力することになったが，事業の円滑を期する意味で山元簡易製材の限度において地木社の下請機関

としての許可をうけうることになった。このために森林組合は廃業を余儀なくされた業者を職員として迎

え，素材生産ないし製材事業を行ない，終戦を迎えた。しかしながら，戦時中の強権的木材供出や，終戦

後の経済混乱時代を通じて林産事業は組合によっていろいろな過程をたどった。これを例示してみると，

1. 戦時中の立木供出が強制をともなったために組合員の反感をそそり組合員の立木の入手が困難にな

ったものO

2. 素材生産ないし製材工場経営は組合本来の事業でなし、。これは業者にまかせて育林・指導事業を中

心にして運営すべしという組合員の意見によって転廃したもの。
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3. 前身が業者であった職員が組合をやめて個人経営に転業したり，業者が多数開業して競争下におか

れ，経営不振の過程で，とうたされたもの，または木材界の沈滞，その他によって没落したもの。

4. 逆に事業を維持または鉱大したものとしては，戦時中の供出立木の値上がりがあり，その利益を組

合員に還元して組合員の支持を得て継続しているもの。

5. 木材好況期に工場設備を近代化し事業を鉱大化したもの。

6. 地方的な特殊事情によって経営を維持しているもの。

しかし単独組合事業として運営されている実情をみると，一般的な特徴はつぎのようである。

(1) 小規模経営で行なわれていること。

(2) 素材生産と製材事業は一貫作業として行なわれている。これは小規模のため素材生産のみでは採算

ベースにのらず，分業化が行なわれにくし、からである。

(3) 組合員の委託生産・委託販売によるよりも，買取生産および買取販売による企業的運営で行なわれ

ていること。

(4) 地方需要を中心とした生産，販売事業であること。

(5) 資金面の調達は自己資本にたいして市中銀行，農協その他の外部資本に依存している割合がたかい

こと。

(6) 組合員外たとえば村外森林所有者や官公有林から立木買入を行なっている例が多い。

コーエン 10)は農業協同組合が販売事業をやる場合の長所をつぎのようにあげている。

1) 他の競争者よりも高い価絡を支払うか，組合に対する loyalty を喚起するかして，多数の農業者と

の取引を増しその結果集荷取引の費用を減ずることができる。

2) 販売協同組合が集荷機能を果たす場合だけを考えても農業者の取引地位を改善して，大規模な卸業

者と対等またはそれ以上の強い立場で交渉できる。

3) このような卸売業者が販売組合とのあいだで取引をすれば，多数の農業者から直接買取る場合に比

べると，より規則的，篠実に売渡しをうけることができるから，これによって卸売業者の費用が引き下げ

られ，生産者により高い価格を支払うことができる結果になる。しかしながら組合員のなかには業者の申

し出る一見有利な条件に引きつけられるものもしばしばあるから注意を要するつ

4) 協同組合が設定されると， しばしば生産者の供給を消費者の需要にマッチすることが容易になる0

.・・・また組合が消費者の欲する種類およびその欲する時期を組合員に教えることは業者の場合に比べると

ずっと容易である。

5) 協同組合が十分な量の生産物を支配している場合には市場への供給を制限することによって価格を

かえることができる。

このような協同組合運営上の有利性は相当大規模経営でなければ実現できないから，日本の森林組合の

現状においてはここにのべられているような協同組合として有利な条件を現実に享受しうるような組合は

非常に少ないといえよう。すなわち (1) 大量取引による費用の節減， (2) 優秀な技術設備. (3) すぐれた

経営管理というような問題は組合事業が小規模である場合においては，かえって個人企業の方に種々な利

点があげられるので，これにうちかつだけの特殊な立地条件にめぐまれておらなければならない。このよ

うな条件について，いくつかの森林組合の特長をのべると，

東吾野森林組合
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(1) IIfl 手n 16 年組合が成立し，木材統制法の公布により個人企業が転廃業を余儀なくされた際，村出身

の木材業者が組合の製材，素材生産部門に配属され，木材業者であった組合長が自己の工場を組合に寄付

して製材事業をはじめ，かたわら農村更生時代農会において経営していた下駄工場を受け継ぎこれを中心

として組合を運営したο

(2) 戦時中地木社の下請機関として村|勾木材生産事業を独占的に行ない，組合長はじめ役員一同卒先し

て立木の無条件供出に協力した。

(3) 終戦後，木材価格の急騰によって供出立木の値ヒがりとなり，その一部を所有者に還元するなどの

処置をとった。その結果組合員に好感を与えて，その後も立木の無条件委託を引きつづき期待しうる結巣

を導いたり

(4) その利益の一部を設備の近代化に投資し，業者が村内に続出するにいたってからも，独占的な強国

な経営的地位を確立した。

(5) 木材価格が下向きになると，組合員は立木委託販売から買取販売を希望する気運があらわれ，現在

ではほとんど全面的に買取生産に移行している。なぜならば立木委託によって加工販売までの期間におし、

て組合員が木材値下がりによる損害の負担を転嫁される危険をきらったものである。ここでは，組合経営

活動と組合員の利益の対立があらわれる。

(6) 経営規模の拡大は，利益の一部を増資にふりむけているが，資金の大部分は役員の個人名義，また

は個人保証による市中銀行や農協からの借入金に依存している。自己資本に対してその比率は大きく，合

資会主!:的経営形態がとられているとみられる点がすくなくない。

(7) 素材生産ないし製材事業について大所有者層の利用率がとくに高い。この階層では組合の素材生産

および製材事業の意義が高く評価されており，かれらの利用によって，立木の入手，資金関係が円滑に行

なわれていることは一般の組合に対比すると特長的である。

(8) 組合が林産販売事業をやっている結果，村内における立木価絡の相場は隣接PIJ 村に比べると 2'""3

割は高く評価されているので，森林所有者にとって組合製材を盛り上げてゆく魅力となっている。

(9) 立木fl[ti絡の!総支は村内の立木需要が組合需要量だけj肴加するのと，最終消貸者に対する注文生産を

建前とする組合の販売方針により，村内立木価格が組合の賞付価格の線まで高くなる結果と思われる。

(10) 組合員の利用については特に留怠をし，小所有者や木材市況に明るくないものに対しても懇切に指

導しけっして不当な利誌をとらないよう注意されている。

ω したがって立木入手については業者との競合があるが，必要量は困難なく入手しうる事情にある。

問販売事業は地方の最終の消費者に直結した販売先をえらび，一般卸売価格よりも高く取引してい

る。金融面では資金の回転はおそくなるが確実な回収をねらっている。

ω 組合経営との関連をみると製材事業の収益の一部を指導事業にふりむけている。指導事業はあまり

活発に行なわれていなし、が，賦課金は組合員から徴収されてし、ない。

新庄森林組合の場合

(1) 製材工場の設備は小規模である。

(2) しかし村内にはこれ以上の設備をもった業者がいないこと。

(3) 特殊事情としては独占的に公有林の伐採によって資材を入手している。

仏)地元に鉱山があり，組合が一元的に有利な条件でここに製品を販売している。そのほか地元の確実
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有利な需要に直結している。

栄森林組合の場合

(1) この組合は昭和 3 年土工組合として発足して昭和 11 年山村更生計画にもとづいて製材工場を設立

した。組合がこれを運営することは一般の森林所有者に受け入れられず，時期しよう早とし、う理由で業者

に賃貸した。戦時中は組合で直営したが，戦後はふたたび工場を賃貸している。それは戦時の運営を批難

する組合員の一部の反対があり，また臼由競争時代では組合経営によるよりも，企業経営が適当であると

いう意見が圧倒的であったからであるつ

(2) しかし昭和J 27 年改組後は組合経営に移した}これは組合の製材事業は経営と不安である，本来の

事業ではないという恵、見もあったが，賃貸会社の破たんによって経rP.1;希望者が他になかったため，組合が

やるより致し方なく従業員とともに引き継し、だ。

(3) 地元に有力工場が多いこと，乱伐のために地元の立木が絶対不足であること，大所有者の組合の製

材事業に対する理解が乏しし、ため，業者ーよりもむしろ組合の立木買付けが困難な立場にたたされている。

(4) 県有林材や他聞I村材の原木賀入がしめる割合が大き L 、c つまり員外貿入が大半である。

(5) 運転資金は地方銀行に依存しており，資金繰りに背しい状態にある。

(6) 組合員のなかには製材事業についてつぎのような感想をもらす人もある。

『出資や固定設備を従業員が I~I 己のために使m しているO 組合員のためには組合はなんらの利益ももた

らさなし、』と。組合員との意志の疎通は必ずしもよくない。製材事業に対する考え方は組合員の評価と組

合職員の聞にはかなりくいもがっている。しかし黒字によってある程度の配当ができるようになれば組合

批判もやむかもしれない。

桃野森林組合の場合

(1) 製材事業は活発に行なわれているが，これは{間人企業のように経営責任者の献身的な努力と責任に

よってなされてL 、る。

(2) 貝取によらなければ資材の入手が|封嫌である。村内に立木がひっぱくして過半を村外の組合員以外

の資材に依存している。

(3) 金融的に図難がみられる。製品は地方需要によらず主としてトラック輸送によって神奈川県下の木

材会社の市売に出している。このことは販売上の利益よりも，資金の回収を確実かつ迅速にする効果をね

らっている。

ネ申稲森林組合

(1) この組合は地区内に組合員の所有山林が少なくて 70 町歩くらいしかなく，公有林および国有林が

大半を占めている。原木は他町村から入手している。

(2) 製材事業が主要事業である。組合員に対して出資の配当を行なっている。

(3) 製品の販売は建設会社と直結している。公有林の経営とそれからの素材生産および製材事業および

製品販売まで一貫している。

以と組合における森林生産，製材事業について個別的に解説したが，組合事業がこの分野においては企

業的運営によって行なわれていることが特長的である。協同組合は委託生産，委託販売によることが原則

的である。しかし多くの組合の実態では素材生産および製品事業は一貫作業をなしており，その原料たる

立木の入手には組合員または員外利用者からの買取に依存しているO 製品についても特殊材を除いて系統
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的組織を欠き大部分はI'I ltlili場に直結している。

元米組合員や役員のなかには組合が林産事業に手をだすことに非常な恐J怖心をもっていて，モチ屋はモ

チ屋で木材業者が行なうべきもので，組合事業として不適なりと頭からきめている人が多い。まえにのべ

たように実際組合がこのような悲運な結末をとげた例は少なくないし，組合の現状をもってすれば一部組

合を除き，このような不安感を責めるわけにはゆかない。それゆえに振興対策要綱においてもパルプや坑

木についての系統利IIJを強調しているが，森林所有者の生産物の大部分をしめる一般素材の販売や製材事

業については現状において活動しているものにかぎり系統利用をすすめ，新規に行なうことは勧奨してい

ないのである。

素材生産ないし製材申楽における組合連常 l二の問題点としては立木価格が木材illlit科市場からの逆算iUli絡

で決定することであるのそれゆえに，

(1) 木材価格が高騰すれば立木価格が七弁して，森林所有者の利益となり，中間生産者の利益が比較的

少ない。

(2) 素材生産や製材事業について既成の木材業者の聞に組合が介入したり，事業を拡大したりすれば，

立木の需給関係から立木仙i格があがるQ 隣村の組合事業の行なわれていない場合よりも 2. 3 割高いとい

われている。そこで中 Iblj生産者の利潤は減ることになる。

(3) 製品の生産販売過艇の合理化によっても同業者聞の競争によって立木価格が k弁する結果になるC

そこで，このような原因にもとづく超過利潤は組合の利益として蓄積されるよりも i直接森林所有者に還元

されてしまう。すなわち，その利得が組合にも業者にも入手されず，森林所有者ないし組合員の手に直接

はいることである。これは組合基盤を強化する拡大投資がおこなわれにくいことになる。

このようにして原木高と製品安という結果を生み出し事業を窮迫化させる。

零細所有者層をもって構成されている森林組合にとって増資によって企業規模を拡大してゆくことは容

易ではない。しかしながら零細所有者層の利用をしめだすことはそれだけ取引量を縮少する結果になる

し，経済性をたかめるには，員外利mによってでも取引量を健保しなければならなし、。業者の場合には，

特定の取引相手に束縛されることなく，白自に取引相手なり流通区域を拡大しうる。業者との競争の 1二で

は，組合の場合，資本を拡大し取引量を拡大しようとすれば，ますます地区を鉱大しなければならない結

果となる。

以 k製材事業を中心にしてのべてきたが，このようなことから，森林組合が木材生産および販売事業を

とりあげる場合には，活動の地区が小規模にすぎたり，取引相手を特定人に限定されることは経営体にと

って経済活動の自由がそれだけ弱められる結果になる。そこで単位組合では地区や取引相手には束縛され

ないで，経済的合理性を追求してゆく傾向が必然的になる。具体的には，つぎのことが要求される。

(1) 経営体は専問的な優秀な技能者をもつこと。

(2) 木材生産や市場機能を果たしうるに十分な資本と適正規模をもつこと。

(3) 事業量は適当な量を維持できること。

性)施設は適正規模で優秀な能率をもつこと 2

木材市場機能が組合事業の中心であるかぎり，その中該的機能は県一円または主要な木材流通闘を地区

として結成される組合組織の規模に拡大または転換される傾向がある。それは既存の組合組織を利用して

行なわれている。すなわち，林産販売事業への発展は県森連の段階で最近急速にのびてゆく傾向にあり，
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それはつぎのようであるO

表 76. 府県森林組合連合会素材生産販売事業の状況

ZT225の| 小規模のもの |中規模のもの| 大規模のもの
東 京 青 森 福 井 手k 回 岩 手 仏l 口

富 山 宮 城 徳 島 111 形 福 島 (33) 大 分 (29)

岐 阜 群 馬 (34) 高 知 石 )11 (32) 栃 木 (31) 鹿児島

愛 先l 茨 城 佐 賀 兵 庫 長 野 (33)

重 埼 玉 熊 本 和歌 I Li (33) t絡 附 (32)

ì~ 主主 千 業 住己b目, 111，な (33) ，烏 取 京 都 (31)

大 阪 μ| 梨 (33) 愛 媛 恨

奈 良 神奈川 官û 附 (32) |判 山 (27)

香 )11 新 1烏 長 革1主 広 島

(注) ()内数字はrh売開始年度

上表のように木材生産販売事業はしだいにのびてきており，とくに 32 年度以降市売を行なう連合会が

増加しつつある。整備促進法を適刑されているものは 30 年度岩手. 31 年度福島，長野，広島，山口，

大分. 33 年度には京都，長崎があり系統融資を導入して経済事業を肱大して，資本主義的変容をとげつ

つある。この法律を過則されている組合に-rh売を行なっている組合が多いu ih売は代金の回収が確実，迅

速であること，小口でも利用しうること，手数料がひくく，正量取引である等の利点、があって，組合員の

利用がのびつつある。

表 77. 府県森林組合連合会販売数量

----------_年度| 明
種別1----一| “ 

木材(千石〉

木炭(千俵)

薪 (千束)

パノレプ (石)

28 29 

(注〉 森林組合連合会の経営慨況 (森林組合課調査〉

30 31 32、

2.174 

532 

1.336 

(不明〉

森林組合連合会の経営状況から木材取扱状況を摘記してみると. 29 ・ 30 年度に若干の中だるみを示し

ているが. 31 年度には 166 万石と飛躍的に増加してしる。その内訳は，一般用材 76 万石，パノレプ材 64

万石その他の材 26 万石である。その増加の割合は木材全体において 31 年度が 27 年度の1. 5 倍である。

このうちパノレフ。材においては年々順調な増加をつづけ 31 年度には 27 年度の 3.5 倍にも達した。一般用

材においてもほぼ順調な仲長をみせ 2.7 倍余に達した。これに反しその他の材は年々枕木，坑木などが含

まれているが，減少の理由としては多くの所属員に共通する生産物でない点等にあると考える。また取扱

方法別にみると 31 年度においては受託販売 104 万石買取販売 54 万石立木買取による林産販売8 万石と

なっているが，傾向としては買取から受託方式へと本来のあり方に移行しているこ主がうかがわれる。木

材をとりあつかった連合会数は一般用材では 27 年度 22. 28 年度 33. 29 年度 31. 30 年度 34. 31 年

度 32. パノレプ材では 27 年度 12. 28 年度 14. 29 年度 17. 30 年度 23. 31 年度 26 と年々増加して

いる。
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なお，このほか，一般川材・パルプ用材とも連合会として直接現物を取り扱っていなし、けれども会員組

合にたいして，販路鉱張，信用調査，代金回収，資金の転貸，借入金に対する保証等の事業協力について

はほとんどの連合会がこれを行なっているC

木材販売事業や林産販売事業は市場機能が中心的であるから，地区や事業規模が拡大化する傾向にあっ

て，この意味で連合会における事業が中根的な地位をしめるのであるが，窮極的には木材商品が広大な地

域に散在する零細所有者の生産と集荷につながるものであるから，大規模化によって，地域的連帯性から

離脱したことはそれだけこれを補完する機関と機能が必要である。すなわち，下部組織の利用一一系統組

織の再編成ーーによって事業が円滑に行なわれなければならない。事業系列化の問題である。木材業者は

原木入手のために駐在員をおいて集荷と生産を行なっている。このような関係は，森林組合においては，

地域組合が生産地において卜ー部機関のために資材を集荷する関係に対応する。

地域組合が終戦後も経済事業を継続してきたものがあったが. r~ 己完了的な運営が多く，系統運営が円

滑でなかった。経営が不安定で失敗したものがあったが，最近は連合会による系統利用の方向が伸びつつ

あって，それは森林組合の発展する方向を示しているものといえよう。

K 要約

森林組合問題は，窮極的には森林所有者それ自体に関する問題であるが，発展的には，林野行政を推進

してゆくヒで大きな関連をもって提起されてきた。組合にたいする見解は現在一本にまとまったものでは

なくて，つぎのようないろいろの見解が成立しているn 協同組合の立場にたつもの，これは法律の精神に

もとづいて林野庁はじめ組合系統の主流的な考え方である σ しかし一方には，森林所有の特殊性から，む

しろ公共団体的な存在をこう定する考え方があるわまずこ 2 つの考え方を別々の組織として両立させる考え

方，あるいは現在の組織にたいして，農業協同組合との合体を考えるとか，極端には森林組合を全く否定

的な立場から考える人達があることをのぺた3 そこには森林組合問題を本質的に明らかにしてゆかなけれ

ばならぬ問題がのこされているn

森林組合にたいする理念は時代的にみると変遷があるη それは組合の基盤となるべき林業構造の評価に

時代の要求が付加されるからであるn

現在の制度は協同組合である η 協同組合という考え方は森林組合の歴史からいうと画期的である。林政

上からみると，組合にたいして，従来とっていた森林のもつ公共性をおしつける態度でなくて，森林所有

者の立場からみようということであり，組合は組合員自身のために存在するというアイディアを貫し、てい

る点で画期的であるの戦前の組合が行政目的を主体として考えられたのにたいして，戦後の改正は，組合

は森林所有者自身のサーピス機関である，そして窮極的には行政ときりはなして，組合員が白らの組織と

して確立してゆくという理念がある。

このような協同組合理念はどのような経済的基盤にたって成熟するか，森林組合の現実にたいしてどの

ような制約をもって存在し，発展するかは，組合の歴史を通して実態をみ，現実の林業構造の分析によっ

て明らかにしてゆかなければならないc

本文では森林組合制度が森林法との関係で変遷しきた点を注視して，森林法の審議をめぐって，組合が

どんな点で問題にされたか時代の反映によって組合問題の展開を明らかにした。それは自然的な土地経営

を対象にした考え方が組合員の個人的な経営・利益を中心にした考え方に移ってきたことが明らかにされ
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る。

諸学者の見解は，森林組合が産業組合と本質的にちがうということ，すなわち森林組合にとって購販売

事業は一時的，付随伴Jな事業であって森林の施業およびその調整が主要な問題であるとする考え方から，

経済事業の協同への考え方に移っていった。

森林組合の実態の 3 事例はこれによって組合の類型化を試みることよりも，むしろ関連的に戦後の問題

点、の発見にあったの

森林組合の現況について統計数字の上から問題の所帯Eを整理したο

このようにして森林組合の現実の特徴はつぎのように要約されると思う。

1) 森林所有者の構成は!日組合とかわらず，零細所有者から大所有者まで幅広く構成されているのそこ

で組合にたいする評価や問題点が階層的にことなってくる。

2) 組合員の利用度は林業の特殊性もあって一般にひくい。零細所有者が組合員の大部分をしめてい

る。その大部分は無関心組合員である。このことは組合の主体性を不明確にしている。

3) 出資額や事業分畳は貧弱で経営体としての自立に困難である。このことは(1)， (2)の問題に関連して

おこってくる問題であるc

4) 部落代表として役員の選出が行なわれている場合が多い。

5) 森林経営を中心とした行政関連業務が組合の主要業務で，町村役場との兼務職員が多く，行政補助

機関的性格がつよい。

6) 林産叛売事業は統11111時代からの継続事業として行なわれており，その後に新たに取り上げられた組

合もあるが，業務の性質上， 5) にたいして二重構造的性格をあたえている。

7) 県森連の段階で外部資本が導入され，木材販売事業が活発化してきた事例が多く，連合会と単位組

合との系統利用組織が確立しつつある。

森林組合の歴史的展開において，森林組合は森林所有の特殊性にもとづく行政によって強められた地域

集団としての性格をもち，土地経常のための技術的組織をともなったの

森林組合が経済団体としての基本的性格をうちだしてきたのは戦後協同組合体制になってからである。

協同組合の経済活動は組合利)IJ主義にもとづいているn それは組合員という特定人格に結びついたもの

であるが，木材市場機能を中心とした森林組合活動は経営体としての立場から，資本的形態をつよめ，森

林組合連合会を中核として，地域組合との系統組織を確立しつつある。

かくして森林組合は森林経営の特殊性にもとづく行政によって強められた地域集団的性格と，市場機能

を中心とする経済集団的性格をその系統組織を通じて内包しているの
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On the Problem由。f Forest Owner目'A園田ociations

Narao EBATA 

(R邑sumé)

To begin with, this study describes the general trend of historical development of forest 
owners' associations in this country. It was on the primitive stage that literally translating 

“ forest association," was organized around the twentieth year of the Meiji era in accordance 
with the prefectural regulation enacted by the government at that time. After that the 

organization of the forest owners' association was amended three times, when the forest law 
was revised in the 40th year of Meiji, the 10th, and the 26th years of Showa. 

The latest law explicit1y provides that the association shall be a cooperative organization 

aiming to promote a mutual aid system, independent from the direct government administraｭ
tion. But the fact is that it has been moving along the lines of the former systems, and 

in this sense it has fai1ed to be c∞perative. 

The purpo閣 of this report is to throw light on the structure of these problems and also 

the possible future direction of the associations, depicting what are the constraints preventing 
the a回目iation from standing on a cooperative footing. 


